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平成27年知立市議会９月定例会予算・決算委員会 

 

  １．招集年月日  平成27年９月15日（火）本会議終了後 

  ２．招集の場所  知立市議会議事堂 

  ３．出席委員（19名） 

     杉山 千春     水野  浩     中野 智基     小林 昭弌 

     三宅 守人     田中  健     神谷 文明     高木千恵子 

     久田 義章     池田 福子     池田 滋彦     川合 正彦 

     永田 起也     稲垣 達雄     村上 直規     風間 勝治 

     佐藤  修     中島 牧子     石川 信生 

  ４．欠席委員 

     明石 博門 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     企 画 部 長   加古 和市      総 務 部 長   岩瀬 博史 

     危 機 管 理 局 長   高木  勝      福祉子ども部長   成瀬 達美 

     福 祉 健 康 部 長   中村 明広      市 民 部 長   山口 義勝 

     建 設 部 長   塚本 昭夫      都 市 整 備 部 長   加藤  達 

     上 下 水 道 部 長   鈴木 克人      教 育 長   川合 基弘 

     教 育 部 長   石川 典枝      会 計 管 理 者   稲垣 利之 

     監査委員事務局長   平野 康夫      監 査 委 員   上野  実 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   島津 博史      議 事 課 長   横井 宏和 

     議事課長補佐兼庶務係長   水藤 真人      議 事 係 長   近藤 克好 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項） 

                  事  件  名 

     議案第54号 平成27年度知立市一般会計補正予算（第３号） 

     議案第55号 平成27年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

     議案第56号 平成27年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

     議案第57号 平成27年度知立市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

     議案第58号 平成27年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

     認定第１号 平成26年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について 

     認定第２号 平成26年度知立市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第３号 平成26年度知立市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第４号 平成26年度知立市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第５号 平成26年度知立市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第６号 平成26年度知立市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第７号 平成26年度知立市水道事業会計決算認定について 

     認定第８号 平成26年度逢妻衛生処理組合一般会計歳入歳出決算認定について 
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――――――――――――――――――――――― 

午後４時47分開会 

○永田委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから予

算・決算委員会を開会します。 

 本委員会に付託されました案件は13件、すなわ

ち議案第54号、議案第55号、議案第56号、議案第

57号、議案第58号、認定第１号、認定第２号、認

定第３号、認定第４号、認定第５号、認定第６号、

認定第７号、認定第８号です。 

 13案件については、お手元に配付してあります

議案付託一覧表第５号のとおり、企画文教、市民

福祉、建設水道の３分科会において、所管分をそ

れぞれ審査していただくこととしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 次の予算・決算委員会は、９月29日火曜日午前

10時より、本会議場において開催します。 

 なお、各分科会の審査の日時については、会期

日程によりそれぞれお願いいたします。 

 以上で、予算・決算委員会を散会します。 

午後４時48分散会 

――――――――――――――――――――――― 
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平成27年知立市議会９月定例会予算・決算委員会 企画文教分科会 

 

  １．招集年月日  平成27年９月17日（木） 企画文教委員会終了後 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（７名） 

     水野  浩     田中  健     池田 滋彦     村上 直規 

     風間 勝治     佐藤  修     石川 信生 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     企 画 部 長   加古 和市      協 働 推 進 課 長   野村 裕之 

     企 画 政 策 課 長   堀木田純一      財 務 課 長   松永 直久 

     総 務 部 長   岩瀬 博史      総 務 課 長   水谷 弘喜 

     税 務 課 長   濱田  悟      危 機 管 理 局 長   高木  勝 

     安 心 安 全 課 長   伊藤 博生      会 計 管 理 者   稲垣 利之 

     監査委員事務局長   平野 康夫      教 育 長   川合 基弘 

     教 育 部 長   石川 典枝      教 育 庶 務 課 長   池田 立志 

     学 校 教 育 課 長   橋本 博司      生涯学習スポーツ課長   佐藤  豊 

     文 化 課 長   鶴田 常智 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   島津 博史      議 事 課 長   横井 宏和 

     議 事 係 長   近藤 克好      議 事 係   野々山英里 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項） 

                  事  件  名 

     議案第54号 平成27年度知立市一般会計補正予算（第３号） 

     認定第１号 平成26年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について 

     認定第４号 平成26年度知立市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 
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――――――――――――――――――――――― 

午後２時00分開会 

○田中委員長 

 ただいまから予算・決算委員会企画文教分科会

を開会します。 

 本分科会の所管とされました審査案件は３件、

すなわち議案第54号、認定第１号、認定第４号で

す。これらの案件を逐次議題とします。 

 議案第54号 平成27年度知立市一般会計補正予

算（第３号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 補正予算書の16、17ページでありますけれども、

ここに個人番号カード交付事務補助金という形で

掲載をされております。ちょっとこれについて御

説明ください。 

○企画政策課長 

 こちらのほうにつきましては、当委員会でない。 

○佐藤委員 

 先ほどそうじゃないかねっていって確認をした

ら、そうだと言わさるもんで。そうすると、この

補正予算ではマイナンバー制度については聞けへ

んと。わかりました。 

 それで、もう一つ前もって聞いてるわけですけ

れども、19ページのふるさと応援寄附金と、歳出

のほうで、ふるさと応援寄附金パートナー事業エ

ントリー料などなどこういう形で載っております

けども、この辺について、あとは歳出のほうでは

財政事務管理事業という形で載ってますけど、こ

の辺ちょっとお知らせをください。 

○財務課長 

 ふるさと応援寄附金の内容について説明させて

いただきます。 

 リニューアルした理由としましては、平成27年

度の税制改正によりまして、ふるさと納税の控除

金額の拡大と一定条件を満たせば確定申告をしな

くても寄附金控除が簡単に受けられるワンストッ

プ特例制度ができております。ふるさと納税は、

ますます使いやすく、身近な制度になっておると

思われます。 

 知立市では、財源の確保と地域の活性化を目的

に、９月１日より知立市ふるさと応援寄附金制度

としてリニューアルをいたしました。返礼品をパ

ートナー事業者の協力のもと、18品目に拡大した

ほか、インターネットでの申し込みが可能になり、

１年に１回限りとしていた贈呈回数の制限を撤廃、

そして、これまで返礼品の贈呈は知立市以外の個

人に限られていましたが、知立市民の方にも贈呈

の対象とさせていただいております。 

 また、寄附の使い道につきましても寄附者の御

意向に応えられるよう、防災、子育て支援、環境

保全など、計７つの使い道が選択していただける

ようになりました。そういったことから、ふるさ

と応援寄附金についての補正予算を計上させてい

ただいております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そこで、ここのところで寄附金という形になっ

ておりますけれども、3,000万円という形で計上

されてるんですね。当初もあったかというふうに

思いますけれども、あわせてこれは寄附を見込ん

でる内容、金額ですね、さらに歳出のほうではそ

うした事務費のあれですけれども、その差し引き

した分が純粋に知立市の収入になるということだ

と思いますけども、この3,000万円という根拠に

ついて御説明ください。 

○財務課長 

 3,000万円の根拠としましては、期待を込めた

金額でありますが、９月にリニューアルいたしま

して、月500万円程度見込みたいということであ

ります。 

 実際、今現在９月からリニューアルしておりま

して、９月10日現在でありますが、合計330万

2,000円の寄附をいただいております。人数にし

ましては142名の方が９月１日から９月10日まで

に寄附金としていただいておるわけであります。 

 そして、歳出のほうとしましては、それに伴う

クレジットカードの収納手数料、これは寄附額の

１％でありますが、20万3,000円、また、コンビ

ニ収納等手数料、例えば、５万円未満ですと１件



- 5 - 

206円でありますが、そこらが16万3,000円、ふる

さと納税返戻品代金等支払い代行手数料としまし

て、商品代、送料、手数料として1,078万1,000円、

それにつきましては商品代が693万7,000円余り、

送料につきましては280万2,000円余り、手数料に

つきましては104万円余りということで、合計

1,078万1,000円の補正としております。 

 また、ふるさと納税制度推進委託料としまして、

これはふるさとチョイスへの支払いですが、寄附

額の８％として216万円見込んでおります。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 期待を込めた金額ということでありますけども、

９月10日現在で330万円と。それも142名の方とい

うことでね、そういう意味でいけば月割にすれば

期待を込めた金額が、まだ９月10日現在というこ

とですのでクリアできるかなという、そんな感じ

も見受けられるところですけども。 

 それで、この142人のうちで市内、市外、その

辺の状況はどうでしょうか。 

○財務課長 

 142名のうち、市内の方が67名でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、市内の方を除けば市外の方と、こ

ういう形ですよね。 

 それで、返礼品が18品目という形になってます

けど、どのようなものが人気というか、皆さん御

希望されるのかなということですけども、どうで

しょうか。 

○財務課長 

 ９月10日現在の返礼品の人気商品としましては、

一番人気がありましたものが、ホテルクラウンパ

レス知立のランチバイキングペア食事券、50名の

方が寄附をいただいております。 

 それから２番目としまして、池鯉鮒乃黒工房ウ

インナーグルメセット、48名の方が御寄附をいた

だいております。 

 ３番目としましては、ウナギざんまいセット、

ウナギの長焼き２本と肝焼き５本でありますが、

これにつきましては23名の方が御寄附をいただい

ております。 

 あとは、知立産のお米５種７袋食べ比べセット

が第４位、５番目としましては、メープルけやき

の焼き菓子の詰め合わせとなっております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そういう形で、期待を込めたものだといいなが

らも、実質的には大変好評を博してるなというこ

とで、皆さんの取り組みが大変よかったのかなと

いうふうに思っているところです。 

 それで、もう一点伺いますけれども、こうした

形で寄附が進んでいくということで、地元のそう

したところもお金が循環していくという、こうい

ういい流れがその中で生み出されるわけですけど

も、次のページで、ふるさと応援寄附金パートナ

ー事業者エントリー料というのがありますけども、

これについて御説明を願いたいなと思います。 

○財務課長 

 21ページのふるさと応援寄附金パートナー事業

者エントリー料でありますが、これにつきまして

は、１品目につきまして5,000円のエントリー料

をいただいておるわけであります。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると、これは15事業者で18品目というこ

とだろうというふうに思いますけれども、９月１

日からこの制度がスタートされたわけですよね。

そして、事業者の皆さんにはそれ以前に御案内申

し上げておられると思うんですけども、どのよう

な形で御案内をされてきたのかなと。応募の動機

なども含めてわかったら教えてもらいたいという

ふうに思いますけども。 

○財務課長 

 パートナー事業者の方につきましては、去る６

月に募集をいたしまして、ＰＲ不足ということも

ありますが、なかなかこちらのほうからもアタッ

クしたりして募集をしましたところ、今回の15業

者で18品目の応募があったということであります。 

○佐藤委員 

 新しい制度が始まったばかりということであり
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ますけれども、こうした形で寄附をされる方たち

が、ある意味で一挙に増加をされ、そしてエント

リーされた事業者の皆さんの商品といいますか、

そういうものも売れていくというような中身で、

文字どおり歳入を財源確保と同時に地元事業者の

活性化ということがこの１局面だけでもわかるな

という気がするわけですけども、さらにこれを事

業者の皆さんにこれは引き続き募集ということを

やってみえるのか、応募するに当たってはどのよ

うな要件が要るのか、そうしたこともお知らせ願

いたいし、また、こうした形で、新制度になった

実績が多くの事業者の皆さんにお知らせがされて

いくと、さらに事業者の皆さんが工夫をされたそ

ういうものの返礼品を準備をされるということで

寄附もふえる、さらに地元事業者へのものが広が

っていくという点では、大変ないい相乗効果を生

み出すんじゃないかなというふうに思いますけど

も、その辺は、始まったばかりということでない

かもしれませんけども、あったらぜひお知らせく

ださい。 

○財務課長 

 今現在の18品目については、私どものほうもま

だ少ないかなというような認識を持っておりまし

て、今まさに追加募集ということを行っておりま

す。 

 追加募集をしながら返礼品の拡充を図っていき

たいとは思っておりますが、今、佐藤委員がおっ

しゃられたように、地元事業者の方の活性化とい

うものはほんとに効果があるのかなというふうに

思いますので、そこら辺を頑張っていきたいなと

思っております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そういった形で、厳しい財政事情を抱える中で

職員の皆さんが工夫をしながらこうした取り組み

をやられてるということがよくわかりました。さ

らにそうした事業者がふえて、返礼品もふえて歳

入確保と同時に地域が元気になっていく、とても

大切なことかなというふうに思っているところで

す。 

 それで、もう一点だけ補正で聞かせてもらいた

いと思いますけれども、31ページですけれども、

ここに小学校中学校就学援助費ということがあり

ましたけども、改めてこの内容についてお知らせ

を願いたいなというふうに思います。 

○学校教育課長 

 就学援助の事業についての要保護、準要保護の

就学援助費についてでありますが、まず、小学校

につきましては、平成27年度の分を見込んでいた

ところ、実際は不足が見込まれているということ

で29万7,922円、それから、新入学児童の学用品

２万470円掛ける50人分、それで132万2,000円。 

 それから中学校につきましては、本年度見込み

が要求してたところ多かったということで、マイ

ナス195万1,480円、新入学児童の学用品としまし

て２万3,650円掛ける70人分、30万2,000円のマイ

ナスということであります。 

○佐藤委員 

 これについては中島議員が再三にわたって提案

してきた中身かなというふうに思いますけど、そ

うした形で、今回補正計上されるということであ

ります。そして同時に、ホームページのほうにも

この制度が掲載をされておりますよね。その支払

いが６月という形で、もちろんこの補正予算可決

しなければだめなわけですけども、可決に合わせ

ていただいて、ホームページも当然のことながら

支払い時期についての変更がなされるものだとい

うふうに思いますけど、そこはそれでよろしいで

すよね。 

○学校教育課長 

 これが可決されましたら、またホームページの

ほうを変えていこうと考えております。 

○田中委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 
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○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 認定第１号 平成26年度知立市一般会計歳入歳

出決算認定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 決算認定でまず最初に、総括のほうでちょっと

お聞きをしたいなというふうに思います。 

 この中に、我が国経済はということで、３本の

矢の一体的推進と、ということと同時に、地方や

中小企業が総体的に厳しい状況は継続している。

多くの人が景気回復を実感できず、個人消費も伸

び悩んでいると、こういう本会議の中ではアベノ

ミクスの効果がいろいろ言われましたけれども、

こうした記述になっておるわけですね。その辺の

総括におけるこの部分の記述について、このとお

りの認識だろうというふうに思いますけれども、

御説明をお願いしたいなというふうに思います。 

○財務課長 

 今の我が国の経済というのは、アベノミクスに

よる３本の矢、一体的に推進ということで、政府

のほうは緩やかな回復基調が続いているというよ

うな国の月例経済報告等で示されておりますが、

ただ、昨今の中国の経済状況の悪化ですとか、そ

ういった懸念が随分と新聞報道等で取りざたされ

ておりますので、知立市におきましても、税収に

おきましては平成25年度と比べますと４億7,000

万円程度ふえまして117億円余りとなりましたが、

今後の先行きというのは若干の不安があるという

ような感じで思っております。 

○佐藤委員 

 それで、平成24年度の税収が個人市民税及び法

人市民税について伸びたというふうに言われてお

りますけれども、３本の矢と言ってしまえばそれ

までですけれども、それらの増収の背景について

どのような背景の中で増収があったかという点に

ついてはどうでしょう。 

○税務課長 

 まず、個人市民税のほうにつきましては、景気

等の回復がございまして、給与特徴分につきまし

ては37億4,480万7,000円の収入がございまして、

前年比でいきますと１億598万3,000円ほどの

2.9％の増というふうになっております。 

 年金特徴につきましては、１億5,412万5,000円

の収納額ということで、前年比34万5,000円で

0.2％の減ということですね。 

 普通徴収につきましては９億9,160万2,000円と

いうことで、前年比プラスの5,740万4,000円とい

うことで6.1％の増ということで、おおむね増加

しておるということでございます。 

 ただ、所得割とか納税義務者数等につきまして

は、若干減少しておるんですが、この景気の上昇

によりまして数として減少になっておる中で、実

際税収としてはふえておるというような形で、個

人市民税全体でいきますと現年で１億6,000万円

程度の増加ということになっております。 

 法人市民税につきましては、おおむね２億円程

度の増加になっておりまして、内訳としましては、

富士機械製造の増加が非常に大きくなっておりま

して、昨年比6,628万1,000円の増加ということで、

8,800万円余の税収がございました。それ以外の

企業の法人割の部分につきましても、昨年比１億

2,861万9,000円の増になりまして、５億1,685万

8,000円ということで、非常に法人市民税につい

ては伸びがあるということになっております。 

 あと、固定資産税につきましても若干の増加で

ございまして、家屋と土地合わせまして8,800万

円ほどの増加があるんですが、全体の税収額が非

常に大きいものですから、増収額としてはそんな

に目立たない金額になっておるかと思います。 

 それ以外の税目につきましては微増というよう

な形で、若干、市たばこ税については減収になっ

ているというような形でなっております。 

 全体合わせますと、おおむね前年比４億7,000

万円ほどの増加になってるというような形で、景

気の好調さが税収に反映しておるというふうに考

えられます。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 
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 今、個人市民税の内訳についてありましたけど、

年金からの特別徴収と、ここが唯一落ち込んでる

ということでありますけれども、この点はどうい

うことでしょうか。 

○税務課長 

 ちょっと原因というか、金額的にはそんなに大

きな金額ではないんですが、具体的なものがはっ

きりとした原因というのは、ちょっと私のほうで

はつかんでないものですから、申しわけございま

せんです。 

○佐藤委員 

 年金のカットやそういうことも、もちろん家族

構成等を含めてあるわけですけども、そういうこ

とが影響しているのではないかなというふうに思

っているところです。 

 それと、個人市民税と普通徴収、法人市民税が

伸びたわけですけども、とりわけ平成26年との税

収というのは平成25年度の収入ですよね、そこに

応じて平成26年度賦課をして徴収すると、こうい

う流れでありますけれども、この点について、結

果として平成26年度の税収ということですけども、

平成25年度はどういう年だったのかなというふう

に思いますけども、その辺はどうですか。 

○税務課長 

 年ごとの動きにつきましては、ちょっと今すぐ

に手元に資料がないんですが、ちょっと後で、調

べまして説明させていただきます。 

○佐藤委員 

 これはアベノミクスの３本の矢と言われるもの

もありますけれども、とりわけ平成26年の４月か

ら消費税が増税になりましたよね。そのときに、

それ以前についてはエコカー減税だとかそういう

ことも含めて駆け込み需要というものが平成25年

度、平成26年の４月以前までに大きく貢献したん

ではないかなというふうに見ているところですけ

ども、その辺はどうですか。 

○税務課長 

 そういった側面があると思います。 

 あと、軽自動車税等につきましても、増税のほ

うを延期したりとかそういったことがありまして、

やはり駆け込みという部分では影響が少なからず

あると思いますので、それはおっしゃられるとお

りだと思います。 

○佐藤委員 

 とりわけこの西三河地域、愛知県という点では、

今後、工業出荷額が全国で一番というような中で

ありますので、そうした点では、大きく地域の特

性が出たのではないかと。ほかの愛知県以外の市

町の税収状況がどうなってるかということはわか

りませんけど、そうした意味合いにおける好調さ

というか、駆け込み需要の影響が大きかったなと

いうふうに思ってるところですけども、この点で、

総務部長、どのような認識ですか。 

○総務部長 

 平成25年ということになりますと、リーマンシ

ョック等で景気が落ち込んでから持ち直す途中の

過程で、政府の金融緩和ですとかそういったとこ

ろの効果が出始めたというときで、まだ為替の動

向についても今ほど円安には振れてなかったんで

すけれども、円高基調がちょうと取れて円安に向

かい始めたところということで、日本の経済全体

が少しずつ伸び始めの兆候を見せ始めたときだと

いうふうに私は認識しておりますので、そういっ

たことで平成25年度は今に続く景気の上昇の起点

のような感じはします。 

 ただ、景気が上昇傾向に入ってきたのは、もう

平成二十二、三年から少しずつは入っております

けど、それが安定的に伸びたのがちょうど平成25

年ぐらいなのかなというふうには私は感じており

ます。 

○佐藤委員 

 そこでね、これは内閣府の国民経済統計と四半

期別速報というものが2015年の８月17日に出てて、

国内総生産と家計消費の推移について出てるんで

すね。ここのところが消費税導入なんですが、そ

れ以前は伸びてきてるんです。そして、家計消費

の場合は、この４月からがくんと落ち込んでると

いうのが今の実態なんですね。 

 それでここの総括にありますけれども、皆さん

の総括の中で、消費税及び円安と物価の上昇に家
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計の所得が追いついていないと。地方や中小企業

は総体的に厳しい状況が継続していると。多くの

人が景気回復を実感できずに個人消費も伸び悩ん

でるという部分については、内閣府の資料、この

グラフと見事に一致がしてるなというふうに私は

思っているところです。 

 それで問題は、平成26年度決算の中に、そうし

た駆け込み需要やそういうものの影響で増収とい

うことになりましたけれども、さらにこれがこの

落ち込みというのは消費税の８％引き上げに符合

するような形で家計消費が落ち込んでるというこ

となんですよね。今後、消費税10％ということが

言われる中で、これが本当にそうした選択をする

ことがいいことなのかどうか、アベノミクスとは

言ってきましたけれども、アベノミクスに逆に効

果があるとするならば、このことが８％でも水を

差したわけですので、これが10％になったら、さ

らに水を差す懸念が私はあるし、今後の個人税収、

法人税収についても、確かに平成26年決算の中で

好調だったということを言われてるわけですけど

も、この先行きはここに書いてるとおりで、国の

施策ですのでどうなっていくかわかりませんけど、

大きくそうしたことが影響を今後及ぼしかねない

ことではないかなということが、この平成26年度

決算から見てとれるというふうに私は思ってます

けども、この辺はいかがですか。 

○税務課長 

 ちょっと今、過去からの税収のグラフを見てお

ったんですけども、平成26年度でぽんと上がった

ような形になっておりますので、それまではちょ

っと冷え込んでる状態があったのかなと思います

ので、佐藤委員のおっしゃられたとおり、ちょっ

としたことで影響するという可能性は高いのでは

ないかと、私、個人的には思っております。 

○佐藤委員 

 それでもう一点は、ここであれなのは、いろい

ろ言われてるんですけれども、国内総生産、実質

成長率というのが2014年度全体がマイナス0.9％

と。ことしに入っても４月、６月期の実質成長率

は年率でマイナス1.2％という形で落ち込んでい

るんですよね。 

 ですから、そうした意味合いで見ると、いろん

な公共投資をやってね、株価もありますけれども、

いろんな公共投資の中で下支えをしてるというの

が現状であって、抜本的な景気の上向きというと

ころにはやっぱり至ってないと。そのこととあわ

せて、今後の消費税の増嵩がさらに大きく影響を

与え、市税収についても大きな影響を与えるとい

うことを見ると、今後ともこの部分については注

視をしていく必要があるなというふうに思ってお

ります。この点はどうですか。 

○税務課長 

 私どもにつきましても、そういったところはじ

っくり経過を見ながらそういった予算の立てると

きの積算をしたりとか、そういったことについて

は十分配慮した上でやっていきたいというふうに

考えております。 

○佐藤委員 

 そういう形でね、確かにアベノミクス効果とは

言われるものの、盤石ではないし、そうした形で

の個人消費の減速、ＧＤＰの減速が現に数字とし

ては統計上もはっきりしてるということでありま

す。 

 それで、もう一つ聞きたいんですけれども、成

果報告書の24ページのところですね、地方消費税

について掲載をされております。これも前年度に

比べて大変伸びたわけですけど、その辺の経過に

ついても御説明願いたいというふうに思います。 

○財務課長 

 地方消費税の経過について説明させていただき

ます。 

 地方消費税につきましては、平成26年の３月31

日までは消費税５％でございまして、そのときは

国が４％、地方が１％、その２分の１が県に、ま

たその２分の１が市のほうに人口割と従業員数割

で案分されて納付されております。その額としま

しては、平成25年度ですと５億9,589万4,000円と

いうことでありました。 

 平成26年の４月１日から消費税率が８％となり

まして、国と地方の割合でいいますと、国が
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6.3％、地方消費税が1.7％となりました。そのふ

えた0.7％分につきましては、人口で案分して県

と市のほうにそれぞれ２分の１ずつ配分されてお

ります。 

 したがいまして、平成26年度にいただいた地方

消費税交付金につきましては、まだ１年度分全て

の額ではありませんので、今までの１％分の一般

財源分として６億109万5,000円、0.7％分ふえた

分につきまして社会保障財源分としまして１億

4,475万7,000円ということであります。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 ここの説明を読みますと、平成26年４月１日か

らの増税の影響もあり、昨年度に比べてふえたと

いう説明がありました。 

 同時に、その上の欄に、６月、９月、12月、３

月に交付をされるというふうにありますけれども、

これは純粋に平成26年度分の国の消費税収がふえ

たことによる案分ということでよろしいですか。 

○財務課長 

 そのとおりでございます。 

○佐藤委員 

 ふえた分については、国、都道府県、市町村の

案分でこうなるわけでありますけれども、確かに

地方財政上はそうした意味合いにおいて貢献をさ

れるということでありますけれども、しかしなが

ら、一方ではそれを直接負担をする国民、市民が

おるということを本当に忘れてはいけないなとい

うふうに思うんですよね。 

 さらに、平成26年、平成27年度予算では、11億

円余計上をされておるわけです。さらにこれがま

た10％に上がったということで、貴重な財源だと

いうふうに行政側は見るわけですけれども、市民

の暮らしは先ほどのグラフに示したとおり、厳し

い状態に陥ってるという、こういう関係の中にあ

るということも忘れてはいけないのではないかな

というふうに私は思うんですけども、その辺はい

かがですか。 

○財務課長 

 佐藤委員の言われるように、平成26年の個人住

民税は増加しておりますが、その内訳としまして

は、個人の給料自体は給料の賃上げということで

上がっておるとは思いますが、その分が税収とし

て反映されてきたということだと思います。 

 その分、消費税が５％から８％に上がった関係

で、個人消費が落ち込んでおるというようなこと

も同時に言えることだと思いますので、そこら辺、

給料はふえたけども個人の方については暮らしは

豊かになってないというような認識でおります。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そういう形であるわけですね。それで、こうい

う形で消費税がありますけれども、実際に消費税

が上がれば物件費等を含めて、市の工事費関係等

含めて、消費税も市としても払っていかないかん

という関係の中では、実際には５％の段階と８％

段階では、どれだけ実質的な消費税の税収が上が

ったんでしょうか。この辺はどうでしょうか。 

○財務課長 

 市全体の税収で見てみると、ということである

と思いますが、そこまでちょっと分析していない

んですけども、実際には歳出のほとんどについて

が３％上乗せということでありますので、約200

億円近い額の３％がかかってくるというふうな認

識を持ってます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そこのところですね。ですから、額的にはたく

さん入ってきたなということがありますけれども、

実質的にはどれだけ実態としてそれが歳入された

のかということなんですね。そこのところがとて

も大切じゃないかなというふうに思いますけれど

も、企画部長のほうは、その数字はつかんでるか

というふうに思うんです。 

 前もいただきましたけれど、今回は決算という

段階で具体的にこの消費税収が確定したと、地方

消費税分として確定した中で、実際には決算段階

ではどうだったのかなということですけれども。 

○企画部長 

 今、佐藤委員のおっしゃられた数字ですが、平
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成27年３月のときに委員会のほうへ資料提供をさ

せていただいております。ちょっと今、資料がそ

のものしかなくて、今、財務課長が答弁しました

ように、実際の決算においての額というものを出

しておりません。一度この３月でも資料提供して

おりますので、私どものほうも、そういった数字

はつかんでおいたほうが今後のためにもいいかと

思います。一度、精算をさせてもらいたいと思い

ます。 

○佐藤委員 

 やはりそうした点では、国民の痛みの裏返しの

消費税増収と。しかも、なおかつそれが実際に主

な事業を行う中での消費税がかかる。実際の消費

税引き上げに伴う今日の税収と５％段階のときと

比べてほんとにどうだったのかと。プラスかもし

れませんけれども、大幅なプラスという形になっ

てるのかどうかということが一番の問題ではない

かなというふうに思っているところです。ぜひそ

の辺もお知らせを願いたいなというふうに思って

いるところです。 

 次ですけれども、38ページのところです。ここ

には市債の内訳ということが、以前も聞いたよう

な気がしますけども、市債の内訳というものが通

常分と繰越明許というような形で出てますけれど

も、私、わからないで聞きますけれども、地方公

共団体金融機構だとか、市町村振興会だとか、財

政融資資金とかありますよね、あとは市中の信用

金庫等を含めた銀行があります。この辺の起債を

起こすときの基準といいますか、どんなところで

起債を起こしているのかなと。 

 例えば、臨時財政対策債がここでいくと来迎寺

小学校のところで見てみますかね、繰越明許とい

う形で。金額的には1,900万円でありますけれど

も、財政投融資でこれは固定金利１％と、平成25

年（３）というのは何なのかちょっとわかりませ

んけれども、市中銀行とそうした公的というか、

公がかかわるところというこの選択はどのような

形でやられておるのかなというふうに思うんです

けども、どうなんでしょうか。 

○財務課長 

 市債の内訳でございますが、やはり金利の動向

というのは先行きが不透明なものがありますので、

そこら辺、リスク回避をしながら、やはり５年見

直しの金利といいますと、安く低い金利で見積も

っていただけるものですから、だけど５年見直し

ばかりですと金利が先行き急に上がってくるとい

うような話になってくると財政上困るということ

で、バランス的には今回は５年見直しが全部で９

億1,830万円、10年見直しが６億2,000万円、全て

固定金利が５億5,770万円というように、おおよ

そ５年見直しと長期金利というのが半々になるよ

うな形で借り入れのほうを起こしております。 

 ただ、民間と公的機関というのは、５年見直し

は民間でしかないもんですから、５年見直しのも

のは全て民間で入札でということで行っておりま

す。 

 公的資金で借りるか民間で借りるかという選択

は、市のほうで行っております。 

○佐藤委員 

 これは今までもそうした形での５年見直し、10

年見直しということと固定金利と半々という形で

すかね、今言ったのは。例えば、５年見直しが

9.1億円、10年見直しというのも先ほど言いまし

たよね、６億2,000万円。それから、固定金利が

５億2,000万円と。10年見直しというものもある

んですか。これはここには10年見直しというのが

ないようですけれども、これは財政投融資では10

年見直しというものがあるのかな。市中に比べて

当初は0.4％ということで、ほかよりも高いです

けれども、10年間は固定だよと。しかし、その後

も見直した時点で金利の変動を反映させて、高く

なる場合もあるし、安くなる場合もあるという、

こういうことでしょうか。 

○財務課長 

 そのとおりでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、そうした形で金融商品を市中であ

ったら買うわけですよね、市が。結局の話が買う

ということですので、リスクが生まれて高い金利

にならないようにということと同時に、利払いが、
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よくわからんけれども、平均的にでこぼこのない

ように払っていきたいという意図がこういう形で

の借り入れをするということでしょうかね、これ

は。 

○財務課長 

 市債の返済につきましては、やはり今後の金利

の動向と、また、返済額についても勘案して借り

入れのほうの年数ですとかを決めております。 

○佐藤委員 

 それで、繰上償還ということはあるわけですけ

ども、この繰上償還って私、余りよくわからない

ですけど、金利が安くなったということで高い金

利から安い金利に借りかえるということですけど

も、全てがそれができるのか、条件が一定条件の

中でその条件に合致したときにそれが可能なのか、

その辺はどういう関係になってるでしょうか。 

○財務課長 

 繰上償還につきましては、基本的に財政融資で

すとか、国の資金につきましては繰上償還不可能

ではないんですけども、保証金というのが出る形

になっております。 

 保証金というのは、繰上償還時に、その後残っ

ておる、例えば10年残っておりましたら、その10

年分のほとんどの金利を一括で払わないけないと

いうような大変重い保証金になっております。 

 今回、補正予算のほうで繰上償還させていただ

いたのは、民間の資金と市町村振興協会で借りて

おる部分でございまして、その民間の金融機関で

すとか市町村振興協会のほうにつきましては、保

証金がないといいますか、借りるときに保証金な

しでお願いしたいということをお願いして借りて

おりますので、契約で結んで借りておりますので、

保証金がない形でありまして、今回、繰上償還さ

せていただいた分というのは1.4％から1.7％の金

利の部分を繰上償還させていただきましたが、今

現在、５年見直しで借りますと0.179％ですとか

そのような金利で借りれますので、今回、繰越金

も出たということで判断して返させていただいた

ということです。 

○佐藤委員 

 財政投融資という市中の銀行でも一緒ですけれ

ども、貸して資金運用の中で利息元利、それが戻

ってくる分をどのように運用するかということを

モザイクのように計画をされてると。 

 そういう中で、補助金もなくて勝手にどんどん

やられては、こちらの資金計画に支障を生じると、

そういう意味合いにおいて保証金があるんだろう

というふうに私は理解をするところですけれども、

例えば、５年見直しという形で市中の銀行だと。

５年見直しなので、その期日が来なければ、それ

までは繰上償還と。それ以前とか何か条件はどう

いうふうになってるんですか。資金に余裕ができ

たからこのものについて繰上償還しますよという

ようなものではないというふうに思うんですけど

も、その辺はどうですか。 

○財務課長 

 繰上償還できる要件といいますか、民間の資金

で要件というのは、いつの時点でもできるように

はなっておるんですけども、ただ、市のほうでも、

暗にお金があるから繰上償還するというのではな

く、今後の見込みですとか、ある一定のルールを

決めながら繰上償還するものも決めていかなきゃ

いけないというふうに思っております。 

○佐藤委員 

 今回は繰越金が余分に出たような話もあって、

その部分についてそれを財源にして一定どもは繰

上償還しようというようなことを言われましたけ

れども、一定のルールということがあって、私ら

素人が考えると、お金があって、もちろんほかの

ところにも充当する財源を抜いた上でお金があっ

たら返していくことがいいんじゃないかなと素人

ながらに思うんですけども、その辺は行政を預か

る者として、一定のルールということが言われま

したけども、その辺はどのようなルールに基づい

てやってるのかなと。 

○財務課長 

 今回につきましては、何を一番重要視したかと

いいますと、今年度末の財政調整基金の残高を勘

案いたしました。昨年度末につきましては23億円

程度ありましたが、今年度末の見込み、やはり23
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億円程度必要だろうということで、23億円あるか

ないかということを見込みまして繰上償還するこ

とで提案させていただいたということであります。 

○佐藤委員 

 ということは、繰上償還をしても23億円は確保

できるということですかね。それをこの23億円オ

ーバーする分について繰上償還したと、こういう

ことでしょうか。 

○財務課長 

 今現在では、そういうことでございます。 

○佐藤委員 

 よくわかりました。 

 それでもう一点、お聞きをしたいなというふう

に思うところですけれども、庁舎管理についてで

ありますけれども、庁舎管理については、庁舎に

限らずですけども、あります。それで、平成27年

度については皆さんの創意工夫の中で、防犯灯の

ＬＥＤ化と、これを委託してもその後の維持経費、

電気料を含めて大幅な削減が見込めるということ

で予算化をされました。 

 同時に、この知立市においては、私どもも提案

させてもらいましたけれども、ＥＳＰですね、民

間の安い電力の購入と、エネルギープロバイダー

というものもありましたけれども、このエネルギ

ープロバイダーの関係で、44ページのほうであり

ますけれども、ここの中身について御説明を願い

たいなというふうに思いますけど。 

○財務課長 

 44ページの知立市ＥＳＰ業務手数料のところで

の説明をさせていただきます。 

 電力購入業者としてＰＰＳを採用したことによ

りましてこの手数料が発生しております。知立市

におきましては、今現在、22施設のほうをこのよ

うな電気の購入先とさせていただいておりまして、

中部電力で購入した場合と比較としまして、平成

26年度では主要成果報告書にありますように、

877万9,571円の削減ができたというふうに思って

おります。 

○田中委員長 

  ここで10分間休憩します。 

休憩 午後２時56分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時06分 

○田中委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○財務課長 

 先ほど佐藤委員のほうから御質問がありました

消費税が上がったことに伴う市の影響ということ

でありますが、今計算いたしまして、当初予算時

の計算でありますと、普通交付税の分は除きまし

て地方消費税交付金が５億4,500万円ぐらいプラ

スであるだろうと。歳出のほうとしましては、普

通建設事業や物件費に係る事業費が３％上乗せに

なるということで２億2,200万円ぐらい増額にな

るだろうということで、差し引きしまして３億

2,300万円ほど市にとってプラスになるだろうと

いうような試算でございました。 

 しかしながら、平成26年度の決算ベースで試算

しますと、歳出につきましては１億9,100万円ほ

どが消費税増額によってプラスになっておると。

歳入のほうにつきましては、先ほどの地方消費税

交付金の社会保障分でありますが、１億4,475万

7,000円ということで、市にとってマイナス4,624

万3,000円ということになりました。 

 しかしながら、平成26年度におきましては、消

費税の上がった時期が平成26年の４月１日という

ことで、消費税交付金の計算上におきまして、１

年分の30％程度が入ってきたということになりま

すので、今年度につきましては５億円程度の消費

税交付金、地方消費税交付金のプラス分を見込ん

でおりますので、平成27年度につきましてはプラ

スになると思いますが、平成26年度につきまして

はマイナス4,624万3,000円ということになりまし

た。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 それで、この成果報告書を見ると、知立市のＥ

ＳＰと、業務委託と、ここのところの内容につい

てはエネルギー経費削減についての助言、指導と

いうことがなってるわけですけれども、実際には
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どの部分にかかわってこれは助言、指導があるの

か。この電力購入業者のＰＰＳからは買うという

に当たって、その選定やそういうことでもっての

助言、指導なのか、知立市のエネルギー経費全般

についての助言、指導なのか、その辺はどのよう

な中身でしょうか。 

○財務課長 

 具体的に申しますと、知立市の施設のうち、20

施設が株式会社エネットというところで電力のほ

うを購入しております。 

 エネットから購入する場合には、プロバイダー

業者でありますエネリンクを通して購入しなけれ

ばならないということになっておりまして、この

分の手数料でございます。 

 ただ、２施設につきましては、日本ロジテック

協同組合というところから購入しておりまして、

ロジテックから買う場合には手数料はございませ

ん。なので、購入業者によりけりで、中間業者を

通さなければいけないところと通さなくてもいい

ところとあるということでございますが、その買

う時々によってプロポーザルによりどこが市にと

って一番得かを計算して購入先を決めておるとい

うことでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、私、これ読んだだけではどういう

中身かわからなかったので聞いたわけですけども、

手数料を払っても、なおかつ有利だという場合に

そうした委託をすると、そうじゃなければ委託は

しないと、こういう関係になるんでしょうか。 

 この日本ロジテック協同組合、どういうふうか

わかりませんけれども、そうしたところがほかに

もあって、手数料なしでもちゃんとアドバイスを

してちゃんとそういうところの電気購入が有利な

ものを紹介をし、契約に至るというようなことが

できるときにはそういうことなんだろうというふ

うに思いますけど、もうちょっとこの辺、立ち入

ってお知らせください。 

○財務課長 

 今、知立市が把握している大手でありますが、

電気供給業者としましてはエネット、日本ロジテ

ック協同組合、丸紅といったようなところがあり

ますが、そのうち、エネットだけはエネリンクを

仲介業者として入れなければいけないことになっ

ておりまして、あと、日本ロジテックや丸紅は仲

介業者を入れなくてもいいということになってお

りますが、総合的に知立市が電力料が安くなるか

どうかを勘案して購入先については決めておりま

す。 

○佐藤委員 

 それで、ここには21と書いてますけど、先ほど

の答弁では22というふうにありますけどね、この

安い電力を購入し、エネルギーの使用料を削減し

ていくということですけども、現状ではこれが目

いっぱいで、その他の公共施設にはまだ可能なと

ころがあるのかどうかちょっと私、わかりません

けども、その辺はどういう状態でしょうか。 

○財務課長 

 今言われました主要成果報告書で21施設と書い

てあると言われましたけども、知立市福祉体育館

ほか21施設でございますので、合計で22施設とい

うことであります。 

 また、今現在こういった特定規模電気事業者か

ら購入できるのは高圧電力に限られておりまして、

今のところ知立市で考えられるのは22施設が全て

でございます。 

 しかしながら、来年の４月からは低圧も可能に

なるということで、そこら辺のことは今後の課題

として考えていきたいというふうに今のところ考

えております。 

○佐藤委員 

 そうすると、この22施設が高圧電力のものを購

入と、それに対応する変電器があるということで

すかね、ようわかりませんけれども。 

 しかし、来年からは低圧も可能だということで

すが、もう来年に向けて検討は多分されてるんだ

ろうと思いますけれども、この辺はどうした方向

でいかれるんですか。検討してるという中身です

けど、どんな施設がそこでは可能なんでしょうか。 

○財務課長 

 今から検討していくところでございますので、
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また検討して、知立市に得になるような形であれ

ば、ぜひ導入していきたいというふうに思ってお

ります。 

○佐藤委員 

 そうした点で、可能性と同時に削減が可能であ

れば、ぜひ導入を進めてほしいなというふうに思

うところです。 

 それと同時に、こうした形でここに施設管理費

という形でいろいろ出てるわけですけども、その

中でも大きいのが電気料金、ガスも大きいですけ

ども、電気料金はやっぱり大きいなという感じが

するんですよね。 

 そうした意味合いで、先ほどちょっと質問が中

断しましたけれども、知立市は今年度から防犯灯

のＬＥＤ化ということを着手をすると。全てＬＥ

Ｄ化をすると。その削減効果が平成29年度以降

745万円というようなことも当初予算の段階で示

されておりますけれども、防犯灯という分野がそ

ういうことでありますけども、例えば、公共施設

も順次そういうことをやられておるのか、そうし

た点での可能性やそういうことの検討はされてい

るのか、一般質問でどなたかもそうした質問をや

られたかというふうに私は思いますけれども、公

共施設そのものを１つはＥＰＳなどを使って電気

料金を安く調達をすると同時に、省エネでもって

さらに削減をするということと、さらには直接的

で自分たちが使うということじゃないですけども、

屋根貸しという手法の中で、そうした財産貸付収

入を得ていくというようなことも、もう既に検討

されてるというふうに私は思いますけれども、や

っぱりそこのところは皆さんが新たな財源確保と

いうことで、ふるさと納税に知恵を絞ったりされ

て御努力をされてるわけですので、そうした分野

についてはどのような形を検討し、今後どうして

いくのか、その辺はどうでしょうか。 

○財務課長 

 公共施設のＬＥＤ化ということでありますが、

この庁舎につきましては、いろいろ検討した結果、

この形が一番安上がりといいますか、安価にでき

るということでＬＥＤ化でなくこういう形になっ

ておるかと思いますが、各施設につきましては、

全部が全部ちょっと把握しておりませんので、そ

こら辺を安くできる、経費が安く済む方策があれ

ばそのように考えていきたいというふうに思いま

す。 

○佐藤委員 

 素人考えで物を言ってるものであれですけど、

例えば、ここの施設について検討されたと。しか

しながら、今のあり方、やりようで今の方法が一

番ベターだという点はどういうところでそういう

ふうになってるんですか。 

○総務部長 

 ここの施設とおっしゃいましたので庁舎という

格好で捉えますと、庁舎については、以前も一般

質問等で何度か取り上げられました。その中で、

私どもも検討をしました。通常の蛍光灯をですね、

Ｈｆインバーターの蛍光灯、もしくはＬＥＤに取

りかえた場合というふうで想定して試算をしたん

ですが、機器の取りかえ費と電気代の差額、これ

を埋めなければいけない。当初の機器をかえる際

には、当然設備投資ということ、かなり要ります。

それを電気料で賄おうと思いますと、少なくとも

15年程度、この程度の期間がないと、その電気料

金で埋めることができないということから、一気

に変えるんではなく、今やってるのは、器具の劣

化が進んだものについて、その都度、Ｈｆタイプ

のインバーター蛍光灯にかえていくという形で今、

順次、年間数十台程度ですけれども更新を順番に

しておるというのが庁舎に関しては現実的なとこ

ろでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、基本的に庁舎はそのような形で投

資した資金を電気料金で回収するのに相当長期に

わたってかかるということと同時に、ＬＥＤその

ものもいろいろありますけれども、長寿命だと言

われておりながら、不ぐあいが出たとかそういう

ことも聞くわけで、安定性がまだまだ不十分なと

ころもあるのかなという感じもしますけれど、そ

うして考えますと、他の市内の公共施設という点

でも同様な内容かなということも思うんですけれ
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ども、そうした点で、庁舎の検討にとどまってる

んだけど、ほかについては庁舎がそうであればほ

かもそうだろうということになるのかなという気

もしますけれども、その辺の検討はどうされます

か。 

○財務課長 

 庁舎について、そういった話を聞きましたので、

他の施設も同じようなことかなというようなこと

は思っておりますが、確かに確認したわけではあ

りませんので、今後につきましては、確認もしつ

つ一番経費が削減できる方法で考えていきたいと

いうふうに思っております。 

○佐藤委員 

 そういうことですけれども、もう一方では、本

会議でもちょっと取り上げさせていただきました

けども、屋根貸しということでね、ＣＯ２削減と

あわせながら、一方で財産貸付収入と、10施設で

七十数万円ということでありますけども、そうし

た点で、今後そうした可能性のある公共施設、調

査はされてるかなというふうに思いますけれども、

その辺はいかがでしょうか。 

○財務課長 

 屋根貸しに関しましては、昨年度から順次設置

しておりますが、昨年度は御披歴がありましたよ

うに七十数万円ということで、平成27年度につき

ましては126万1,000円程度を見込んでおります。 

 いろいろ屋根の形状等もありますので、つけれ

る施設、つけれない施設を公共施設全てといいま

すか、300平方メートル以上の屋根がある施設を

検討いたしまして、今10施設についておるわけで

すが、10施設と決めさせていただきました。これ

以上は今のところは屋根の形状、また東小学校な

どですと知立東小学校と屋根の上に書いてあるも

のですから、そういった屋根の上に書いてある施

設はちょっとやめさせてもらったりだとかしてお

りますので、今はこれ以上はないという認識でお

ります。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 それで、先ほど市税収入のところで聞くのを忘

れたものですから、先ほどの消費税増税の影響と

いう形で、平成26年度については4,600万円余が

トータルすると減と。平成27年度は５億円程度、

増になるんではないかと、こういうことをわかり

ました。 

 それで、いただいた法人市民税の納税義務者調

べという形でこの資料をいただきましたので、ち

ょっとこれについて御説明を、先ほどの議論の中

で法人についても増収というか、法人割がふえて

るというようなこともありましたので、この辺に

ついて御説明を願えたらなというふうに思います。 

○税務課長 

 こちら今回資料としてお渡ししましたものにつ

いては、平成26年度の決算ベースのものでござい

ますが、一番下が均等割のみの法人ということで

載ってまして、それより上が２号から９号までと

いうことで、それぞれ範囲としまして資本金等の

区分と、それに応じた従業員の数で区分された区

分ごとの対象法人数と均等割額と法人税割額とい

うことになっておりまして、こういった一覧にな

っています。 

 ちょっと前年度との比較というのがこれだけで

すとわからないんですが、おおむねどこの段階で

も数字のほうはふえておる形になっておりまして、

大きく増収になっておるということで、特に富士

機械のほうが大きく増収になっておりましてふえ

ておるという形になります。 

 ちょっとこちらの資料だけですとわかりません

ので、ちょっと私が今、説明をさせていただきま

きますが、富士機械については一番上の９号法人

のほうに入っておる形になっておりまして、平成

25年度と比べますと、対象法人数でいきますと平

成25年度は４件だったのが７件にふえてるという

形で、金額のほうもかなりふえてるという形です

ね。 

 あと、それぞれその下のところも相応にふえて

おりまして、８号についても１社ふえておりまし

て、７号については同数ということですね。あと、

６号法人につきましては３社ふえておりまして、

あと、５号法人については46社から50社という形
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で、こちらのほうについても、かなり数がふえて

おります。失礼しました。64社ということで、か

なり数がふえております。あとのところについて

も若干ふえておるという形になっておりまして、

おおむね前年に比べるとふえておるという形にな

ります。 

 先ほどちょっと述べさせていただいたんですが、

平成26年度につきましては法人市民税が税収とし

て７億6,284万4,000円ということで、それだけの

税収がありまして、平成25年度については５億

5,988万3,000円ということですので、２億円程度

の増収になっておるということで、そういった形

の結果があらわれております。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 先ほどの説明もありましたけども、全体として

法人割を納めるところもふえてると。企業数もふ

えたということで、特に資本金が大きいようなと

ころ、均等割額の大きいようなところを含めて事

業所数も平成26年度は全体で1,389ですけども、

平成25年度と比べて、これはどういう形になりま

すか。 

○税務課長 

 これは1,375が平成25年度でございまして、平

成26年が1,389ということでふえておるという形

になっております。 

○佐藤委員 

 全体として法人市民税が伸びたと。この内訳が

こういうことで、特に１号法人についても前年度

に比べて法人割を納めるところが額はともかくと

して、ふえてるのかなというふうに思いますけど

も、とりわけ１号法人ということになりますと、

ほんとに地元の小規模の事業者等を含めたところ

だというふうに思いますけれども、ここについて

のちょっと御説明もお願いできたらなというふう

に思います。 

○税務課長 

 こちらのほうにつきましては、均等割のみを納

めとる企業ということになりまして、法人割のほ

うが出てないという形になるものですから、収益

のほうはこちらにありますように、資本金につい

てはそれだけ少ない会社ということになりますの

で、不安定な業績にあるところが多いのかなとい

うふうには思いますのでというところでございま

す。 

○佐藤委員 

 ただ、１号法人については、確かに法人割を納

めるところがふえましたけれども、それでも全体

から見れば、この１号法人の中で納めれるのは３

割そこそこという事業所だという感じです。これ

はわかりました。 

 次またお願いします。 

 もう一つお聞きしたいんですけれども、職員の

健康の問題をお聞きしたいですけれども、この間、

職員の方がお亡くなりになるというケースが昨年

度、今年度にかけて続出したような形になってま

すけれども、その辺の実態などについてどういう

ふうかなというふうに思うんです、健康管理の問

題で。 

○総務課長 

 職員の健康管理につきまして、昨年３名の現役

職員が命を落とすという状況がございました。非

常に私どもも心を痛めておるところでございます。 

 もともと職員の健康管理については、人間ドッ

クを初め、定期的な健康診断、これを実施してお

りまして、異常が発見された際には再検査の受診

も促しておるところでございます。 

 またあわせまして、産業医にも健康診断の結果

を見ていただきまして、指導が必要な職員につい

ては個別に指導も行っておる、そういった状況で

ございます。 

○佐藤委員 

 やるべきことはやってるというふうに思います

けれども、ただ、そうした点では、がんを発症さ

れて、見つかったときは、もう手おくれだという

ようなケースもこの中にはあるわけで、そうした

ときに職場環境の中で、もちろん本人が自発的に

自分の体を大切にするということは当然のことだ

けれども、周りとの関係の中で、そうした事態に

もっと早く気づいてやるというか、健診でそれは
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ひっかかったはずだと思うんですよ、私はね。ひ

っかかったけれども、その後の対応がどうだった

のかということもあったかなというふうに思うん

です。そういう点では、もっとしっかりと、そう

したことにならないように早目の職員に対する対

応というか、こういうことも必要なことではない

かなというふうに私は感じましたけれども、その

辺はいかがでしょうか。 

○総務課長 

 先ほど申し上げました健康診断並びに異常を発

見した際の指導ということにあわせまして、定期

的な健康相談といったことも実施しておりまして、

職員自身で異常を感じて相談できるような体制づ

くりというのは整っておるというふうに思ってお

ります。 

 残念なことに、なかなか発見しづらい部位のが

んであったということも聞いておりますので、定

期的な診断の中で発見したときには、ほかへの転

移というようなこともあったようでございますの

で、今後はそういったことがなるべくないように

職員にも健康に留意するような注意喚起、促して

いきたいと思っております。 

○佐藤委員 

 内容はどういうふうか、市はちゃんと定期検診

もやられて、それなりの対応はとっておるわけで

すけども、一挙に同じ年に３名もそうした形で出

てしまうということになりますと、ほんとにそう

した体制を含めてどうなのかという疑問も当然湧

いてくるわけですので、ぜひそうした点では、定

期検診等を含めて、よりきめ細かな対応、フォロ

ーを職員間での気遣いも必要かなと、こんなこと

もことも感じるところですので、よろしくお願い

したいなというふうに思います。 

 それで、49ページのところですけれど、電算管

理費ということと、50ページ、基幹系システム処

理という形、委託料とかいろいろありますけれど

も、ここの部分はマイナンバー制度にかかわる部

分というのは、どの部分がマイナンバー制度にか

かわるのかなというふうに思いますけども、どう

ですか。 

○企画政策課長 

 マイナンバー制度にかかわる部分ということで

ございますけども、まず、マイナンバーのデータ

自体は基幹系に全部データが入っておりますので、

これはマイナンバーにかかわらず基幹系の保守だ

とか借り上げ料、こういったものは使いますけど

も、マイナンバーにかかわらずかかる費用という

ことになります。 

 直接の今こちらの資料でいきますと、50ページ

の委託料の中の下から２番目にあります社会保障

税番号制度対応システム整備委託1,512万円、こ

ちらが直接、マイナンバー制度にかかわるシステ

ムの開発委託の費用ということになります。 

 それからあと、50ページの一番下の部分にあり

ます中間サーバー負担金98万1,000円、これがマ

イナンバー制度にかかわる費用の平成26年の費用

に該当するものでございます。 

○佐藤委員 

 まず、マイナンバー制度ですね、これずっとや

ってこられたわけですけれども、平成26年段階で

マイナンバーにかかわる事業費は総額で幾らかか

ったのかなというふうに思いますけど、この辺は

どうですか。 

○企画政策課長 

 平成26年度につきましては、ただいま先ほど申

しましたシステム整備委託料としまして1,512万

円、中間サーバーの負担金98万1,000円というこ

とになります。 

○佐藤委員 

 今までの累計で。 

○企画政策課長 

 マイナンバー制度のシステム改修につきまして

は、平成26年度から行っておるんですけども、現

実、各住基システム、地方税システム等々いろい

ろありますけども、契約自体はしておるんですけ

ども、繰り越しを行っておりますので、平成26年

に契約したものも平成27年度に総額5,845万3,000

円のうち、4,333万3,000円部分につきましては、

平成26年度から平成27年度に繰り越しをさせてい

ただいているものになりますので、差し引きした
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ものがシステム改修部分の平成26年度分という考

えになります。 

○佐藤委員 

 それで、このマイナンバー制度についてさまざ

まな危険性がこの間、指摘をされてきました。と

りわけ年金の情報の流出ということが大変深刻な

事態を招いたなというふうに私は思ってますけれ

ども、幸い、年金の番号については付番のない状

況の中で、幸いと言ってはいけませんけど、付番

のないような状態で出たわけで、しかし、これか

らはこうした住基ネットで一人一人に個人番号が

付番をされて、情報が流出したら、これは大変な

話でありますけれども、そのときに国のほうから、

ああした年金機構の情報流出というのは政府の監

視システムの中で明らかになったというようなこ

とを言われておるんですけれども、国のほうから

地方公共団体に情報セキュリティーポリシーに関

するガイドラインというものが３月に改定して、

各自治体がみずからが情報セキュリティーポリシ

ーを策定するために、この指針として作成された

というようなことがありますけれども、その辺は

国のほうからは基幹系システム、情報系システム

を運用していくに当たって、どのような指針、指

導が示されておるのかなというふうに思いますけ

ども、その辺はどうでしょうか。 

○企画政策課長 

 今回の年金の流出につきまして、当市の場合も

基幹系、情報系という形で区分はされてるんです

けども、基幹系自体に大事な情報が入っておりま

す。情報系のほうが、結局やりとりをするインタ

ーネット環境のあるものが情報系ということにな

ります。 

 今回の年金問題の場合には、本来その情報を持

ってる基幹系の部分から情報系にそのデータを本

来は移してはいけないものを移して作業をしてい

たと。なおかつ、暗証番号等もかけてなかったと

いうことに伴いまして、その情報系自体にアクセ

スをされて情報が流れたということになっており

ます。 

 当市も基幹系、情報系分かれております。それ

から、国の年金機構もたまたまそういう分かれて

おったんですけども、自治体によっては、そうい

ったシステムになってないところがあるというこ

とで、国のほうからは各自治体に対して、どうい

った情報の持ち方をしているのかということの問

い合わせもありました。その区分がされてないと

ころについては、それを当市のように基幹系、情

報系に分けるようにしなさいということの指導等

も行われております。 

 当市におきましては、もともとポリシー持って

おりますので、その中身でセキュリティーのこと

についてはうたっておりますので、国から特別言

われる前に、もともと知立市としてはそういった

ものを持っているという状況になります。 

○佐藤委員 

 そうした意味合いでは、その総点検を国のほう

はそうじゃない地方自治体もあるということの中

で、そうしたものを示して、さらに対応について

も人への対応を電磁記録媒体に対する対策、ネッ

トワークに対する対策というような形で示された

と。しかし、全国的にはまだまだ知立市のような

形になってないところも多いという現状の中で、

年金情報の流出を機にして国のほうがそういう点

検をやったというふうに私は思ってるところです。 

 システムの話になれば、私どもは極めて素人で、

そうなのかなということしか言えないわけですよ。

ただ、このシステムが、いくら万全なシステムを

構築しても100％情報の漏えいを防ぐ安全なシス

テムの構築は不可能だという前提に立たないとい

けないんじゃないかなというふうに思いますけど、

この辺はどうですかね。 

○企画政策課長 

 漏えい等々に関する国のほうの今回のこのマイ

ナンバー制度に対しての対策としましては、制度

面とシステム面で国のほうは対策を講じていると

いうふうに言われておりまして、制度面でいきま

すと、まず、マイナンバーにつきましては法律で

定められている場合を除き、その利用ができない

ということをされております。 

 それからまた、特定個人情報保護委員会という
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第三者機関が監視、監督を行うということで、こ

ういった委員会を設けておるということになりま

す。 

 また、法律に違反した場合には、大変重たい罰

則を設けているということで、制度面ではそうい

った措置を国のほうはとってるようでございます。 

 システム面でいきますと、情報に関しては今の

状態と何も変わらず、それぞれの自治体、年金で

あれば年金、市であれば市のほうが一元管理をす

るんではなくて、それぞれの情報の持ってるとこ

ろが分散して管理しとるということでございます。 

 それからあと、実際にその連携をするときには

マイナンバー12桁を利用してその情報のやりとり

をするんではなくて、システムに、当市がやる場

合には通信の場合には暗号化のもので行うという

ことと、あと、実際にこのマイナンバーで業務を

する、実際にアクセスする人を制限をするように

という形でシステム面に関してはそういった措置

がとられております。 

 したがいまして、どこかで全体の情報を管理し

ているということになりますと、そこにもし漏え

いがあると全ての情報が流れてしまうんですけど

も、先ほど言いましたように、それぞれが今まで

どおり管理しているところが情報を得てますので、

１つのところで漏えいしたからといって、全体そ

の人のいろんな情報が一遍に流れるということは

考えにくいような状態になっております。 

○佐藤委員 

 システム上はそのような形でやられると。私自

身は素人で、そういうことが十分わからないんで

すけども、ただ、一方では、万全のシステムはな

いということも言われてますし、それと同時に、

社会の中には意図的に情報を盗み、売る人間もい

ます。それから、一度漏れた情報は流通売買され

て取り返しがつかないと、こういうことになるわ

けですよね。小出しであってもそうした情報を小

まめに集積をし、データベースをつくれば利用価

値が上がるというような形の全体としての危険性

やそういうものは全てなくなるわけではないとい

うふうに私は思っているところです。 

 それと同時に、犯罪捜査等にかかわって情報が

そうした機関からアクセスをされてもその痕跡が

残らないし、何を見られたのかもわからないとい

うようなことも指摘をされてるんですよね。その

とおりです。ある意味でいけば、中日新聞はこう

いう形でマイナンバーについて行政側にとって便

利になる、市民にとっても一部便利になるという

ことは限定的にあったにしても、世界的に見ると、

このシステムは世界の流れに逆行してるというこ

とも指摘をしてるわけです。 

 一方で、さっき言ったような犯罪捜査の名目が

立てば、どんどん私たちが知らないときにそれを

盗み見られてしまうと。それはポータルサイトに

は出てきますか、そういう犯罪捜査の関係で引き

出されたような情報は、出てこないというふうに

私は理解してますけども。 

 そういうことを見ると、ここの記事を見ますと、

日弁連の坂本団という人ですかね、情報問題の対

策委員長は、こうした点では、一方では国のほう

は特定秘密保護法で秘密を囲い込みながら、一方

ではこうしたシステムを通じて国民の個人情報の

何でもかんでも引き出すことが可能になってしま

うような危惧がされているという点では、確かに

国の法律が変わって、そうしたことが行政上の手

続でしていくわけだけども、そうした警戒感は利

用されて扱う皆さんも、ぜひとも心しておいても

らいたいなというふうに私、思うんです。 

 国のやることだからね、これはやらないかんに

しても、そうした危険性を各方面から指摘されて

るような問題も含めて、やっぱり対応してほしい

なというふうに私は思ってるところですけども、

この辺は、企画部長、どうですかね。 

○企画部長 

 本当に佐藤委員のおっしゃるように、どんなに

セキュリティーを使い、情報が漏れないようなこ

とを一生懸命頑張ってやったとしても、もうすぐ

にハッキングというんですか、今もうそんな時代

です。 

 ただ、当市においては、国の指示により万全を

期してという準備はしております。あとは、私た
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ち職員のほうが、そういった重要さをしっかりと

自覚し、このマイナンバー制の利用についても、

今後も担当部署といいますか、全職員にもしっか

り周知し、しっかりと進めていきたいというふう

に思っております。 

 どうぞ一度、職員のほうをよく信用していただ

いて、今後の行方を見守っておいていただきたい

なというふうに思います。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そういうことじゃないかなというふうに思って

おります。 

 それで、もう一つお聞かせ願いたいと思います

けれども、資料の税の徴収に関してあるわけです

けども、55ページのところの休日窓口相談及び実

績と、この辺について御説明願いたいなというふ

うに思います。 

○税務課長 

 今２つの御説明の御要望がございましたので、

まず、委員会の資料としてお出ししました差し押

さえの一覧のほうについての説明をさせていただ

きます。 

 ３年度分ですね、平成24年、平成25年、平成26

年度ということで、それぞれ差し押さえ件数と滞

納金額、これは滞納金額というのは差し押さえに

関する滞納の金額ということになります。換価金

額というのは差し押さえをした結果によって、市

のほうに歳入として入ってきた金額がこちらの換

価金額になるものでございます。 

 その結果の３行目の平成26年度のところの内訳

として、この下のほうの欄に細かく示してあるわ

けでございますが、預金から定期預金、それから

生命保険、所得税の還付金のほうですね、それか

ら給与、動産、不動産といった形で分けて書いて

ございます。件数的には預金の差し押さえが多く

て、金額的にも多いわけなんですが、傾向としま

しては、最近給与の差し押さえをさせていただく

ように方針的には転換をしておりまして、件数的

にはまだまだ預金の差し押さえには及ばないんで

すが、金額的にはかなりの金額を給与差し押さえ

によって得るようにしておりますので、給与差し

押さえの手法を使いますと、最低限の個人の部分

は守られるものですから、そういった意味で生活

をなるべく脅かさないような形にして差し押さえ

を進めるということで、現在進めておるような形

になっております。 

 続いて、55ページのほうの休日納税相談窓口の

ほうの説明をさせていただきます。 

 こちらのように現年と過年でそれぞれ税目ごと

に分けて件数と金額のほうが載せてございます。

おおむね分割納付の御相談におみえになる方が多

いものですから、月に１回、第４日曜日に午前中

のみになりますけども、そういった分納の相談を

中心にお受けしておるというような形ですね。特

にその場で御納付いただけるということであれば、

御納付いただいた金額がこちらの載っておるよう

な金額になるということでございます。 

 その下のほうで、相談ということで電話による

相談も当日受ける場合もございまして、来庁者に

つきましては、ここにありますように170件あっ

たというような形で、トータルで187件の御相談

が平成26年度についてはあったということで掲載

をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 それで、もう一つお聞きしたいんですけれども、

こうした形で、これは差し押さえという形ですけ

ども、滞納件数そのものはどんな推移になってる

のかなというふうに思いますけれども。 

○税務課長 

 ちょっと今ここの場で数字を持ってきてないも

のですから、それについては後に出したいと思い

ます。 

 今この場に滞納の件数のほうについては、ちょ

っと数字が持ってございませんで、申しわけござ

いませんです。 

○田中委員長 

  ここで10分間休憩します。 

休憩 午後３時54分 

――――――――――――――――――――――― 
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再開 午後４時02分 

○田中委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○税務課長 

 先ほど佐藤委員のほうから御指摘のありました

滞納のほうに関することでございますけども、住

民税の特別徴収につきましては、普徴と特徴と合

わせまして3,970件、国民健康保険税につきまし

ては3,360件、法人市民税につきましては55件、

固定資産税につきましては565件、軽自動車税に

つきましては944件で、全部で8,894件で、これは

延べ計になるかと思います。 

 件数については、以上でございます。 

○佐藤委員 

 ここに経年で見ると、額はともかくとして、件

数的にはどのような推移があるのかなということ

なんですよ。やっぱりリーマンショック以降、一

挙に滞納の件数がふえたときもあったかなという

ふうに思いますけれども、今、税収が個人市民税

が増収だとかいろいろ言われてる中で、こうした

人たちの動向はどういう状況かなということなん

ですけど、この辺はどのような認識をお持ちです

か。 

○税務課長 

 ちょっとこちらのほうの徴収の実績の一覧で見

ますと滞納の今、件数で説明させていただいたん

ですけども、滞納の金額でいきますと、平成25年

度が調停の金額で２億8,600万円になってます。

平成26年度が調停の滞納繰り越し分で３億2,600

万円で、金額的には滞納の額がふえておりますの

で、それから類推しますと件数のほうも若干ふえ

ておるのかなというふうで考えております。 

○佐藤委員 

 皆さんが努力をされておられるわけですけども、

ここの資料のところの差し押さえ件数というのが

ありますけれども、この中で、滞納整理機構のほ

うで扱ったのは、それぞれどういう内容になるん

でしょうか、件数的にも金額的にも。 

○税務課長 

 ちょっと知立市分だけという形での数字は報告

を受けておりませんので、拾い上げないとわから

ない状態ではあるんですけども、滞納整理機構全

体のということであれば数字は拾ってありますの

で、そちらでよろしければということになります

が、よろしいですか。 

○佐藤委員 

 とりあえず。 

○税務課長 

 預金が滞納整理機構のほうで30件で、換価した

額が537万8,313円、生命保険が21件、461万3,735

円、給与差し押さえが32件で819万9,909円、不動

産については10件差し押さえて、換価については

ゼロということですね。あと動産について自動車

について２件で43万7,356円、それ以外のその他

のものについては10件ございまして、622万8,701

円ということで合計2,485万8,014円というのが滞

納整理機構全体で差し押さえた平成26年の結果で

ございます。 

○佐藤委員 

 滞納整理機構はそれぞれの年度で違いますけれ

ども、知立市からは平成24年、平成25年、平成26

年どのぐらい送っておられるんですか、それぞれ

の年度。 

○税務課長 

 これ、各市参加市、皆同じなんですけども、知

立市から110件の案件を送っておりまして、平成

26年度分については実施分が90件、あと、ほかの

市の分を10件処理して100件で、あとは県の職員

が２名おりまして、そこで10件分を割り振って担

当するということになっておりまして、トータル

で110件、案件として出してるという形になりま

す。 

○佐藤委員 

 ちょっと今の説明だけではわからないんですけ

ど、私が聞きたいのは、具体的には先ほど知立市

分だけじゃなくて預金、生命保険とか言われたん

ですけれども、差し押さえた件数が滞納整理機構

で幾らあってね、できたら知立市で幾らあって、

滞納金額は幾らで、換価した金額は幾らかという

ことを知りたいわけですよ。 
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 というのは、本会議質疑の中で言われたことは、

こういうふうに言われたんですよね。技術レベル

を低下させないために今後とも滞納整理機構は必

要だと、有益と、維持したいということがあった

ものですから、そうすると、具体的にはこうした

差し押さえ件数、滞納金額、換価した金額、これ

が具体的にはどういう実態なのかということを知

りたいわけですよ。技術レベルを低下させないと

いうことですので、さぞかしこの110件をやって、

知立市が送っても知立市の派遣された人がやるわ

けじゃなくて他市の方が対応するわけですけども、

その辺を知りたいんですよ。 

○税務課長 

 過去３年分のものについては、ちょっと今、私

は資料手持ちで持っておりませんので報告できな

いんですが、以前は自市分をほかの市の担当の人

がほとんどやってたんですけども、現状では自市

分を90件やるということになってまして、自分の

市の分をやるように方針を変えましたものですか

ら、他市の分については110件の中で90件、残り

20件ですね、それを他市分として処理をするとい

うことになりますので、現状そういった形に変え

ております。 

 以前は、佐藤委員のおっしゃられるとおり、ほ

かの市の分を大半をやっておったわけなんですが、

現状ではそういうふうで変わってきております。 

○佐藤委員 

 そうすると、この平成26年で見ると、110件の

うち90件は他市の方がやり、10件については知立

市から派遣された職員がやられるということです

か。 

○税務課長 

 そのとおりでございます。そういった形で切り

かわっておりますので。 

○佐藤委員 

 そうすると、その切りかえた背景というのはど

ういうことですか。 

○税務課長 

 ちょっと細かい背景については、私、ちょっと

そのところまでしっかり確認はとってないんです

けども、ほかの市のものというのですと、国保と

かいろんなものの関係がございまして、自市は自

市の分でやるほうがいいというそういう側面もあ

るものですから、それがやはりそういったところ

になったのかなというのと、あと、ほかの市の分

をやるということに加えて、自市の分、この制度

も３年という形で続けてきとるものですから定着

してきた感がありますので、自市分のほうをやっ

たほうが支障がないのではという結論に至ったの

ではないかなというふうに個人的には考えており

ます。 

○佐藤委員 

 総務部長が本会議で言われたことは、技術レベ

ルを低下をさせないために有益だと、維持したい

ということを言ったんです。そこの背景にあるの

は、多分、きょう、知立市分について110件あっ

て、差し押さえ件数、滞納金額、換価の金額を含

めて１年で110件滞納機構に送るわけですよね。

送る中で、どういう実績があったかということが

わからないと、本当に技術レベルが低下をさせな

い、有益だったということを言えるのかなという

ふうに私は思うんです。 

 例えば、扱う案件が110件と。そこで滞納金額、

そういう割合で見たときに、実際に換価の金額が

知立市の窓口でやってるよりもはるかに多くの金

額を回収したということでもって有益だというこ

となのか、そのための技術レベルというのは、技

術レベルと言ったって、相手と話をするというこ

とですよね。だって人間を相手にするわけだから

話をする、コミュニケーションをするということ

ですけれども、市の窓口でやるのと滞納整理機構

における対応というのは、実績、その他との比較

がなければわからんわけですけれども、おのずと

違うんだろうというふうに思います。当初のとき

はいろいろありましたからね。 

 だから、その辺が有益だということであるなら

ば、そうした実績も示しながら、どこが違うのか、

ちょっとお示しを願いたいなと。私は、税金を納

めなくてもいいというふうには思っておりません。

私がたくさんではないですけど、相談に乗った方
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は、給料差し押さえられたと。そこから差し押さ

えられても市との話し合いの中で、何万円、いつ

までというスパンの中でやってました。しかし、

市のほうからは、何万円ということで決めて合意

したはずなのに、次から金額を上げてくれという

要請、市から見ればそのとおりなんですよね。払

える可能性のある中で、たくさんのものではなく

て１年及び２年程度で２万円、３万円なら返せる

金額の範囲だったんです。ですから、そういう意

味でいけば、差し押さえが必ずしもマイナス面ば

かりじゃなくて定期的に給料から落とされるわけ

ですので、きちんと分納されていくという点では

有益だし、そこのところの合意が市との中できち

っととられてれば本人の生活再建という意味合い

でも意味のあることだなというふうに思うんです。

回収する側もされる側についても。 

 ところが、その辺がどのようになってるのかな

ということを滞納整理機構の場合と知立市の窓口

の場合、どうなのかなという疑問が湧くんですよ

ね。私、この前もある方、一緒に行きました。た

またまこれはお父さんの分だったものだから、個

人情報で息子であっても委任状がなければ出せな

いよというような話でした。しかし、私に来て一

緒に同行してくださいという中身は、かなり強烈

な言葉で電話でやられたというようなこともあっ

て私のところに相談に来たんですけどね。ただ、

窓口ではお父さんの分だということで、委任状が

なければ対応できませんよということでそれで終

わって、その後ということがあるわけですけど、

その辺の滞納整理機構と市の窓口での対応という

のは技術レベルを低下しないということを見ると

どこが違うのかなという、そこがちょっと疑問な

んですよ。そこが明らかじゃないと継続する根拠

というのはないわけでしょう、実績やそういうこ

とも含めて。 

 だから私は、そこのところの実績や技術レベル

というのは何なのかということなんですよ。相手

との話し合いですので、市の窓口でやってるよう

な話し合いのレベルなのかそうじゃないのか、そ

の辺はどうなんだろうなという疑問が湧くんです

よ。どうなんでしょう。 

○総務部長 

 技術レベルという言い方はあれなんですが、技

量と言ったほうがいいかもしれませんね、そうい

った面では。いわゆる私ども知立市は、どちらか

というとこの西三河の中でも収納率は高いほうだ

というふうに思っております。 

 ただ、そこで収納率が高いからといって、井の

中のカワズじゃないですが、その場に甘んじるこ

とによって、いわゆる高慢な態度になってはいけ

ないですし、自分とこが我々が西三河の中ではそ

ういった一定のレベルに達しているということで

鼻にかけてもいけないということと、それと、他

市ではどういうふうにやってるかということをや

っぱりそこの場で交流することによってそういっ

たアドバイスもしていただけるでしょうし、滞納

されている方との折衝の仕方についても、我々は

こういうふうにやっていたけれども、滞納整理機

構の場にいくと他市ではこういう形のアプローチ

の仕方、いわゆる滞納者の方との接し方１つをと

ってみても、それは行ってわかることではないこ

とがありますので、やっぱり体験をして、みずか

らの血となり肉となりと、そういうことをするた

めには他の市の職場の方と交流をしながら一緒に

仕事をやるということによって、みずからの個々

のレベルを上げていく、維持していく、それをま

た帰って来て知立市の同僚に伝えていくというこ

とをやるためにはやっぱり必要だという意味で申

し上げたのであって、結果として滞納整理機構の

収納の金額云々ではないというふうに私は感じて

おります。金額ですとかそういうのが上がったか

らといっていいというふうには感じておりません

ので、その辺が御理解いただければと思います。 

○佐藤委員 

 しかしながら、大きな実績を上げてることも事

実だというふうに思うんです。知立市の場合はと

もかくとして、県内にはさまざまな滞納整理機構

がありますけれども、かなり実績を上げてると。 

 おのずと技量だということですけれども、かな

り辛らつなそうした対応も、もちろん皆さんから
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言えば、出しても出しても来られないと。どうし

ようかという中で、そういうショック的な対応が

必要だという判断もあろうかというふうに思いま

すけれども、しかしながら、そうした点では、も

っと慎重な対応が必要であり、また、可能な限り

市の窓口で対応するということが必要ではないか

なと。技量の点で交流するという点では、もちろ

ん具体的現場におることが一番それは学べること

かもしれません。しかしながら、そういうことで

あるならば、そうした税務職員が個々の市の窓口

で日常業務として税務吏員として対応してる中身

があるじゃないですか。それをそれなりの５市な

ら５市、６市なら６市集まって研修ということだ

ってこれは可能な話でね、必ずしも滞納整理機構

じゃなければならないということにはならないじ

ゃないですか。それは日々現場の中で、窓口、休

日相談の中で各市の職員が対応して、そういうノ

ウハウをつけて、こういう形で相手に納得しても

らって納めてもらえたとか、そういう事例はいく

らでもあるわけですよ。 

 だから、そういう意味合いで見れば、何も滞納

整理機構じゃなくたって技術レベルを向上させる

取り組みは可能なわけですよ。だとするならば、

そうしたところにいつまでも送っていくというこ

とばかりではないような私は気がするんですけど、

その辺もぜひ、こういったからと言ってすぐとい

うことじゃないですけれども、検討をすべき課題

じゃないかと。ちゃんと研修や交流やそういう中

で身につけれるものもあるはずですよ。具体的に

そういうことはやってないわけでしょう。一般的

な職員研修やそういうことはやられてても技術レ

ベルを低下させない、技量を上げる、それは何も

滞納整理機構じゃなくてもできる話じゃないです

か。皆さん、日々そうやって税務の業務について

るんですので。どうでしょうか。 

○総務部長 

 佐藤委員のおっしゃることもわかります。 

 ただ、一過性の研修ですとか交流、それでも一

定程度の維持はできると思いますけど、それより

も日常業務で一緒に仕事をやって、日夜協働で仕

事をやる、これによる技術の継承のほうが、はる

かに本人のためには血となり肉となるというふう

に考えておりますので、また御理解を賜りたいと

いうふうに思っております。 

○佐藤委員 

 総務部長も言われるのもそうですけれども、後

でね、きょうは委員会ですけれども、この間の滞

納整理機構に送った件数、そして滞納金額、そし

て換価の金額と、どういう手法で、差し押さえと

いう手法でやられたのかどうなのか、その辺ちょ

っとペーパーで、ここの場ではないですけども、

ぜひいただきたいなというふうに思います。ぜひ

よろしくお願いします。 

 それで、もう一点だけ聞かせてもらいたいなと

いうふうに思いますけども、先ほど陳情の中に、

私学への支援ということがありました。そこの中

で、116ページ、私立高等学校授業料補助金とい

うものがありますけれども、これについてちょっ

と御説明ください。 

○教育庶務課長 

 私立高等学校の授業料の補助金ということでご

ざいます。私立学校等に在籍する方の保護者に対

しまして授業料の補助を行うということによりま

して公私立間の格差を図るという目的を持ちまし

てやっております。年１万2,000円以内というこ

とで、昨年442人で524万276円ということになっ

てございます。 

○佐藤委員 

 ちょっと所管とは違いますけれども、奨学金に

ついてもそうですけども、福島県でしたかね、そ

ういうものの支給を受けたら生活保護の方が収入

認定をされたという事例がありましたけれども、

国のほうの見解も出たかなというような気もする

んですけど、知立市の取り扱いは直接違うもので、

どうなってるかなと。例えば私学助成でささやか

な市の貴重な財源でありますけども、１万2,000

円が収入認定されるようなことがあってはいけな

いなという感じがするんですけども、どうですか。 

○教育庶務課長 

 今、保護費のほうの関係ということで、他県で
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の事例だと思います。たしか福島県でしたかね、

そういった新聞報道等々ございまして、奨学金を

収入認定したというようなお話の報道の関係もお

聞きしております。 

 それで、福祉課のほうにお問い合わせ、私ども

のほうでいたしましたら、うちのほうの奨学金に

関しましては収入等認定はしていないということ

は聞いております。 

○佐藤委員 

 ここには大きい項目が奨学費ということですの

で、私立高等学校への授業料補助金と、これにつ

いても収入認定はされてない、してないという扱

いでよろしいですね。 

○教育庶務課長 

 そのように確認しております。 

○佐藤委員 

 先ほど陳情が全会一致で可決をされました。皆

さんもお聞きになってたとおりでありまして、い

ろいろ市の考え方もあろうかというふうに思いま

すけれども、毎年のように陳情をされて、国へ県

へという側面と同時に、当該の市町村に対する内

容もあり、とりわけここの私学助成の授業料補助

金というものがあろうかというふうに思いますけ

れども、毎年、議会として陳情をされてるという

中で、今後こうした授業料補助金をどうしていく

のかという何かお考えはございますか。 

○教育庶務課長 

 今、私どものほうで行っております私立学校等

の補助金につきましては、平成３年度から行って

いるわけでございます。先ほどもその制度の目的

というのもお話しまして、平成20年度のときに今

の現行の１万2,000円ということで実施しており

ます。 

 先ほど人数のほうも報告いたしました、平成26

年は442人、平成25年は437人ということで400人

前後を推移しているという状況でもございます。

近隣の市を調べさせていただきますと、私ども一

律支給ということで１万2,000円ということで行

ってございます。 

 ただ、ほかの市ですと所得による段階支給を行

っているところもございますし、今後のこととい

うことで、どのような方法が支給に適しているか

も含めまして、今、金額とかいうお話もございま

すけども、それにはまた新たな財源も必要でござ

いますので、他市の動向等を含めまして研究させ

ていただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 私は、前も皆さんが財源確保に御苦労を本当に

されてるし、またそんな中で、今回はふるさと納

税の事業も一新をされる努力をされてることは承

知をしているところであります。 

 以前、奨学金の給付金をためた基金があります

よね、これは奨学金についても私立高等学校授業

料補助金もこの基金の財源を充てずに実施をして

るというふうに理解してますけれども、それでよ

ろしいでしょうか。 

○教育庶務課長 

 利息につきましては奨学金の一部に充てておる

という状況でございます。 

○佐藤委員 

 奨学基金は現在約4,000万円弱あるわけです。

これらの奨学金と私立高等学校補助金は一般財源

で賄われて、基金はこの間、利子と給付があれば

ここに積み上げるという形できてるんですよね。 

 私は、財源の問題ということであるならば、全

てここから使うということじゃないですけれども、

私立高等学校補助金、また、奨学金というものの

一般財源は一般財源として確保しつつ、これらの

奨学金の一部を可能な範囲の中で活用すれば引き

上げも可能ではないかなと、そうした検討もぜひ

していただけないかなというふうに思ってるとこ

ろです。 

 毎回のように私学をよくする会のほうから市町

村に対する陳情も出てて、議会も全会一致でこれ

を可決してると。そうした中において、私も可決

をした議員の１人として、ぜひそうしたことの検

討を求めておきたいなというふうに思っていると

ころです。ぜひ検討をしていただけないでしょう

か。 

○教育庶務課長 
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 今の奨学金の基金というのは財産を維持して資

金を積み立てるための基金ということで今まで利

息については奨学金の一部に充てておって、そう

いった意味では基金の目的を達しているのではな

いかということは考えております。 

 ただ、今の私立学校の補助につきましては、先

ほどもちょっとお伝えいたしましたけども、他市

の動向、支給の仕方、方法等々も含めまして研究

はさせていただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 これについては、今、教育庶務課長がああいう

形で言われましたけども、教育部長、ぜひそうし

た点も含めて利子分も奨学金に充当してるという

側面がありましたけれども、私は、この基金の内

容を一部そうした財源を使いながら上乗せ分につ

いては上乗せ１万2,000円どれだけするかという

ことはともかくとして、そうした部分を一部使っ

てできないかなというふうに思ってるところです。

ぜひ御検討願いたいなというふうに思いますけれ

ども、いかがですか。 

○教育部長 

 基金を使って私学助成のほうにというお話でご

ざいますけども、毎年、私ども、各市の動向等、

それから金額について把握をするようにしており

ます。現在のところ、ここ数年、他市も移動、金

額の変更等ございません。そういったところから、

今の金額で他市と比較しまして、遜色のない金額

であるというふうに感じております。 

 ただし、今後、情勢とかそういうことが変わっ

てまいりまして、そういった見直しをする必要が

あるという時期がまいりましたら、また検討のほ

うをしていくのかなということで、今はそういっ

た動向を見させていただくという状況です。 

 ただ、この基金につきまして、私学助成のほう

を使っていくという考え方は、今、私学助成の考

え方が格差の是正、授業料のそういった補填とい

う意味合いもございますので、少しその基金の使

用する目的が根本のところ、基本的なところはち

ょっと視点が違うのかなというふうに感じており

ます。今後の研究課題とさせていただきたいと思

います。 

○田中委員長 

 ここで予算・決算運営要綱第６条第２項及び第

３項に規定に基づき、会議時間の延長、または予

備日での開催についてお諮りします。皆さんの御

意見をお願いします。 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後４時33分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時42分 

○田中委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 午後５時終了ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 そういうことですので、質問者、答弁者に置か

れましては、簡潔、スムーズに議事を運んでいた

だきますようお願い申し上げます。 

 それでは質疑に戻ります。 

○佐藤委員 

 137ページでお願いします。 

 学校給食について、ここには具体的にはここだ

けでは載ってませんけれども、委託をしておりま

すけれども、委託についての中身と、委託契約す

るに当たって労務費についてはどういう積算で市

のほうはやられておるのかと、ここの１点と、そ

うした中で、平成26年度決算ではありますけども、

平成27年度に新たな契約もされたかというふうに

思いますので、その点での労務費の積算は何を基

準にしてやられて契約をされてるか、ここの点だ

け。 

○教育庶務課長 

 まず、ことし３年に１回の３年の更新がござい

ましたものですから、４月から調査検討委員会、

委託研究委員会ですね、こちらのほうを立ち上げ

まして、２回の研究会の中で業者のほうを選定さ

せていただいている流れがございます。そんな中

で決定をし、指名審査会のほうへ上げさせていた

だいて、６月４日の電子入札で今の大新東ヒュー

マンサービスのほうが決定しております。 
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 先ほどの労務の関係でございますけども、こち

らについては以前からもお話あったかと思います。

処遇の確保と処遇の調査の関係かと思うんですけ

ども、そちらのほうについては、例えば処遇の確

保について契約書のほうの書面に残すというふう

なことはこういった形では労使関係に介入すると

いうことで、ちょっとできません。 

 また、個々の労務の賃金調査ということについ

ても、これも法に触れるということでできないと

いう中身の中で今までも進めております。今回も

そのような形で進めておりまして、契約書とかそ

ういった一部の使用書には、一切そういった優先

雇用とか処遇待遇については記載してないのが今

回もそうでございます。個々の調査についても労

使関係は介入するということで、これも不適切と

いうことでしてございません。 

 ただ、契約の前に私どものほうからは、今まで

の旧学校給食センター、それから保育園のほうか

らもみえた方もおるんですけども、その方たちに

つきましては、今の知立市の臨時職員と同等以上

ということで、平成27年度にあっては1,010円、

交通費等の手当はなしということで、そういった

ことを配慮するようにのお願いということはさせ

ていただいております。 

○佐藤委員 

 この契約するに当たって、市のほうも積算をす

るわけでしょう。積算をすると思うんですけど、

その場合、人件費、賃金について相手がどう決め

るかということは別問題として市の積算としては

何を基準にしているのか、ここだけ端的にお答え

ください。 

○教育庶務課長 

 臨時職員につきましては、今の知立市の職員の

単価を積算の基礎としております。 

○田中委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 認定第４号 平成26年度知立市土地取得特別会

計歳入歳出決算認定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 以上で、本分科会の所管とされた案件の審査は

終了しました。 

 なお、予算・決算委員会における分科会委員長

報告の文案につきましては、正副委員長に御一任

願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、予算・決算委員会企画文教分科会を閉

会します。 

午後４時48分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――― 

午前10時18分開会 

○高木委員長 

 ただいまから予算・決算委員会市民福祉分科会

を開会します。 

 本分科会の所管とされました審査案件は９件、

すなわち議案第54号、議案第55号、議案第57号、

議案第58号、認定第１号、認定第２号、認定第５

号、認定第６号、認定第８号です。これらの案件

を逐次議題とします。 

 議案第54号 平成27年度知立市一般会計補正予

算（第３号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○川合委員 

 それでは、補正予算につきまして、二、三件聞

かせていただきます。 

 まず、補正予算書の25ページであります。民生

費の中の003番、障がい者福祉施設運営補助金と

あります。本会議でも若干質問があったようです

が、この内容につきまして、もう一度この場で御

披歴いただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○福祉課長 

 この制度は、ＮＰＯ法人及び社会福祉法人が新

たに事業所を開設した場合につき、アパートだと

か一軒家を借りて事業所を開設する場合に、その

家賃補助として上限20万円までで12回、１年間支

給するものでございます。 

 今回、平成26年度において、ＮＰＯ法人青空ス

ケッチブックが８カ月分支給しております。平成

27年度においては残り４カ月分、ここは上限20万

円まで支給しておりますので８万円と、ＮＰＯ法

人あかりの家というところが平成26年度に９カ月

分支払いました。ここは月５万4,000円です。で

すので、平成27年度においては、残り３カ月分の

16万2,000円を支給する予定になっております。 

 新たに平成27年度にＮＰＯ法人Ａｍｉが設立さ

れて、上限20万円を支給する予定で、ここは240

万円ということで、当初は240万円の当初予算を

組んでありますので、それを合算した336万2,000

円になるような形で今回予算を組まさせていただ

いたというものでございます。 

○川合委員 

 ＮＰＯ対象で家賃補助をしていただけるという

ことであります。 

 今、御披歴いただきました３件の団体それぞれ

の運営されている内容をある程度わかるところあ

りましたら、人数とか運営内容につきましてお知

らせいただけたらと思いますが。 

○福祉課長 

 まず、ＮＰＯ法人青空スケッチブックですが、

ここは放課後デイ事業という形で、谷田のところ

に店舗を借りられて始められています。 

 あと、ＮＰＯ法人あかりの家は、谷田のアパー

トを借りて身体障がい者の方の日中一時事業を始

めました。 

 あと、Ａｍｉですが、これも谷田の店舗を借り

て、４月には日中一時ですが、７月からは生活介

護と放課後デイと日中一時という形で事業展開を

していただいてます。 

○川合委員 

 今この３件のＮＰＯの方に対して補助をしてい

ただいているということであります。 

 Ａｍｉは、谷田の信号の東側通っておりました

ら、ここにできたんだということで確認させてい

ただきましたが、今その３件のところをお聞きし

た内容で、ちょっと気がかりといいますか、市の

ほうの施設としても民間のＮＰＯにしても、重度

の方の受け入れ体制がこれからも課題になってく

ると思うんですが、重度の方に対しての施設建設

ですとか、今後の計画というようなことは、将来

計画の中であったような気がするんですけど、ち

ょっと確認させていただきますか。 

○福祉課長 

 重度の方の施設というのは、知立市においては

計画はありません。 

○川合委員 

 わかりました。重度の方はないということでは

ありますが、まだまだこれから養護学校を出られ

た方とか、そうでない方も障がい者の方が行き先
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をなかなか将来的に安定してないという現状でも

あります。Ａｍｉが来ていただきまして、少し将

来が開けたところもありますが。 

 それと今、補助対象となっているところではな

くて、福祉の関係からの業界ではなくて、一般の

企業から参入されるというような方も今あるよう

なんですが、その辺の実態はどうなっております

でしょうか。 

○福祉課長 

 株式会社等の参入は、福祉サービスの種類から

いくと就労支援継続事業等が非常に多い。あと、

放課後デイサービス事業等の参入も多いです。 

 大体この２つが今、主に知立市の中では新規に

展開をしていただいている内容でございます。 

○川合委員 

 福祉ではない企業が知立市でそういう展開をし

ていただくということにつきましては、いろいろ

な見方もあるようなこともたまには聞きますけど、

その方にお会いしたこともありますが、就労関係

ですね、そちらについては非常に前向きに、今ま

でにない発想で雇用を新たに創出していただいて

いるという現状もあります。 

 うちの近くにも既に大きな貸事務所といいます

か、塾のあとを借りてやってみえるようですが、

そこだけでは足りずに、いろんな貸店舗、貸事務

所を借りられて、軍手とかですね、殺虫剤、簡単

な薬品類なんでしょうが、御自分のところで製造

して販売もされてるというようなことであります。 

 福祉の世界からということではないので、かな

り独自の展開もされているようでございますが、

働き先をこれから確保していく面では、一定の評

価といいますか、いい評価ができるものではない

かというふうに考えております。 

 それでは、こちらのことは、これで終わります。 

 次に、29ページ、商工費の中ですが、006番の

観光振興推進事業の中の三河知立駅開業100周年

記念事業委託料で掲載されておりますが、この内

容について、これ本会議でありましたが、もう一

度こちらでお願いいたします。 

○経済課長 

 三河知立駅開業100周年の記念展でございます。

三河知立駅につきましては、1915年の大正４年の

10月28日に開業しておりまして、当時は三河鉄道

の知立駅ということで開業しております。 

 その後、昭和34年に現在の知立駅が開業するま

で知立駅の表玄関として市民の皆様に、また、弘

法さんを初めとする観光拠点の拠点駅としてにぎ

わった駅でございます。 

 こうした経緯もございまして、私どもとしまし

ては、今回、経済課のほうで三河知立駅開業100

周年記念ということで、開催期間が平成27年10月

24日から11月27日の間、知立市図書館の展示スペ

ースにおきまして、三河知立駅開業から100周年

の歩みというものを振り返る写真展やパネル、ま

た各種資料を掲げたい、展示を行いたいというこ

とで、名鉄の御協力、また、名古屋のＮＰＯ法人

の名古屋レールアーカイブスというＮＰＯ法人が

ございます。こちらのほうの御協力を得まして展

示を行うということでございます。 

○川合委員 

 たびたび三河知立駅開業が100年だということ

で、何度も申し上げておりますが、非常にこのこ

とは、ただ鉄道の形が変わるとか、新たなまちづ

くりが連立立体交差ができるという以上の知立市

の歴史的な重みがあるわけですね。 

 ここに走った機関車が、明治の中ごろにイギリ

スから来たんですね。御存じの方ありますかね。

スティーブン社製の蒸気機関車が４台来まして、

関西方面で数年頑張って走っていたものなんです

が、ここは三河線が開業したと同時に、大浜から

知立まで10年か20年走っていたようです。 

 ほとんどが戦争中に、鉄でできていますからね、

全部戦争に使われてしまったようですが、１台だ

けまだ奈良だったかどうかに展示してあるようで

す。そんなような非常に歴史的なものも背景にあ

るわけですね。 

 やっぱり鉄道が日本の産業をけん引するという

社会背景になってきて、大浜から刈谷までで、そ

こからまた100年前に刈谷から知立まで来たとい

う、これが非常に色濃くあるわけでして、知立の
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発展には非常に寄与したわけです。 

 しかし、その後、前も言いましたが、国鉄が開

通して、刈谷駅ができてから主要な物流が刈谷市

を中心にして、もともと知立市にあった教育関係

のものだとか、いろんな施設が刈谷市、安城市の

ほうに分散していってしまったという経緯もある

わけでございます。しかし、その中でも、この三

河知立駅を中心に駅前が栄えて、弘法さんを中心

に弘法通りが栄えたということがあるわけでござ

います。 

 こういうそういった歴史背景も含めて、さきの

本会議の答弁のときに刈谷市との連携された事業

等のお話がありましたが、この辺ちょっともう少

し具体的にお知らせください。 

○経済課長 

 先ほどの答弁の中で、記念展の開催日のほうが、

私、10月24日から11月27日としゃべったかと思い

ます。終わりが11月17日でございます。よろしく

お願いいたします。 

 それで、刈谷市とのことでございますが、先ほ

ど川合委員がおっしゃったとおり、刈谷駅から三

河知立駅の開業が100周年になりますので、刈谷

市のほうとタイアップさせていただきまして、ま

た名鉄も一緒にということで、刈谷市のほうでは、

かつなりくんの一日駅長ということで刈谷市のほ

うで行います。 

 また、記念発車セレモニーということで、名鉄、

刈谷市、私ども知立市ということで、11月３日に

私どものマスコットキャラクターちりゅっぴと刈

谷市のかつなりくんが知立駅４番線、三河線の海

線のほうですね、こちらのホームで記念発車セレ

モニーをということで考えております。 

 そういったことで、またほかに名鉄のほうでは

開業100周年の記念台紙ということでかたい入場

券を発行するということで、そちらを張っていた

だくようなものをつくるということでございます。 

 またあとは、記念イラスト系統板ということで、

三河線のほうの系統板をつくられるということで

ございます。 

 また、ポスターにつきましては、私どもと名鉄、

刈谷市で共同でつくるということになっておりま

す。 

 以上でございます。 

○川合委員 

 今回その100周年、ちょうど来月ぐらいで100周

年、10月28日でしたかね、ちょうど100周年とい

うことであります。 

 もともとは三河知立駅じゃなくて知立駅という

名前できたわけですが、三河鉄道ということで蒸

気機関車が走ったりしてましたが、その後、名古

屋電鉄、今の名鉄の前身ですが、電気鉄道ですね、

その時代的な背景とすれば少し前ぐらいから一般

家庭に電気が通り電話が普及したということから、

蒸気ではなくて電車が走るようになったと。 

 いずれにいたしましても、この三河知立駅が今

までの知立市をある意味で非常に支えてきた、そ

ういうことをいろんなきょうの話では、地域活性

化とか観光の話ではありますが、子供たちにもわ

かりやすい形でね、教育的な側面とかいろんなと

ころでも残していっていただきたいと思いますが、

市長、その辺この事業に対して御所見はいかがで

しょうか。 

○林市長 

 今、この三河知立駅の開業100年を記念しての

事業ということであります。 

 知立市は、今ちょうど市史編纂事業もやってお

ります。また、知立駅周辺では100年に一度のま

ちづくりをやっているということでございまして、

そうしたことを踏まえながら、過去を振り返り、

そして未来にどういうふうな形でこの鉄道を中心

としたまちづくり、鉄道の駅を活かしたまちづく

りをどのように進めていったらいいか、そんなこ

とを市民のお一人お一人に問題意識として持って

いただく、そんな機会にもなればなというふうに

考えております。 

○川合委員 

 ぜひいろんな側面から、この大きな事業、歴史

的な変換点にあるまちづくりを広めて周知してい

ただきたいというふうに思っております。 

 それでは続きまして、その下にあります014の
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観光協会事務委託事業がありますが、こちらも内

容を御披歴ください。 

○経済課長 

 014の観光協会事務委託事業の事業推進委託料

134万1,000円でございます。 

 こちらにつきましては、現在、私どものマスコ

ットキャラクターちりゅっぴが出場しております

ゆるキャラグランプリのイベントの出場に関する

消耗品等、また、活動の保険ですね、そういった

もの、また、浜松市のほうで11月22日から23日に

行いまして、決戦投票の出場、こういったものの

旅費につきまして観光協会へ委託するものが総額

で84万円でございます。 

 また、そのほかにロータリークラブのほうから

観光振興にということで50万円の寄附がございま

した。こちらのほうにつきましても、ロータリー

クラブのほうからの御希望でミスかきつばたのも

のでということでございましたので、冬に活動し

ていただくためのコート、帽子、また、ちりゅっ

ぴのぬいぐるみを作成したいと思っておりまして、

そういった費用で50万1,000円ということでござ

いまして、総額で134万1,000円でございます。こ

ちらを全て観光協会のほうへ委託するということ

でございます。 

 以上でございます。 

○川合委員 

 観光協会のほうにそうした事業の委託をされた

ということですが、観光協会の方たちの活動につ

いてですが、これこれこういうことをお願いして、

それを受けていろいろやっていただいていること

はありがたいことだと思いますけど、実際にどう

いう場所でどういう方たちが、この観光事業に関

しての作業といいますか、そういうことをされて

いるかをちょっとお聞きしたいと思いますけど。 

○経済課長 

 今の御質問につきましては、ちりゅっぴに関し

てということでございます。全ての観光事業で。 

 私ども経済課の商工観光係のほうの職員で今現

在、全ての観光事業につきましては行っておりま

して、また、ちりゅっぴにつきましても、私ども

のほうの今の商工観光係の職員のほうで行ってお

ります。 

○川合委員 

 職員の方でやっていただいているということで

す。 

 何が言いたいかといいますと、職員の方がやっ

ていただいているのは庁内の話で、それはそれで

効率的でいいと思うんですが、観光協会というこ

の中の庁内のそういう組織ではなくて、観光協会

って別にこうやって委託先なものだからそういっ

た協会があるわけなんですが、それに関連する方

たちが、例えば、ちりゅっぴならちりゅっぴを宣

伝したいいろんな団体もあるだろうし、関連する

いろんなボランティアの方もあると思うんですね。

そういう方たちが、まさかここに来てみんなで話

しましょうということもないと思いますけど、協

会として独立した皆さんがコミュニケーションを

とりやすい形をつくるための拠点というものがな

いと、なかなか今言われた事業でも、職員の方た

ちがやっていただく分にはそれでいいんですけど、

ほかの方たちに広がっていかないとうか、ほかの

方たちの意見を取り入れるそういう形にはなって

なさそうな気がするんですが、この辺はいかがで

すか。 

○経済課長 

 観光振興のための拠点というお話でございます。 

 私どもとしましては、ちりゅっぴに関しては、

まだちりゅっぴの着ぐるみができて１年もたって

ないという状況でございます。今、ちりゅっぴの

イメージというのをつくりつつありまして、この

イメージを壊すというのは、そこでまたいろいろ

問題が発生するということでございますので、し

ばらくは私どもの観光協会の職員でと思っており

ます。 

 観光の全体としまして拠点づくりという部分で

は、私どものほうもそういった市民の皆さんも取

り込んで観光を進めていきたいと思っております。 

 拠点につきましても、今現在、私ども観光推進

計画を策定しておりますので、そちらのほうでま

たその中に取り込んでいきたいと、載せていきた
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いと。いつというのは、まだこれからいろんな問

題がございますので、それを踏まえながら考えて

いきたいと思っております。 

○川合委員 

 できるだけ早急にこれはお願いしたいと思いま

すね。区画整理事業とか今の駅前の整備事業が終

わってからとかいうふうだと、もうそれまでの間

が空白になってしまうし、実際この間、本会議で

申し上げましたように、知立市に来た人に、観光

案内所どこですかと言われて、ありませんよいう

ね、そういう対応も観光立市を目指し、新しいま

ちづくりをしていかないかんときに、ちょっとい

かがかなと思いますね。 

 それには、やはりあいてる店舗なりなんなりが

今後必要になってくると思うんですけど、その辺、

もしお聞きできるところがあればお願いできます

か。 

○経済課長 

 観光の拠点ということで、私どもも空き店舗等、

昨年から探しておるんですが、やはり設置場所と

いうのが駅前だとか東海道筋だとかそういったと

ころを探しておるんですが、なかなか広さ、使い

勝手だと、そういった部分でいろいろ支障がござ

いまして、なかなか見つからないというのが状況

でございます。 

 以上でございます。 

○川合委員 

 時期が時期だけに見つかりにくいということも

確かにありますよね。ですが、少しの土地でも、

もし一定期間が借用できれば、もうプレハブでも

いいですよ、案内所を兼ねてお土産売って、ガイ

ドボランティアの方が定期的に集めれるようなと

ころ、そして、物産については、あんまきとかい

ろいろありますけど、なかなかこれはというもの

は、ほんとに観光地のメッカというようなことに

比べるとこれから開発しないかんかもしれません

が、今ここ数年、知立市の商工会のほうで一品運

動といってありまして、毎年毎年、20件から30件

のお店がその年その年でいろんなオリジナリティ

ーを活かしたお店の一品をつくっているわけです。

それもなかなかＰＲするといっても、市外でいろ

んな観光事業があればそちらに出向いてやってい

くことは展開しております。市内であれば、商工

祭、今回はないわけでいけませんが、そういう事

業のときにはお知らせをしています。 

 でも、これは非常に狭いエリアの話で、やはり

よそから来た人が、知立市って、一品だから全部

が全部観光商業ベースにのるものじゃないかもし

れませんけど、そういったものを開発していると

いうことを感じてもらえるでしょうし、ほんとに

外に売って出たいものを開発された方は、ネット

ということもありますけど、やはり来た人にこん

なのありますよと、これおいしいですよというよ

うなことを紹介できる場所がないと、そういった

意欲、モチベーションもなかなか上がらないです

よ。 

 なので、やはり物理的にそういうところが、こ

こ数年というまでも、ほんとにすぐでも欲しいわ

けですけど、できるだけ早期に設置していただき

たい、これはほんとに本音ですので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 この観光ということで関連しますが、本会議の

答弁の中で、西三河の広域的な観光事業を御披歴

いただきましたが、その内容をもう一遍お願いで

きますでしょうか。 

○経済課長 

 西三河の現在９市１町で協議会を設けまして、

知立市が会長市になっておるわけですが、今、ウ

エブサイトを設けまして、そちらのほうで観光の

推進を広域で行っていくと。その中には、ルート

検索といいまして、出発地から目的地の間にいろ

んな観光施設、西三河圏域に入ったところでござ

いますが、観光施設がある。また、立ち寄るよう

なお店、飲食店、そういったものを検索できるよ

うに、また、そういった紹介もするような形のシ

ステムをただいま９市１町で構築中でございます。 

 以上でございます。 

○川合委員 

 ９市１町でそういった展開をしてみえると。定

期的な会合とか何かはやってみえないですかね。
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これ発案されたのは、知立市のほうからというこ

とで、ちょっとその辺、確認お願いします。 

○経済課長 

 昨年、私どものほうから、私も含めて、幸田町

も含めまして、９市１町の観光担当のほうの皆さ

んにお話させていただきまして、これからは広域

で観光事業を行っていくべきではないかというお

話をさせていただきました。やはり知立市も含め

て、観光施設をめぐっていただくためには連携し

て他市の市外の方、圏域外の方に御紹介をさせて

いただくサイトが必要ではないかというふうな判

断をさせていただきまして、９市１町の皆さんに

御協力をいただいたという経緯でございます。 

 ことしの４月から皆様の各市のほうに今年度予

算をつけていただきまして、各市70万円ほどです

ので630万円ぐらいの費用を予算化させていただ

きまして協議会のほうで現在そのシステムを構築

していただく業者まで決定しまして、今、開発中

でございます。 

 また、会議につきましては、今後、随時という

ことで開発業者等含めながら会議の日程は決まっ

てくるかと思います。 

 以上でございます。 

○川合委員 

 非常に前向きな、いい発案で、これを取り入れ

て実際の活動が展開できているということは非常

にありがたいというか、各市にとってもメリット

があると思います。 

 例えば、１人のお客さんがそこのまちだけ行っ

て家へ帰ってしまうんではなくて、いろんなとこ

ろに誘導策をつくるということは、やはり連鎖が

できて、１人のお客さんがこの三河地区で滞留時

間もふえるであろうし、経済効果にも結びつくと。

よそから来て１カ所だけ見てね、こんなもんかと

帰ってしまうよりも、湯布院なんかでもそうです

よね。そうやって連携してここで泊まったら全体

の施設が利用し合えるようにやってるような、そ

ういう発想というのは観光には必要なわけで、愛

知県の中だけではなくて外から呼び込むには、や

はりそういった広域的に予算もそうすれば潤沢な

んだろうし、企画力も出てくる。お客さんも回遊

性ができてくる。これはどんどん発展してうまく

やっていただきたいと思います。 

 そうなってくると、さらに問われるのがシティ

プロモーションですよね。やはり差別化、もちろ

ん頑張っておるところはお客さんが来る。そうで

ないところはこんなものかと終わってしまうとい

うこともありますので、さらに広域でやる場合に

は知立市の魅力、独自のものを開発しなきゃいけ

ないと思いますが、知立市の独特な魅力づくり、

まちづくり、市長にちょっとお聞きしますが、今

後どのようなことが一番、ちりゅっぴもあります

けど、またユネスコの登録もありますね、それも

含めて、どのようにしてシティプロモーションと

観光の推進をお考えでしょうか、お願いいたしま

す。 

○林市長 

 昨日、観光ボランティアの平成27年度の総会が

あったわけでありまして、新たにまた２名の方が

ボランティアとして登録していただきました。今

30名近くの方が御活躍いただくわけでありますが、

知立市は観光資源がたくさんある、それをさらに

磨きをかけていく、また、新しく発見、創造、広

報、ＰＲなんですけれども、発見をしていくとい

うことも大事であります。 

 話せば長くなるんですけれども、例えば、今、

国の指定文化財が２つでありますけれども、今、

市史編纂やってる関係で、ようやく知立神社にお

いては俳壇等を５つ、６つが国指定文化財にリー

チをかけている状況になってきております。また、

せんだっては万福寺も同じように国の登録のほう

にされたわけでありまして、そうした市史編纂の

視点から、その事業から新たな観光資源になり得

るものを今、発見をしているわけであります。 

 また、かきつばたでありますけれども、かきつ

ばたは1000年前に発見されたものであります。業

平が発見してくれたんですけれども、それを売茶

が300年前に新しくしてもらって、そして今、ま

た新しくかきつばた園を、よりＰＲしていこうと

いう、よりいいものにつくり変えていこうという
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ことでやっております。 

 かきつばたは今、八橋が中心になるわけですが、

そうじゃないよと。知立市に入れば、もうかきつ

ばただよというそうした試みということで、今、

都市計画課は市民の皆様方にも育てていただく、

また、シルバー人材センターのほうでは、かきつ

ばたが苗が足りなくなったらシルバーから買おう

ということで、シルバーの造詣の深い方々にも育

てていただいている。かきつばたを鑑賞だけじゃ

なくて産業としても経済振興としてもやっていこ

うということで造園会社の人も頑張っていただい

ておるわけであります。 

 また、知立まつりにおいては、ユネスコに登録

される、これは知立市だけじゃなくて愛知県６団

体あるわけでありまして、６団体が一緒になって

やろうということで働きかけて、今、知事のほう

も山車を日本一にしていくんだということで新た

な部署も立ち上げていただいております。 

 また、知立駅周辺は100年に一度のまちづくり

やってるわけでありまして、ここも観光的なロケ

ーションにもなってくる。また、電線地中化、そ

して建物意匠の統一化とか、ほんとにすばらしい

景観ができてくるわけでありまして、知立駅周辺

はほんとにすばらしい近代的なまちになっている。

そして、ちょっと足を延ばすと本町通りは石畳を

やるとか、知立神社の参道を入っていくところに

は伊勢神宮のおかげ横丁みたいな雰囲気を醸し出

す。また、遍照院のほうも１年に130万人の方が

訪れているわけでありまして、そこも知立駅から

近いわけでありまして、そこもいにしえの雰囲気

を醸し出しす町並みにしていく。とにかく知立駅

周辺は非常に近代的、ちょっと行くといにしえを

感じさせるものが残る、そんな町並みにしていか

なければいけないなと。 

 語り出せばきりがないわけでありまして、ほん

とにたくさんのものがある。それをまだまだ活か

し切れてないというのは、やはりお金を投資をし

ていかないかんなという。投資をして後で返って

くるわけでありますけども、投資をしていく。中

途半端な投資じゃなく、中途半端という言い方は

いかんのですけども、やはりやるものは徹底して

やっていく。 

 だから観光というのは私は究極的には、来てい

いなじゃないんですね。こんないいところなら住

んでみたいなという、住んでいただいて観光は成

功だということをＪＲ九州の社長が前おっしゃら

れたんですね。観光というのは究極的には、いい

まちだな、住みたいな、そういうふうなまちにし

ていくことが観光だよということをおっしゃられ

ておりました。 

 観光でいいものを見ていただくには、まちをき

れいにしていかなきゃならない。ごみ問題もしっ

かり解決をして、ごみは全然落ちてないなという

こと、道路もでこぼこがないな、しっかりと歩道

と自転車道が確保されて歩きやすいな、そんなハ

ード基盤もしっかりしていかなければいけないわ

けでありまして、観光というのは、まち全体が住

んでいる人にとって住みやすいなというものをま

ずつくらないことには、なかなかぜひ来てくださ

いという、観光案内所を設けて、ぜひ来てくださ

いと、やはりまずは住んでいる方が、いいまちだ

よと、住んでる方、７万人がみんなが知立市に来

てくださいという雰囲気にまずつくっていくとい

うことも大事なことかなと思っておりまして、い

ろんな視点から観光というのは考えていかなけれ

ばいけないと思っております。 

○高木委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午前10時55分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午前11時04分再開 

○高木委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○経済課長 

 先ほど川合委員のほうから御質問ございました

観光情報発信システムですか、西三河地区で９市

１町での協議会のことでございますが、予算が私、

630万円から640万円というお話させていただきま

したが、９市１町で702万円ございますので、訂

正させていただきます。 
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○川合委員 

 630万円ではなくて700万円強ということですね。 

 ちょうどその金額の話がありましたのでお聞き

しますが、具体的に今後の事業展開はどんなよう

なことを考えておみえでしょうか。 

○経済課長 

 西三河の広域観光推進協議会という名称になっ

ておりますが、こちらのほうなんですが、現在は

先ほど言いましたように、観光情報発信システム

をウエブシステムを構築中でございまして、まず

は今年度につきましては、こちらの開発をまず重

点的に行っていくということでございます。 

 その後につきましては、９市１町でこれから協

議ということになりますが、合同でいろんなパン

フレット、チラシ等をつくっていくとか、そうい

うことは考えていきたいと思いますが、これもや

はり９市１町の皆さんの御意見を伺ってというこ

とになりますので、よろしくお願いいたします。 

○川合委員 

 ぜひいいアイデアを出して、知立発のこういっ

た組織でもありますので、ぜひ有効に。 

 ウエブで出していくのは、もちろん情報の発信

元も多いし早いですからいいんですけど、具体的

には幸田町なり岡崎市、その駅におりてどこどこ

回って半日ぐらい歩いて、また電車乗って帰って

いくとかね、そういうようなコース設定とかいろ

いろ観光にかかわること、人の動線をえがくこと

は可能だと思いますので、そういうことをやって

いただくと観光がにぎわいづくり、経済効果にな

ってきますので、情報を出して一方通行ではなく

て、来てもらってどういうふうに観光を楽しみ、

お金を使ってもらうとかね、その辺まで考えてい

く。 

 関西方面から観光バスを出して日帰りルートを

設定するには知立市が一番いいんですよね。前も

言ったかもしれませんけど、大阪発で知立市に泊

まって、知立神社から歩き始めて東海道を岡崎市

まで行くと。岡崎市でまた乗って大阪まで帰ると

いうようなことで、その中身はいろいろ変わるん

でしょうけど、往復のバスの時間、そこへ到着し

てから歩いて散策する時間計算すると非常にこの

辺は大阪を含めたその辺の半径のところからはお

客さん呼びやすいところなんです。なので、県内

だけじゃなくて遠方からもお客さんが来て、その

お客さんをいろんなところでもてなせる体制づく

りをぜひ進めて。 

 ということは、今のところ印刷物というような

ものは、パンフレットとかそういったものは、ま

だないわけですか。 

○経済課長 

 今現在では、まだウエブサイトの構築のほうで

皆さんお力をいただいてまして、そういったパン

フレット、チラシについては、まだこれから作成

するということになります。 

 今、川合委員のほうからお話がございましたよ

うに、ルートをつくる、これは私どもせっかく９

市１町圏域でやるわけでございますので、知立市

から先ほどおっしゃったとおり、岡崎市までとか

豊田市までとか、そういったお薦めルートをつく

っていくこともやっていきたいと思っております。 

 また、将来的には経済界の方、また、宿泊業の

関係の方も御協力をいただいて、そういったルー

トをきちっと構築をさせていただきたいと考えて

おります。 

○川合委員 

 そういうふうに事業がどんどん広がっていくと

いうことで、民間の方、ボランティアの方たちが

そこへ参入をしていくというふうで観光を中心と

したネットワークづくり、コミュニティーづくり

ということをこういう組織を中心に進めていただ

きたいと思います。 

 特に申し上げたいのは、やはり拠点づくりです

ね。先ほど市長おっしゃられました案内所とかい

ろんな拠点整備は必要だけど、やはり全体的な市

民意識の醸成が大事だということをおっしゃいま

したが、それはそれです。もちろん大事ですよ。

だけど、核となるものがなかったら進まないです

よ、具体的に。誰がどんな考えがあって、どうい

うふうに話し合いが進むか。いろんな情報は共有

できないので、これはメールでもいいですよ、電
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話でもいいですよ、そういうことじゃなくて、１

時間なり２時間そうやってテーマを提示して、そ

れについて顔を見ながら話し合っていくという、

これがベースですよ。こういう考えでいかないと、

今言われたウエブ構築されてネットで情報を出す、

これはいいです。これは１つの手段ですよ。でも

基本は、やはり皆さんが１カ所に集まって、そこ

で議論をして方向性を決めていくと、これをぜひ

ベースにしていただきたい。 

 市長、先ほど市民的な盛り上がりも大事だとい

うことを言われました。もちろんそれは否定はし

ませんが、ハード的なものをつくっていくこと、

これは非常にそれ同等、またそれ以上に大事なと

ころがあると思いますが、その辺いかがですか。 

○林市長 

 私も川合委員と全く同じであります。決して否

定するものじゃないわけでありまして、例えば観

光案内所をみたいなものは必要かなと思っており

ます。案内所へ行って、やはり案内所自身も、た

だパンフレットを取りに行くというだけじゃなく

て、ちょっと違った機能ができないのか。 

 例えば、参考にさせていただくと、ちりゅっぴ

の部屋という、ちりゅっぴの家というそういう形

にして、観光案内所なんですけども、そこに行く

と何月の何日に今回はちりゅっぴ来ますよ、写真

撮れますよとか、何か１つ、２つ楽しみがそこで

生まれる、そんなものもやっていきたいな。 

 今、経済課長申し上げましたように、観光計画

をつくっておるわけでありまして、その中で当然

位置づけていくわけでありますので、決してそち

ら拠点、案内所を否定するということではござい

ませんので、また御理解いただきたいと思います。 

○川合委員 

 ぜひそのようにお願いしたいと思います。 

 観光ということは、やはりシティプロモーショ

ンの同等ぐらいに大事なことじゃないかと思いま

すね。やはり来ていただいた人が、知立市はこう

いうまちだということを印象深く持っていただく、

来てよかったと思えること。また、２回、３回と

来る。その中には、定住化される方も。この間、

長野県のほうで職員の方、いわゆるシティプロモ

ーションでいろんな観光事業や何かと説明してい

ただいた方、お話聞いたら、その人も東京の方な

んですけど、長野市に来て、ここは住みやすそう

だと。もともとは山登りが好きだったから長野県

に来てたらしいんですけど、住んでも東京よりい

いということで移り住んで市役所の職員をやって

みえましたけどね、そこにつながれば一番いいで

すが、まず知立市の歴史的な資産、観光資源をし

っかりと活かしていただきまして、せっかく知立

市が発案していただきました西三河の連携ネット

ワークを活用して、さらに有効な観光事業を展開

していただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○高木委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○池田福子委員 

 ページ数で25ページなんですけれども、社会福

祉総務費の部分の011、生活困窮者自立支援事業

に対して550万円の減額ということなんですけれ

ども、これからやっていこうと、これから充実さ

せていこうという事業なんですけれども、この減

額の意味をまずお聞きしたいんです。 

○福祉課長 

 当初予算を組んでる段階で、生活困窮者の知立

市規模の国庫負担額の基準が2,000万円でござい

ました。 

 年が明けて国のほうの予算は平成27年度になっ

てから決まってるんですけれども、その段階で予

算が組み終わった後で内示があったのが1,450万

円が上限になりました。社会福祉協議会と協議さ

せていただいて1,450万円の事業費まで削減をお

願いしたというのが経緯でございます。 

○池田福子委員 

 ただ、この事業これからやっていこうという典

型的な例ですよね。例えば、相談事業にしてもそ

うですし、住居の確保にしてもそう、それから若

者サポート、もう一つは、一般質問でもさせてい

ただきました学習支援も平成28年度からは予算取

りを精査してつけていく方向にありますからとい
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うことで、ですから、これで足りてるんでしょう

かね。 

○福祉課長 

 今回、減額補正をさせていただいたのは、生活

困窮者の自立相談事業の部分でございまして、そ

のほかの事業というのは個別に予算計上させてい

ただいておりますので、ここについては立ち上が

りの相談件数等を見ても十分足りてる状態かなと

今、思っております。 

 以上です。 

○池田福子委員 

 相談事業のほうで減額と、相談事業に限り減額

というふうに考えればいいということですね。で、

足りるわけですね、それはね。 

 そうしましたら、学習支援のほうも聞かせてい

ただきたいんですけれども、これは来年の話なん

ですけれども、学習支援もそれ相当の金額として

必要ということになってくると思うんですね。そ

のときに、これは絶対削れないものだと思うんで、

福祉子ども部長も予算の確保に頑張りますと。そ

れから、副市長も精査して予算の確保をしてまい

りますということを約束していただきました。単

に国からの金額がおりなかったからといって、今

度は削るところがないからということはないと思

いますけれども、お答え願えますか。 

○福祉課長 

 国のほうの今回８％から10％の消費税アップの

福祉部門においての大きな議論の焦点は、子供の

貧困というところになるかなと思っておりまして、

その部分については、やはり福祉課としては積極

的にやっていきたいというふうには思っておりま

す。 

 あと、事業費については、やはり国庫補助の範

囲の中で、十分、事業費等精査させていただかな

ければいけないかなというふうには思っておりま

す。 

 以上です。 

○池田福子委員 

 その学習支援のほうは、今の考えでは、こうい

う問題があったとしても予定どおり進められると

いうことで考えればよろしいですか。 

○福祉課長 

 あくまでも平成28年度当初予算に計上できるか

できないかが問題でございまして、その部分につ

いては、予算取りについては予算要求等はさせて

いただきたいなとは思っております。 

○池田福子委員 

 もちろん始まるのは平成28年ですけれども、そ

れまでにお願いしなきゃいけないのは、今お願い

しなきゃいけないわけですね、ＮＰＯのほうには

ね。それから場所取りもあるし、どういう子たち

を対象にしようというのは今からやっていかなき

ゃいけないことなんですよ。 

 スタートそのものは来年、平成28年の４月なん

ですけれども、段取りとしては今スタートは遅い

ぐらいなんですね。その辺をお考えいただいて予

算取りのほうをしっかりしていただきたいと思う

んですが、副市長、この辺は精査してそれは努め

るとおっしゃっていただきましたので、まさかの

ことはないと思いますけれども、お願いいたしま

す。 

○清水副市長 

 これは本会議で福祉子ども部長も私も同様に申

し上げましたけども、この学習支援については昨

年、一昨年度から、もやいこハウスとか学習支援

のほうで何とかお願いできないかというようなこ

とも担当のほうもいろいろお話をさせていただく

中で、なかなかその辺の対応が難しいというよう

なことで実現に至ってないというような経緯もあ

るというふうに私は理解をしておりますので、今、

担当が申し上げましたように、そういった受け皿

ですね、ＮＰＯ等との調整ができてくれば、これ

はぜひやっていく必要のある事業だというふうに

私は考えております。 

○池田福子委員 

 その気持ちを絶対に守っていただきたいと思い

ます。子供の貧困は、おいおいはまた大変な問題

を含みますもんで、ぜひお願いしたいと思います

ので。 

○高木委員長 
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 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 議案第55号 平成27年度知立市国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 議案第57号 平成27年度知立市介護保険特別会

計補正予算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○池田福子委員 

 ちょっと確認だけさせていただきます。 

 特養が何度も何度も、２回ですよね、延伸しま

したけれども、これ、最終的にはどうなるのか、

今の進捗はどうなのかを教えてください。 

○長寿介護課長 

 特養の建設の件でありますが、机のほうに配付

させていただきました資料のほうを見ながら説明

のほうをさせていただきたいと思います。 

 大変お待たせいたしました特養のほうですが、

補助金のほうを確定いたしまして、開発許可のほ

うも平成27年８月11日におりております。着工が

平成27年の10月になっておりますが、まさしくき

ょう９月18日なんですが、パティオのほうで入札

のほうをやっておるところです。 

 工事のほうは10月中旬に入りまして、竣工が平

成29年１月31日、事業開始が平成29年３月１日と

いうふうになっております。構造につきましては、

鉄筋コンクリートの２階建てであります。特別養

護老人ホームが60床とショートステイのほうが20

床というふうになっております。 

 以上です。 

○池田福子委員 

 こういう書面が出てきたということは、これは

もう確定で、入札はきのう、きょう。 

○長寿介護課長 

 きょう入札を多分、今やっているところだとい

うふうに聞いております。 

○池田福子委員 

 でも施設名はわかってるから、入札するところ

ももうわかってるということでいいんですよね。 

○長寿介護課長 

 施設名かおんとなっておりますが、これはあく

までも仮称でありますので、まだ今から名前のほ

うは確定したものではございません。建てること

は間違いありません。 

 今やってるのは、法人のほうが発注する入札を

きょうやっておるということです。清流会のほう

がパティオの会場で建設会社を決める入札をきょ

うやっておりますのでということで御理解いただ

ければと思います。 

○池田福子委員 

 わかりました。だから、清流会はもう決まって

いると。どこに発注するかを今、入札途上だとい

うことなんですね。 

 これ、見させていただいて、特別養護老人ホー

ムは60床で短期入所が20床で、計80床のベッド数

ということでよろしいわけですね。日にちもこれ

で確定で、平成29年４月からは入所開始のような

感じでよろしいということですかね。 

○長寿介護課長 

 事業開始が３月１日となっておりますので、３

月１日に開始をする可能性があります。 

○高木委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 
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（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 議案第58号 平成27年度知立市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 認定第１号 平成26年度知立市一般会計歳入歳

出決算認定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○小林委員 

 平成26年度の主要成果において60ページですね、

敬老金等支給事業ということで475万800円という

計上がしてあるんですけど、数え年80歳502名、

88歳184名、100歳が12名、最高齢者記念品が商品

券ということでありますけど、この最高齢者以外

の方はどのような記念品を配ってみえるのか。 

○長寿介護課長 

 敬老金等支給事業についての説明をさせていた

だきます。 

 まず、80歳の方ですが、502人に対しまして

5,000円の現金ということで251万円、88歳の方に

つきましては184名の方に１万円の現金支給で計

184万円、100歳の方につきましては12名の方に３

万円の現金支給で36万円、最高齢者の方の記念品

といたしまして商品券３万円を支給しております。 

 以上です。 

○小林委員 

 そうしますと、数え100歳までの方は、これは

現金で支給ということですか。 

○長寿介護課長 

 現金で支給しております。 

○小林委員 

 この最高齢者３万円の支給という、ここは何名

ほどみえるのか、その辺をお願いします。 

○長寿介護課長 

 最高齢者は１名です。 

○小林委員 

 １名ということですね。この商品券におきまし

ては、これはどういうような内容、例えば、全国

共通の商品券なのか、その辺は買うときにはどう

いうふうな、商店街で利用するとか、そういうと

ころを商品券の種類というか、その辺を教えてく

ださい。 

○長寿介護課長 

 たしか知立市だけとかそういう地域的なもので

はなく、全体的に使える商品券だったというふう

に記憶しております。 

○小林委員 

 最高齢者１名ということで商品券３万円って、

これが金額が多いようならば、例えば、プレミア

ム商品券みたいに知立市限定で使えるような商品

券にしてもらおうかと思ったんですけど、１名し

かみえないなら現状のままでいくしかないわけで

すね。 

 もう一点、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助

成事業、82ページですね。ワクチン接種に関しま

して、65歳、70歳、75歳、５歳単位で決まって接

種してもらうようにということで案内が市から出

てるかと思いますけど、例えば、５歳単位の５、

10、ゼロで決まっていくところ、もし忘れた場合

はどのような状態になってきますか。 

○健康増進課長 

 予防接種の打ち忘れについての対応でございま

しょうか。そちらのほうに関しましては、とりあ

えずこの定期の予防接種が平成26年度の10月から
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始まりました。今後の５歳終わりました後の内容

につきましては、厚生労働省が定期で決めてまい

りますので、その対応によりましては打てれる可

能性もありますし、対象外ということをされる可

能性もありますので、今の段階ではわからないと

いうのが現状でございます。 

○小林委員 

 そうしますと、平成26年度から毎年通知は出し

てみえるわけですか。 

○健康増進課長 

 ことしも対象の５歳刻みの年度の方に送らせて

いただいております。 

 ただ、定期ではございませんが、その間の方の

救済と申しますか、そういう制度で任意の予防接

種事業というものを75歳以上の方に関しましては

平成26年度後期高齢医療受給者証を持っていらっ

しゃる方になるわけなんですけれども、その方に

関しましては、打っていただけるような別の施策

を持ってはございます。 

○小林委員 

 私も対象者でありまして、忘れていたものです

から、３月のときに肺炎になりまして、苦しい思

いをしました。 

 そうしますと、75歳からのということでなって

きますと、70歳は飛び越えて75歳、任意でやる場

合は、これはいつでも予防接種できるということ

ですか。 

○健康増進課長 

 任意の打っていただける期間でございますが、

こちらのほうは医師会のほうに委託してございま

して、今年度に関しましては、７月１日から３月

31日までの委託とさせていただいております。 

 ただ、条件がございまして、任意の場合は、平

成25年から任意の事業が始まっているわけなんで

すが、過去にこの制度を受けた方は対象外でござ

いますし、過去５年以内に同じ予防接種を打って

いらっしゃる方は副反応が増強されることもござ

いますので、５年間はあけていただくという条件

がございます。 

○小林委員 

 ちょっと再度確認させていただきますけど、こ

れは65歳以上、５歳刻みでいってるわけです。一

旦受けられた方が５年、10年過ぎたというケース

になってきますと、再度受けれる、それとも１回

打っておけばかかることはない、ゼロとは言えな

いんですけど、その辺のことはどうでしょうか。 

○健康増進課長 

 今の効果についての御質問と受け取らせていた

だいてよろしいでしょうか。効果につきましては、

１回予防接種を高齢者肺炎球菌ワクチンを打って

いただきますと、今のところの状況ですと、そち

らが５年間たつと効果が下がってくるいうふうに

はなっております。それで５年後にもう一回新た

に、５年後もしくは５年以上たってから追加され

ると、１回打った予防接種の半分ぐらいの予防効

果というようなふうにはなっていると文献では載

っております。 

 ですので、打たれないより２回目打たれたほう

がいいかと思いますが、これもまだ高齢者肺炎球

菌ワクチンは入ったばかりでございまして、３回

目の予防接種につきましての効果ですとかそうい

ったところが日本の中ではまだ始まったところで、

３回目の効果についての文献ですとかそういった

ものが少ないということにはなっております。 

○小林委員 

 ２回、３回というか、まだ効果に対しての事例

は出てないということですね。例えば、一番初め

65歳で打ちまして、５年、10年、15年あと、２回

目、３回目打っていく場合には個人に対しての補

助はしてもらえるような制度になってくるのか、

その辺はどうでしょうか。 

○健康増進課長 

 今後の定期の予防接種に関しましての扶助の関

係の御質問でよかったでしょうか。定期に関しま

しては、今のところですと、１回打った方は対象

外ということになっておりまして、それは先ほど

申しました効果の部分で費用対効果があるかとい

うことの研究がまだ出されてないということかな

というふうに思っております。 

 ですので、今後65歳で１回打った方が２回目を
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打たれることに対しての厚生労働省のほうがどの

ように考えていくかということは、まだここの段

階では未定になってるということを申し上げるこ

としかできないです。 

○小林委員 

 そうしますと、市のほうから案内が来たときに

は、絶対に忘れてはいけないということですね。 

○健康増進課長 

 定期の予防接種ということで御案内申し上げて

おりますので、御自身の健康の支えにしていただ

くためには、ぜひ打っていただくようにお願い申

し上げたいと思います。 

○高木委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○神谷委員 

 それでは、少しだけ質問させていただきます。 

 主要成果報告書の97ページ、３目観光費でござ

います。ここに歴史・史跡に恵まれた知立市の観

光資源を活かした各種観光行事の充実に努め、地

域の活性化を図りますというふうに書かれており

ます。観光による地域の活性化ということですね、

私は経済効果がないと活性化するということがな

いというふうに思いますけれども、この点、いか

がでしょうか。 

○経済課長 

 観光事業には２つ目的があると思います。 

 １つは、先ほど川合委員おっしゃってましたシ

ティプロモーションということで、やはり知立市

に来ていただく、知立市を知っていただく、そう

いった部分での目的、効果があるかと思います。 

 もう一点は、先ほど神谷委員の申しましたとお

り経済効果、商業振興を含めた形で、どのように

観光と結びつけていくかという部分があるかと思

います。 

 私どもこの観光事業を進める上で、この２点に

ついて考慮しながら観光事業を今後、進めてまい

りたいと思っております。 

○神谷委員 

 ２点で、シティプロモーション知ってもらうと

いうことと、経済効果ということがあるというふ

うに認識をされておるということでございます。 

 私は経済効果しかないのかなと思ったんですけ

ど、知ってもらって、その先に何があるのかなと。

来てお金使ってほしいなということが多分あると

思うんで、経済効果が出ない観光事業というのは

ないのかなという気がいたしますけれども、この

下のところに、主な観光事業ということで、知立

まつり、かきつばたまつり、よいとこ祭り、主な

観光事業ということで３つ載ってあります。挙げ

られておりますけれども、この３つの観光事業で、

それぞれどれぐらい経済効果があったのか、これ

は調査をされておられますでしょうか。 

○経済課長 

 こちらにも参加者数とか入場者数等は載せさせ

ていただいております。 

 ただ、経済的な効果という部分では、私ども調

査はいたしておりません。 

○神谷委員 

 今までそういう点がおざなりになっておったの

かなという気がいたしますので、先ほど申し上げ

ました繰り返しになりますけれども、しっかりと

した経済効果があっての観光だと思いますので、

その辺しっかりと研究したりとか、統計をとった

りしてやっていってほしいと思います。 

 よく知立まつり、かきつばたまつり、知立の弘

法命日が知立市の３大観光事業だというふうによ

く言われますけれども、各行事の参加人数、これ

多分去年のものなんでしょうけども、どれぐらい

か教えてください。 

○経済課長 

 まず、知立まつりにつきましては、昨年度31万

5,000人ということでございます。本祭りに当た

りましたので、また昨年度は山鉾の全国大会があ

りましたので、参加者数というか入場者数が多ご

ざいました。 

 それから、弘法さんのほうにつきましては、

126万6,000人ということで年間の入場者数でござ

います。 

 それから、かきつばたでございます。期間中で

ございますが、18万人ということでございます。
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よろしくお願いします。 

○神谷委員 

 弘法さんに関しては、先ほど市長が130万人と

言われて、昨年は126万6,000人と、断トツに弘法

さんに関しては人数が多いんですけれども、これ、

一番人数が来ている割には市としての関与が少な

いと思いますけれども、何かそのようなものに理

由か何かあったら教えてください。 

○経済課長 

 今のところ私ども、神谷委員のおっしゃるとお

り、市としては関与をしていない部分が多ござい

ます。なかなかどのような形で私ども関与をして

いくかという部分ということは問題がその辺の考

慮しておるわけですが、いろいろ考えておるわけ

ですが、なかなかその点について見つからないと

いう部分があります。 

 ただ、施設につきましては更新を考えていかな

いけないと。例えば、弘法山公園のトイレがござ

いますが、こちらのほうも大分古うございまして、

いろいろ御不便をかけておる部分がございます。

こちらにつきましても改修していくのか、またそ

のまま引き続きするのか、これは市の予算の関係

もございますので、そちらも深めながら考えてい

きたいと思ってます。 

○神谷委員 

 しっかりやっていただきたいと思いますし、ど

うやっていいかわからないというのが現状じゃな

いかなと思います。 

 去年は126.6万人ということですけど、ここ二、

三カ月、天候が不順なこともあって、かなり来て

いただく人が減っていると。大体１年で見ると

126万人ということですので、10万人ぐらいの方

が大体毎月来ているという計算になるんですけど

も、とても毎月10万人来てるなというような実感

はありません。 

 また、その辺、多分人数に関しては遍照院の発

表でお話をされてると思いますけども、よく市民

部長も来ていただいて見ていただいていると思い

ますけども、よく見ていただいて、実態を把握し

ていただきたいというふうに思います。 

 弘法さんで弘法通りをとめてやるのは、現在は

弘法さんだけじゃなくてＮＰＯ法人バザール知立

が道の市を開いて、私が見る限り、弘法さんより

も多くの人が道の市に集まっているような気がい

たします。この道の市の来訪者、これは統計をと

っておられるのか教えてください。 

○経済課長 

 道の市のほうでございます。私のほうもたびた

び訪れさせていただいております。多数の皆さん

が来られておりまして、成功されてるかなと私は

感じておるわけでございます。 

 ただ、私ども、入場者数等につきましては、市

のほうとしては把握しておりません。 

○神谷委員 

 把握されておらんということですね。なかなか

バザール知立の考えもあって連携ができてるかで

きてないかということがあると思うんですけれど

も、バザール知立、国からの補助金をもらったり

して、今後10月11日に周年事業をやるんですけれ

ども、周年事業を定期的に行っております。 

 ですけれども、財政は非常に厳しいというふう

にいつもおっしゃっておられます。道の市を観光

事業として市として業務委託をしていくとかそう

いうようなことはお考えなのかどうなのか、お話

をしたことがあるのか、その辺を含めましてお答

えをいただきたいと思います。 

○経済課長 

 道の市のほうでございますね、今、神谷委員お

っしゃったとおりに、国の予算、まちづくり補助

金ですかね、こちらのほうを私どものほうもお手

伝いをさせていただきまして、額は覚えてないん

ですが、相当な額を国のほうから補助金とした形

で周年事業をされたと思います。 

 そういったことで、私どもとしては、市として

財政的なところで補助をするのは、私どももこれ

から協議という形になると思いますので、今この

場ではどういうことというのは話すことはできま

せんが、国・県の補助金等で御紹介できるものが

あれば今後もそういったことをお話をさせていた

だきたいと思っております。 
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○神谷委員 

 相手のあることですので、向こうが要らないと

いうことまでする必要はないと思いますけど、い

ろんな情報を教えてあげていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○高木委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○中野委員 

 １点だけお願いします。 

 ４款１項６目の環境衛生費の中の自然エネルギ

ーに関する補助金交付事業に関してでございます。

具体的に言いますと、主要成果報告書の87ページ、

こちらのほうに自然エネルギー関連と申しますと

太陽熱高度利用システム設置費補助金、また、太

陽光の発電設備設置費補助金、この２事業でござ

います。こちらについて、この平成26年度の実績

というか、実施した交付内容の説明、簡潔にお願

いいたします。 

○環境課長 

 太陽熱高度利用システム設置補助金、こちらの

ほうは地球温暖化防止対策の一環として太陽熱シ

ステム、こちらのほうの設置に対する費用で補助

金を交付しております。 

 こちらのほうの実績としましては、件数で平成

26年度６件、32万円。２つパターンがあるんです

けども、強制循環熱変換システムというシステム

については、１基８万円、自然循環太陽熱温水器

は１基４万円、こちらのほうで６件で32万円とな

っております。 

 また、太陽光発電設備設置整備事業、太陽光の

設置ですけども、こちらのほうも地球温暖化の防

止対策の一環として太陽光の発電の設置に対する

費用の補助金でございます。こちらのほうは件数

で平成26年度134件、金額にしまして1,510万

1,000円となっております。こちらは４キロワッ

トを限度としまして、１キロワット４万円の補助

となっております。 

 以上でございます。 

○中野委員 

 こちらの補助交付事業ですけども、昨年度、平

成25年度の実績に比べましても大幅に減少してお

るかと思います。こちら過去、太陽熱のほうは平

成24年度ございませんでしたかね。この２つの事

業について、平成24年、平成25年と比較して平成

26年どのような傾向にあるか、御説明お願いいた

します。 

○環境課長 

 太陽熱利用システムのほうにつきましては、平

成24年度が19基、平成25年度18基、平成26年度が

６基でございます。 

 太陽光の発電のほうにつきましては、平成24年

度が222基、平成25年度が159基、平成26年度が

134基となっております。 

 以上です。 

○中野委員 

 少しずつ落ちておった中で、この平成26年度に

がくんと落ちたということでございました。こち

らのほうの補助申請の伸び悩みという原因どうい

ったように分析されておられますでしょうか。 

○環境課長 

 太陽光のほうにつきましては、補助金の単価で

すね、中電の電力固定の買い取りプレミアム価格

がちょっと変わって、平成24年度に42円、平成25

年度が38円、平成26年度が37円というふうに下が

ってきてることございますし、当初より設備価格

は安くなってきてるとはいえ、必要最低限のもの

ではないというそういう意識と一般家庭の普及が

少し落ちついてきたのかなという、そういうふう

に考えております。 

 以上です。 

○中野委員 

 一般家庭の普及が少し落ちついてきたと、この

落ちついてきた理由というのはどのようにお考え、

分析されてますでしょうか。 

○環境課長 

 やはりこの制度の開始当初というのは、そうい

う環境意識の高い住民という方の利用が続いてい

くかと思うんですけれども、こうした層への浸透

が一巡してきたのかなというふうに考えておりま
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す。 

 昨年も落ちてますので、今年度から集合住宅、

こちらのほうにも補助していこうということで予

算計上しておるわけなんですけれども、こちらの

ほうも、残念ながら今のところ１件もないような

状況でございます。 

 以上です。 

○中野委員 

 このように伸び悩む中で、見直しを行って集合

住宅も対象にしたということでございました。こ

としもその中間ではございますが、少し伸びが悪

いなということでございます。 

 こちらのほう伸び悩む中、やはり補助金に使い

づらいというところがあるのではないか、そのよ

うに考えております。制度の新たな見直し等考え

たことを今、検討しておられるんでしょうか。 

○環境課長 

 ちょっと伸び悩んでいるということで、太陽光

発電そのものの制度ということは今のところ検討

してないわけですが、ＣＯ２削減、そういった意

味では太陽光発電だけではないと思いますので、

平成27年度から県のほうも発電した電気を自宅で

効率的に利用する、災害時にも利用できるような

仕組みの補助金を開始しておりますので、当市と

しましても、県の補助がつくということで、平成

28年度実施をしていきたいなというふうに当局の

ほうでは考えております。 

 以上です。 

○中野委員 

 そちら蓄電という設備に対して補助ということ

を今検討しておるということでよろしかったでし

ょうか。 

○環境課長 

 そのとおりでございます。 

○中野委員 

 確かに、おおよそ一巡してきたと、太陽光設備

も本市においては普及してきたのではないかとい

うことで、伸び悩みという原因が見られたという

ことでございました。 

 そして、新たに次は皆さん市民の方は何を望ま

れておるのかというところで蓄電に対する補助も

検討していくということでございました。 

 こちらのほう県のほうから支出金を充当してお

ると思うんですけども、県支出金、今後の行方と

いうのはどのような情報をつかんでおられますで

しょうか。 

○環境課長 

 愛知県のほうは、平成27年度から住宅用地球温

暖化対策設備導入補助金という制度を設けており

まして、先ほど申しましたように、災害時にも電

力を確保できる仕組みということで、家庭用エネ

ルギー管理システムＨＥＭＳ、燃料電池、蓄電池、

電気自動車充電設備、こういったものの施設に対

して国からの補助も入っておりますので、国並び

に県の補助金、こちらのほうを補助している状況

でございます。 

 県のほうは、さらに平成28年度からは一般家庭

ではなく集合住宅、こちらのほうにも導入を検討

しておるということで、国・県ともそういった施

設の力を災害にも利用できるという発電システム

に対する補助金を力を入れてきてますので、当市

としましても、温暖化という意味で推進をしてい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○中野委員 

 温暖化もそうですけども、こちら災害対策とい

う面も強いということでしょうかね。蓄電とかに

なると非常時に使える、こちら電気会社との契約

等々もあると思うんですけども、こちらのほう法

整備というか、補助金の交付要綱つくるときに、

そういったものを今のところ整備されておるので

ございましょうか。 

○環境課長 

 まだ今、実施計画、予算等の時期に入ってきま

すので、当局としましては、ぜひということでお

願いしていくんですけれども、その予算との絡み

もございますので、まだそういった法整備的要綱

等の設置については検討しておりません。 

○中野委員 

 今、検討段階ということで、こちらの蓄電池等
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に対する補助金交付事業というのは、まだ実現さ

れるかわからないということでございましょうか、

それともやっていくという今、意気込み見せてい

ただいたのか、そこの辺をお願いいたします。 

○環境課長 

 私の環境課としては、ぜひやっていきたい。平

成27年度におきましても、近隣市でおきますと碧

南市、安城市、刈谷市等もやってますので、ぜひ

うちとしてはやっていきたいということで要求は

していきたいと思っております。 

 以上です。 

○高木委員長 

 ここで午後１時まで休憩します。 

午前11時59分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後０時58分再開 

○高木委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○健康増進課長 

 大変申しわけございません。先ほど小林委員の

ほうからいただきました質問の中で、任意の予防

接種の開催年度が間違っておりました。 

 平成25年度と申しましたが、平成24年度の誤り

でした。訂正させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○中野委員 

 先ほど環境課長に新たな取り組みということを

御披歴いただきました。今回、特に太陽光発電設

備の設置整備事業、こちらの補助金の交付事業で

ございますが、だんだん予算額も減っておって、

またさらにこの申請件数も減り不用額もふえてお

るという状況でございます。やはりここは一度見

直しが必要ではないか、そんなことと思います。 

 また、県のほうですね、新たに住宅における地

球温暖化対策ということで新たな補助金何項目か

整備されたところでございます。 

 このように補助金の目的というのは、知立市が

進める環境に配慮した暮らしへの転換の施策を推

し進めるために行っておる補助金交付事業、その

ように感じております。ぜひ蓄電池等新たな施策

について、新たな補助金を交付していく、そうい

ったことが必要だと思いますが、市長、この辺に

関しまして、どのような思いでございましょうか。 

○林市長 

 新たな補助金を御紹介いただきました。ＣＯ２

削減ということ、また、原発に頼らなくてもいい

ような社会環境をつくっていくということからも

自然エネルギーを普及させていくということは非

常に大事なことだと思っております。 

 新しい補助金、補助制度をしっかりと平成28年

度はつけてまいりたい、計上してまいりたいと考

えております。 

○高木委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○川合委員 

 それでは、１項目だけ質問させていただきます。 

 96ページの商工振興費であります。補助金とし

て街路灯関係で何項目かの補助金が出ております。

電灯料の補助、設置補助等がありますが、まず上

の表の上の段の電灯料の補助金ですが、ここ二、

三年の間に補助率が変更というか、改善されてい

るというふうに私はとるわけですが、当初の補助

率、そして、ここ一、二年の変化についてお聞か

せください。 

○経済課長 

 電灯料の補助につきましては、平成25年度まで

につきましては補助率が40％でございました。今

回、ＬＥＤに関しまして、交換した場合につきま

しては、平成26年度から50％の補助率ということ

になっております。 

○川合委員 

 いろいろ本会議でも夜間の安全対策としての機

能もある関係上、省エネ化し、さらに補助率も何

とか上げていただきたいと。 

 補助率を上げていただきたいというのは、それ

までの間、平均二十四、五％だったと思います。

やっと半分になったわけですが、近隣都市と比べ

てこの辺の数字はどんなふうなんでしょうか。補

助率というか、そのパーセンテージは近隣と比べ

てどんなふうなんでしょうか。 
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○経済課長 

 近隣市の補助率の資料を持ち合わせておりませ

んので、後ほど御説明させていただきます。 

○川合委員 

 ぜひまたお聞かせください。 

 これまでのいろいろな報告とか数字確認したと

ころ、従前よりかなり前から50％前後の補助の市

町がやっぱり多かったように思っております。Ｌ

ＥＤ化して補助率も上がったということで、商店

街の方たちは非常にそれまでと比べて経営的、運

営的には楽になったというふうに感じております。 

 補助率が上がり、そして電気料自体も全体の消

費量も下がってきたわけですが、ＬＥＤ化が全体

のどのぐらい進んだか、割合がわかるでしょうか。 

○経済課長 

 今年度、３発展会を含めまして88％でございま

す。 

○川合委員 

 今年度で88％ということでよろしかったですか。 

 大分進んできたということで、評価できる数字

だと思っております。 

 ここに記載してあります街路灯の数を足します

と大体500基弱ぐらいの灯数があるわけですが、

400灯ぐらいがＬＥＤ化されたということに承知

させていただきます。 

 そうしますと、補助率は上がりましたが、全体

の金額は削減されているというふうに解釈できる

ような気がするんですが、消費電力も３分の１と

か４分の１になり、ただ、中部電力との契約がそ

こまで細かくなってないので、もう少し削減率が

違うかもしれませんが、全体の補助金額について

はどのような変遷になっておるのでしょうか。 

○経済課長 

 平成25年度につきましては、主要成果報告書の

96ページに関しましてですが、平成26年度はそち

らのお開きのとおりの街路灯の補助金額でござい

ます。 

 平成25年度につきましては、一番上の知立市商

工会のほうには270万7,000円、その下の知立中央

通り商店街協同組合のほうには39万円です。知立

市銀座通り商店街協同組合については17万8,000

円でございます。 

○川合委員 

 前年度の数字は、今この中から見ていただきま

したかね。前年度と言いますか、前年度と比較す

る数字は、その二、三年前じゃないとＬＥＤ化す

る前の数字と比べられないので、また後日でもい

いですが、補助率がまだ低かった時代、24％ぐら

いだった時代、そのころは補助率は少ないですが、

街路灯自体が80ワットの水銀灯が２つも３つもつ

いてるような状態だったので、かなり金額的にも

っと多かったような気がします。 

 何が言いたいかといいますと、ＬＥＤ化、省エ

ネ化していきますと補助率は上がって、商店街と

しても運営が楽になりますが、金額として従前よ

りもかなり削減できておると思います。今回、毎

月ごとのいろんな商店街ごとに中部電力から来る

請求書を去年の数字と比べますと３分の１以下に

なっているところも結構多いですね。そうなって

くると、全体の金額が下がるのであれば、ちょっ

と説明がうまくいってないかもしれません、補助

率が上がっても全体の金額下がれば、市として補

助する金額は下がってきます、必ず。そうした場

合に、前からもお話しておりますが、街路灯とい

うのも夜間の安心・安全のまちづくりといいます

か、防犯機能を非常に兼ね備えたものであります。

いわゆる町内が運営して防犯灯と同じ役目をして

おるわけでございますので、できれば割合ではな

くて金額的なものを、設置についてはそのお店、

商店街ごとが資金負担することはわかりますが、

電灯料については100％補助に切りかえていただ

くようなことっていうのは、この先どうかなと思

いますが、いかがでしょうか。 

○経済課長 

 電灯料につきましては、今、予算の範囲内で補

助金の交付をさせていただいております。今後、

100％になるということが見込まれれば、またそ

の現状の予算の範囲の金額を超えるようなことが

ないようであれば、100％につきましても検討は

させていただきたいと思っております。 
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 それから、先ほどの電灯料の補助率の改正でご

ざいますが、先ほど平成26年と私、申しましたが、

申しわけございません、平成25年の４月１日に要

綱改正しておりまして、それから50％になってお

ります。 

○川合委員 

 こういう時代で、いろんな商店街の形成も非常

に困難な難しい時代になっております。今まで東

日本大震災以降、電力会社もいろいろ事情がある

でしょうけど、電気代が高騰し、それぞれの発展

会のお店が集金してお支払いするんですが、年間

集金するお金のほぼ倍ぐらいの請求額になってる

んですね。 

 残りの分につきましては、50％補助になったの

で大分カバーできてはいるんですが、それまでの

間は毎年毎年、街路灯事業については赤字決算が

ずっと続いてました。だから、それを非常に危惧

いたしまして、３年前に省エネ化と同時に補助率

のアップと設置についての補助もいろいろお願い

してきて今に至るわけでございますけど、これで

やっと80％に達成すれば、それぞれのお店も運営

が楽になると。 

 でも、しかし、老朽化すれば市がやってくれる

わけじゃないですね。それぞれのお店がやらない

かんとなると、15年から20年の間にそれの相当額

の今の規定だと半分設置補助がありますけど、残

りの金額、例えば30万円かかれば15万円は１店舗

当たりためないかんですね。それをきちんとして

積み立てていくには、やっぱりそんな楽じゃない

ですね。１基当たりが30万円で灯数が20基あれば、

それ掛ける20だし、30基だったら30掛けることに

なりますので、数百万円から1,000万円単位ぐら

いの貯蓄を十数年までにはやらないかん。 

 となってくると、電気代で今後どうなるかわか

りませんが、毎月、毎年出していくということは、

将来的にメーンの街路灯事業が続かなくなるんで

すよ。これは先見れば大体推測できることです。

ですから、今でも１つの商店街、大分衰退したと

ころなんかだとまばらになってたり、あったりな

かったり、街路灯の間の防犯灯があったりね、い

わゆる商店街形成ができていないんですよ。です

から、設置は何とか自力でやるにしても、その後

の運営費を何とか省エネ化することによってうま

く補助ができていけば商店街形成やら、まちの安

全も街路灯事業で今後も進めていけるという、こ

ういう将来的な非常に展望に立ってみると、虫の

いい話かもしれないですけど、電気代の補助とい

うのは非常に大きい意味を持ちます。 

 消費電力の大きかったときは、全部補助をして

くれなんていったらえらいことになりますけど、

今はそうじゃないです。当時の金額よりもかなり

安くなってるはずですので、ぜひ防犯灯とある分

では同じ考え方をしていただいて、その方向にぜ

ひ進んでいただきたいと思いますが、もう一度、

御答弁お願いします。 

○経済課長 

 街路灯につきましても、防犯灯という意味合い

もございます。あとは、商店のほうへ呼び込むと

いうこともあります。そういった観点から、街路

灯につきましても、やはり予算の範囲内でござい

ますが、できる限り補助のほうを考えてまいりた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○川合委員 

 よろしくお願いいたします。 

 今、500灯ですが、これがどんどん火が消えて

いくということが、商店街の衰退を意味するわけ

で、行政としてできる、何でもかんでも補助をお

願いするわけではありませんが、メーンの事業で、

今後地域との関連の深い事業ですので、ぜひその

辺は御考慮いただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 次に、97ページの観光費であります。その次の

98ページに項目的には分かれておりますけど、よ

いとこ祭りで445万9,000円の決算出ておりますが、

外部委託をされたのは今年度からでしたでしょう

か。 

○経済課長 

 外部委託は今年度からでございます。 

○川合委員 

 その外部委託に至った経緯と、ことし開催され
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た結果を見て評価、もしくは反省点等がありまし

たら御披歴ください。 

○経済課長 

 外部委託につきましては、昨年度まで市民の方

お手伝いしていただきまして行っておりました。

昨年から場所をこちらのほうへよいとこ祭りにつ

きましては駅前から市役所周辺ということで変更

させていただきました。 

 いろいろ問題点があったわけでございまして、

そういった中で、知立駅前のときはその商店街の

活性化という部分ございまして、商店街の皆さん、

また、市民の方々にも手伝いをしていただいてお

りましたが、今現在で市役所の周りということに

なりますと、やはり市の施設ということもござい

ます。また、市民の方々のほうからアンケート調

査やったところでもいろいろ問題点がございまし

て、そういった観点から今回委託ということで、

全面的に業者のほうにお願いするということにな

りました。 

 評価といたしましては、今回、委託を出させて

いただいたことによりまして、いろんな催し物、

路上総踊り以外にもいろんなキャラクターのショ

ーとかも含めさせていただきまして、また、昨年

は雨でございました。今回は平成27年度、好天に

恵まれたということもございまして、約２万人と

いう入場者数が参加していただきましたので、そ

ういう意味では成果よかったということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○川合委員 

 お祭りとしては一定の成功をおさめたのではな

いかというふうに感じております。 

 昨年も一昨年も非常に雨が降っちゃって大変だ

ったですね。ことしは非常にいい天気で、動員数

も多くて、特に飲食関係のところも外部委託です

から運営される方はプロですので、大体このぐら

いの人数に対してこのぐらいのお店の配置だとい

うことでやられたんでしょうが、どこもすごい行

列で、なかなか思うように買えなかったり、不便

をされた方もいるようです。その辺が改善される

か。もし駐車場とこちらの庁舎の間の道も使える

ならあの辺も使ってもいいかなというような感じ

もしておりました。 

 以前、知立中学校で開催していた市民盆踊りは

中心市街地へ移転して、いろいろありましたが、

それなりの運営と活性化には結びついたんではな

いかというふうに感じております。それにかかわ

られるいろんな団体やらね、商店街の方たちが協

力されて手づくりの夏祭りが開催されていたわけ

です。 

 こちらに変わられるというときに、その理由が

ちょっとはっきりしない部分が若干あったりもし

たんですが、中心市街地から出ちゃうとやっぱり

活性化だとか、ただでさえ少し人が集まらないと

ころからそういったイベント、催し物をまたこち

らへ移すということはちょっと考えにくいところ

が若干あったんですが、その辺はどんな理由があ

ったんですかね。 

○経済課長 

 駅前で行っておりました、よいとこ祭りにつき

ましては、川合委員おっしゃったとおり、中心市

街地の活性化、駅前の活性化、商店街の活性化と

いうことで行っておりました。 

 ただ、総踊り以外のイベントにつきましての会

場を使っていた部分が駐車場になるとか、また、

駅前駐車場がちょうどイベント会場の近くでござ

いまして、その駐車場を利用される方について御

不便をおかけする点もございまして、そういった

観点から、昨年度からこちらのほうへ移ったとい

うことでございます。 

○川合委員 

 了解いたしました。 

 知立市の中心的な催し物でもありますし、これ

も１つの大きな観光事業の１つであります。外部

委託がいい悪いということよりも、やはり専門的

なノウハウで効率のいいものを動員できるもの、

そして来ていただいた方が喜ばれるものを、でき

ればそれはそれの評価として認められるわけでご

ざいますが、今回の委託先については、どのよう

にお決めになったんでしょうか、その委託業者の
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お名前。 

○経済課長 

 今年度の委託業者の決定につきましては、業者

はモダン装美でございます。 

 決定の方法につきましては、プロポーザル方式

によりまして行ったわけでございますが、ただ、

実際にお手を挙げていただいたのがモダン装美１

社ということでございましたので、そういったこ

とで一応プロポーザルを行いまして内容を吟味さ

せていただいて、また、予算の範囲内ということ

を確認した上で決定をさせていただいております。 

○川合委員 

 地元の企業の育成、それからいろんな観点があ

りまして、どんな形にしましても、その一部でも

全体なら一部ですが、地元の業者の方がそれを予

算内でできる方がみえれば、なるたけならそうい

うところに参入していただける形ができると、や

はり知立市らしいカラーもできますし、地元のい

ろんなネットワークもつくりやすいかなという感

じもいたしますが、今回手を挙げてもらえた方が

こちらの会社１社だったということですね。 

 今後もですね、今年度は商工祭もないようです

が、これが知立市の中心的な事業になってまいり

ますので、いろいろ検討を深められて観光事業の

中心として進めていただくことをお願いして質問

を終わります。 

○高木委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○池田福子委員 

 成果報告書の53ページですけれども、市民相談

ですが、所管なのでちょっと伺いますね。 

 社会福祉協議会に委託されてといろいろありま

すけれども、この相談の中に今後、今まさにそう

ですけども、生活困窮者の相談部門の相談はここ

に入るんでしょうか。 

○市民課長 

 心配ごと相談等の中に入っていくと思っており

ます。 

○福祉課長 

 生活困窮者の相談は福祉課の窓口でやっており

ますので、こちらのほうには入っておりません。 

○池田福子委員 

 確認させていただきますと、福祉課で行うと、

相談業務は。ここではないということでよろしい

ですかしらね。 

 次に、60ページの２目の老人福祉のほうで伺い

たいと思いますけれども、すぐその下にあります

緊急通報装置なんですけれども、これは私たちが

想像する以上に、取りつけられた方は、安心でき

たということですごく喜んでみえます。 

 この間、ある方に伺いましたら、自分がこうし

て普通に息をしていられるのは、この装置のおか

げだというふうにおっしゃったんですね。心筋梗

塞を起こして、まさにもうほんとに死にそうなと

ころを、あれで助かったという方もみえました。

また、入浴中にちょっと異変を起こして、ようや

くの思いで外に出てあれを押したという方も何人

かおみえになりまして、有意義な装置だと思うん

ですけれども、実は、だめ出しをされた方がみえ

まして、何かというと、ほんとは家に固定電話が

なきゃいけないんですよね。 

 固定電話のない方は福祉電話を取りつけてくだ

さるということなんですけれども、その方は、娘

と２人だけで、携帯電話を使ってたんです。おう

ちの電話を取り払っちゃって携帯１つにしちゃっ

たんですよ。ところが、窓口に行ったときに、電

話がないですねと。じゃあ、福祉電話にしましょ

うかといったときに、携帯があるんですと言った

ら携帯電話の方は取りつけられませんということ

で断られてしまったんですけど、その方は、もう

75歳を過ぎてるんですけれども、なぜ家電をやめ

たかというと、自分からかけることはもうできな

いし、変な電話がかかってくるのも嫌だし、結局、

娘と２人だけのやりとりをするためにワンタッチ

のボタンを押せば娘に通じるからということで携

帯にしたんですよね。そのときに、できませんと

いうことを言われたんですけれども、携帯電話を

持っている人は、それつけられませんよというの

が書いてありましたっけ。 

○長寿介護課長 
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 確かにそのような形になっておりまして、電話

を有していない人という条件がついておりますの

で、その要件に該当しないということで携帯電話

を持っておる方について認めていないという現状

があります。 

○池田福子委員 

 ただ、その思惑は、携帯電話を持つんだったら

金銭的にもそんなに困ってないんじゃないかとい

う思惑がちょっとありますか。 

○長寿介護課長 

 そういうことでもなく、携帯電話があれば、そ

の携帯電話が使えるという、それ自体で緊急通報

の役割もある程度果たせるんじゃないかと、そう

いう思いもあります。 

○池田福子委員 

 確かにそうなんですよね。緊急な場合も携帯を

使えばできるだろうという思惑だと思うんですよ。 

 ただ、緊急な場合は携帯をかけて、それで携帯

に出れない場合もあるんですわ、相手が。私は、

さっき化粧品会社って言ってましたけども、売り

場に出るときは私物は一切持てません。ですから、

ロッカー戻ったときは帰りなんですよ。それまで

一切見れないんですよ。そのときにかかったとし

ても対応ができないんですよ。 

 仮に娘がすぐ出たとしても、緊急事態といって

も娘がどうしていいかわからない場合が多いと思

うんですね。ただ、緊急装置の場合はサービスセ

ンターは専門家ですので、この場合はここへ電話

する、ここへ連絡すればいいとかそういうことが

できると思うんですけれども、受け取った娘も素

人なものですから、どうしようと対応でおくれて

しまうということがやっぱりなきにしもあらずと

いうのがあるんですよ。 

 もう一つは、緊急通報装置というのは、緊急だ

から通用するんですよね。いっときを争うという

スピード勝負なんですよ。ちょっとおくれると後

遺症が重く残ったりとか、万一の場合もあるとい

うこともあるので、ここはちょっとその辺を緩や

かにして、とにかくスピード第一を考えてもらう

とやっぱり対応が変わってくると思うんですけど、

いかがですか。 

○長寿介護課長 

 池田福子委員のおっしゃることも非常によくわ

かりますが、そのニーズどれぐらいあるのか、費

用はどれぐらいかかるのか、これから研究のほう

をさせていただければと思います。 

○池田福子委員 

 ですから、ただ窓口で、携帯持ってるね、だめ

だねというだけではなく、事情を勘案してほしい

んですね。相手がすぐ出れるかどうか、すぐ対応

できる体力があるかどうか、相手の通報する方が

その体力があるかどうかということもそうなんで

すよね。 

 やっぱり私、ついそこの近所の方ですけども、

２世帯だからだめと言われてるうちに亡くなった

んですよ。それ、後悔はすごく強いんですよ。も

うじきつけられるねと言っていて、つけずにその

まま緊急対応ができなかったという事例があるも

んですから、こういうことで後悔はしたくないも

んですから、ぜひ考えていただきたいと思います

けど、副市長どうですか、人命にかかわることな

んですけどね。 

○清水副市長 

 実際に今の方法、システムがＮＴＴの固定電話

を前提にしたそういうシステムになってるのかな

というふうには私、思ってます。 

 その緊急通報を受ける側は登録なり指定してあ

れば携帯でも受けられるのかなとかいろいろ思う

わけですけど、私も詳しくシステムのことを承知

しておりませんけども、最初に申し上げましたよ

うに、今の設置の方法がＮＴＴの回線、固定電話

を前提にしたそのシステムになってるということ

なので、まずそこをどういうようなシステムにす

ればそういった携帯対応ができるのかというとこ

ろも一度研究をさせていただいて、その上で費用

等々も調査をさせていただければというふうに思

います。 

○池田福子委員 

 その点は市のほうは深く考えていただいて、固

定電話のないお宅は福祉電話を取りつけますよと
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いう内規になってるわけですよ。ただ、福祉電話

を取りつけるのに携帯電話はある人はだめですよ

という、門前払いといったらおかしいんだけども、

そういう事態が発生しているということなんです

よ。 

 ですから、その辺のところをもうちょっと生命

にかかわる問題ですから御融通いただいて対処し

ていただきたいなということなんですけど、いま

一度いかがですか。 

○清水副市長 

 ちょっと私も的を外してしまいましたけど、先

ほど担当課長が申し上げましたように、そのよう

な形でできるのかどうか、また、経費的にもどう

なのか、また、その需要はどのぐらいあるのか、

そんなことも今、御質問者、御紹介の件、たまた

まそういう方がおみえになるということはわかり

ましたので、同様な方が今後もあるのかどうか、

現実にそれで困っておられる方があるのかどうか、

その辺の実態もどこまで調査できるかわかりませ

んけども、そんなことも把握しながら、一度研究

してみたいなというふうに思います。 

○池田福子委員 

 そうしましたら、よろしくお願いします。 

 次に、65ページの就労移行支援のほうでお伺い

したいと思いますけれども、ここではＡ型は63人

と。この方たちが実際にＡ型として働いてらっし

ゃると思うんですね。それから、その上にいきま

すと、これは訓練なんですね、訓練が利用者数が

28名と。それから、延べ日数が2,389人で金額の

何がしが書いてある。ここのところに一定期間と

あるのは、一定期間は、これは何日、何カ月、何

年とか。 

○福祉課長 

 一定期間は２年で、最高３年でございます。 

○池田福子委員 

 結局は、３年まではいいというふうに考えれば

いいんですね。その３年の間に徐々になれていた

だいて就労していただこうという形でいいかと思

いますが、よろしいでしょうか。 

○福祉課長 

 そのとおりでございます。 

○池田福子委員 

 一定の方についてはＡ型の契約になると。それ

から、ここに書いてあるのは、必要な訓練という

ふうにあるんですけれども、例えば、どんな訓練

を受けていただいてますかね。 

○福祉課長 

 一般就労のためのまずは基本的な部分でいくと、

挨拶だとかそういう部分から入っていきます。 

 あと、細かい作業を訓練としてやるような形に

なってます。 

○池田福子委員 

 訓練を受けて就労に入って、その後のアフター

ケアはどうでしょうか。 

○福祉課長 

 平成26年度から西三河南圏域に生活就労支援セ

ンターくるくるというのが県の委託事業で始まり

ました。くるくる、刈谷市にあるんですけれども、

そこでは一般就労を目指して、知立市だと大体86

企業と関係を持って実施しております。一応ハロ

ーワークのほうの障がい担当ともそこが連携して

おりまして、企業のほうのニーズ等を伺って、実

際は近隣にある就労支援事業Ａ、もしくはＢの事

業所に一般就労できる方はいないかというのを今

現在、探していただいてます。 

 そういうふうな形で自立支援協議会の生活関連

部会でハローワークと生活就業支援センターくる

くると市内の就労移行事業所と就労のＡ、Ｂの事

業所集まっていただいて会議を開いてます。その

中で、今後は、くるくるとの連携というのを図っ

ていくということでお願いしております。 

 一般就労等の入った人のメンテナンスは、すぐ

にくるくるの職員にしていただいていくという方

向で今、進んでいます。 

○池田福子委員 

 そうすると、結局、ジョブコーチのような形で

フォローするのは、くるくるということで理解し

ていいわけですね。 

 次に、77ページをお願いします。 

 77ページの３目保育園費で、特にここでは保育
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士のことをちょっと伺いたいと思うんですけれど

も、これで見ても正規の職員が137人、臨時の職

員157人という、正職と臨時が逆転状態のような

気がするんですね。私、こういう構成はどうかな

と思うんですけれども、どうですか、お考えとし

ては。 

○子ども課長 

 現在、保育園の職員というところでございます

けれども、園長、主任、エイドナースというとこ

ろがそれぞれありまして、それ以外に正規はクラ

ス担任という形で正規職員がついております。そ

こにあと加配職員としての部分で臨時職員という

方にお仕事についていただいてるというふうでご

ざいます。 

○池田福子委員 

 ですから、正規職員はほんとに最低限という考

え方のように聞こえるんですが、今だと。園長、

主任、担任で、それ以外の方は臨時職員でという

配置という考えですかね。 

○子ども課長 

 一応正規の配置としては、そういう今申し上げ

たとおり、クラスのほうは担任という形になって

おります。 

 ただ、正規が保育園の開園時間というのが午前

７時半から、朝から夜までやっております。本来

職員の勤務時間というのが７時間45分というよう

な勤務時間が基本となっております。そこにクラ

ス担任以外に足りない職員というもの以外にも前

後１日フルに正規がずっと毎日ついておるという

形でできませんので、そこら辺の前後とかも含め

て、早朝延長時間という部分ですね、そういうと

ころも職員がいないとできないということもござ

います。 

○池田福子委員 

 このたび７月か８月に保育士募集をかけました

よね。７月ですよね。私、あれ見てあっと思った

ですよ。４月始まって３カ月しかたってないのに、

もう予定としては減ってしまったんかと、職員が。

もう不足状態なのかと。だったらもっと４月から

ちゃんと雇ってほしいなというふうに思ったんで

すけども、７月に募集というのは、ちょっと甘過

ぎるんじゃないですか。 

○子ども課長 

 正規職員の募集ということでよろしかったです

かね、７月の。 

 ７月行ったのは、来年度採用職員という形の職

員でございまして、正規職員については毎年度こ

の時期に採用試験を行いまして、８月に２次試験

という形で行っております。来年度の４月を見込

んだ形の採用試験という形でございまして、現在

その正規職員については、それ以外の採用をして

おらないというのが現状でございまして、臨時職

員については、随時常に募集をしておりまして、

私どものほうがハローワークに行ったり、広報だ

とかホームページ、それ以外にも保育園側の保育

士、自分ところのつてだとか、お知り合い、そう

いったところをありとあらゆるところを声かけを

したりして、臨時職員ですが、常に行っておるよ

うな状況でございます。 

○池田福子委員 

 私がちょっと見忘れたんだと思います。７月で

もう足らないんかなというふうに私は解釈しちゃ

ったものですからね、申しわけなかったですよね。 

 ただし、今、待機児はどうなってます。 

○子ども課長 

 今現在、待機児童ということでありますが、こ

の国基準というところで、ゼロ歳児が１人、１歳

児が８人、２歳児はゼロでございますが、自主待

機という部分では２歳児、６人ございます。 

○池田福子委員 

 この待機の子がいますよね、何人か。この子た

ちが待機になる理由は何ですか。 

○子ども課長 

 今、保育園側のほうで空きがないということで

ございますけども、いっぱいいっぱいで園を希望

してみえる保護者もみえますし、また、職員が施

設によってはどうしても集まらないと、臨時職員

ですが集まらなくていっぱいになっている園とい

うのも実質的にはございます。 

○池田福子委員 
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 ですから、１つは物理的に空きがないと。もう

一つは、人がないと。両方の場合はそうなるんで

しょうけれども、人がないという場合は改善でき

ませんか。 

 ですから、４月の状態のときに待機が出るとい

うのを見越して大目に採用していただくというよ

うなわけにはいきませんか。 

○子ども課長 

 私どもとしては、４月１日、少なくとも待機は

ないような形で職員の確保はできたらということ

で考えております。 

○池田福子委員 

 考えていらっしゃって、採用はしない、それと

もそういう人材が集まらないわけですかね。 

○子ども課長 

 今年度は質疑のときにも福祉子ども部長から少

しお話をさせていただきましたけども、10人ほど

というような形のことを採用したいということで

お話させていただきました。 

 人の募集についても、やはりなかなか応募とい

うのが少ないというような現状もございまして、

大変苦慮しておるというのが現状でございます。 

○池田福子委員 

 保育士も非常にハードなお仕事で、大変だとい

うことは聞いてるんですよ。 

 ただ、新卒の方をもっときちっと正職員として

とらないと、臨時だってわかっているんだったら、

やっぱり長続きしないと思うんですね。 

 それから、４月の当初に続けられる期間を、あ

る程度、確認しませんかね。それは保育園単位で

あれなんですけれども、１年間は絶対やめないで

ぐらいは、余り言わないほうですか。 

○子ども課長 

 正規の職員が途中でやめるというのは非常に少

ないんですが、例えば、４月の募集の段階で来年

度これぐらい募集しましょうというのを採用見込

みでとっていくんですけども、その後に今年度い

っぱいで退職しますよという職員がぽつぽつ出て

きておるというのも現状があります。そこら辺を

まだ採用試験の前であれば、そこら辺で加味して

ということも可能であるかと思いますけども、ま

たその後、採用試験が終わった後に退職をすると

いう職員も例年出てきております。 

 ただ、年度途中でやめられる方は余り正規では

いないと。ただ、臨時職員については、やはり途

中でやめられるという方がいらっしゃいまして、

その途中でやめるということを前提にして私ども

採用はしておるわけでなく、続けていただけるこ

とを前提にしてやっておるというのが現状であり

まして、なるべく続けてくださいと。採用試験の

場合にも、１年とか２年でなく、長く続けていた

だくということを前提にしてやっていただきたい

んですよということを常に試験のときには申し上

げて意思の確認をさせていただいております。 

○池田福子委員 

 わかりますけれども、相手が子供だもんだから、

やっぱり年度年度でかわっていく、途中でかわる

のはほんとにつらいと思うんですよ。だから、こ

こはやっぱり保育園の現場だと思うんですね。な

ぜやめていくかというのは保育園のほうで把握は

しなきゃいけないんですよね。なぜやめていくか

と、予定してないのにやめていってるのが現実で

すよね。続けるつもりだったのに途中でやめてい

くというもんですよね。 

 採用とかそういうものは人事の問題だから部署

が違うと思うんですけれども、一旦一緒に働き出

して、どんどんやめていくのは何か問題があるか

らですよ。その問題を把握して解消していかない

限り、これは入ってもやめるが続くと思うんです

よ。だから、せっかく人事のほうで採用していた

だいて始めても、ばらばらとやめていっちゃうと

いうのは、その辺に問題があると思うんですよ。

いかがですか。 

○子ども課長 

 確かに保育の現場というのは、おっしゃるとお

り大変だということは私どもも承知しております

し、また、そういった部分ですね、どうしてやめ

るのかなと、やめたいというような方に理由を直

接じゃなくて園長を通して聞くというような形に

なるんですが、理由を聞いたりしてますと、まず
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１つは、何げなく、特に理由はないんだけどもと

いうような保育士もおります。理由はないんです

けど、何かほかのことをやりたいという、そうい

うような保育士もおりますし、また、中堅どころ

になってくるような職員ですと、結婚して子供を

産んで、復帰してきたときに子育てと保育士の仕

事をやっていくというのが結構大変でという方も

中にはいらっしゃいます。 

○池田福子委員 

 私も長らく会社員してましたけど、私はサービ

ス業なんですけど、ほんとに人が大事なんですよ。

なぜやめるかというのは、半分ぐらいはこっちの

責任なんだというふうに思って接してるんですよ。

最初は勤めるよというふうに約束しておいて、何

が不満でやめるのかということをはっきり聞いて

おかないと、それを次に活かせないんですわ。そ

の人はしようがないとしても、その過ちを次の子

には解消して、それで続けてもらえるようにしよ

うという。特に保育の仕事はやっぱり経験がすご

く重要だと思うんですね。 

 だから、途中でやめたいと言われても、そうね

っていう感じじゃなく、余り根掘り葉掘り聞いて

もおかしいんだけれども、ちょっとその辺の原因

究明をして次に活かしたほうが私はいいと思いま

すけども。 

○子ども課長 

 確かにやはり何かやりたいというような場合で

も、何かそこにあるんだなというのは確かにある

かと思います。 

 ですので、なるべく保育士の環境というのを少

しでもよくなるように改善できるところはして、

長く続けていけるようなものを少しずつでもやっ

ていきたいと思っております。 

○池田福子委員 

 仕事としては、子供の成長を１年、１年見なが

らすごく有意義なお仕事だと思いますので、ぜひ

その有意義さというのが相手が理解すれば続ける

と思うので、よろしくお願いします。 

 85ページのほうなんですけれども、ここで下か

ら２項目ですね、訪問指導というのがありますよ

ね。これ読んでみますと、将来家庭において要介

護及びとじこもりとなる可能性ということになる

ものですから、実人数５人、延べ人数５人という

ことで訪問してくださる方が保育士ということで、

これは広い意味でいうアウトリーチのような感覚

でよろしいんですかね。 

○健康増進課長 

 こちらのほうですが、先日の質疑でもお問い合

わせのあった件かと思われるんですけれども、内

容につきましては、要介護及びとじこもりとなる

可能性というところが、現在、訪問している内容

の方をそのとき説明させていただきましたが、訪

問の部類としては、精神保健にかかわる方と難病

の方ということで御説明をさせていただいたかと

思うんですけれども、こちらに書いてある項目の

変更の必要性があるかなということで、従来の高

齢者の方への対応とか、そういった部分の訪問と

いう形では今はなくなってるというところが現状

でありますので、こちらの文章について、また来

年度以降、変更させていただくというようなこと

で御回答させていただいたかと思います。 

 また、アウトリーチという形かどうかというこ

とではあるんですけれども、電話ですとか面接と

かで相談業務は私どもがかかわる業務でございま

すので、その中で訪問が必要だと認めたものにつ

きましては行かせていただいているというような

内容でございます。 

○池田福子委員 

 ですから、数はだんだんこれは減らしていくと

いう意味ではないんですよね。 

○健康増進課長 

 こちらは相談がありましたら出かけさせていた

だくことは、判断においてさせていただこうと思

っておりますので、減らしていくとかそういった

ことは考えている事業ではございません。 

○池田福子委員 

 それを聞いて安心しました。必要な人には、こ

の対応ですという意味ですよね。その前段階に電

話の相談があったり、来ていただける人は来てい

ただくということで理解すればよろしいというこ
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とですよね。 

 労働のほうで93ページ、これは言葉の問題とし

て恐らく預託事業というのは、これは働いてる方

がお金を借りて、目的のあるお金ということでよ

ろしいですよね。 

○経済課長 

 預託金につきましては、東海労働金庫刈谷支店

のほうでよろしいですか。 

 こちらにつきましては、労働者の方が住宅資金

とか生活資金で福祉金融機関ということで労働金

庫のほうからお借りする際に、融資につきまして

預託をさせていただいておると。お貸しするため

の融資ということで預託金を東海労働金庫のほう

に預けさせていただいておるということでござい

ます。 

○高木委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後１時56分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後２時06分再開 

○高木委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○経済課長 

 先ほどの川合委員の御質問でありました電灯料

の補助につきまして、訂正のほうをさせていただ

きます。 

 まず、電灯料の補助の40％から50％という補助

率が上がった年度でございますが、訂正の訂正に

なって申しわけございません。先ほど私が当初の

に述べました平成26年４月１日からが正しいもの

でございました。 

 それから、もう一点、電灯料の補助の近隣市町

村の状況でございますが、現在、把握しておりま

せんので、ちょっとお答えができませんので、申

しわけございません。 

 それから、電灯料の100％補助についてでござ

いますが、現状ではその予算の範囲内でできるか

とは推測されますが、今現状、電気料が値上がっ

てるという部分がございまして、そちらのほうも

踏まえますと、そういった観点から見ても検討を

行わないと今の予算を超えてしまう可能性もござ

います、100％補助しても。ですので、そこら辺

も踏まえながら考慮していきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○高木委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○池田福子委員 

 先ほどの続きで、今、生活費とかそういったも

のというふうにおっしゃいましたよね。 

○経済課長 

 預託金につきましては、東海労働金庫が労働者

のための福祉金融機関でございます。労働者に対

して生活資金と住宅資金の融資を行っております。

その融資の原資等の一部として私ども知立市のほ

うから500万円を預託金として預けさせていただ

いております。 

○池田福子委員 

 この預託金という言葉から、利益を生むんだと

いうふうに私は思ったものですから、事業を起こ

すときとかそういうときの預託金かなと思ったも

のですから、それは違うということで、確認で。 

○経済課長 

 預託金につきましては、金融機関に対し、融資

原資の一部として年度当初に無利子で預けさせて

いただいております。労働金庫につきましては、

先ほど言ったような形で生活資金、住宅資金等の

原資として預けさせていただいております。 

 また、商工振興費のほうで同じく預託金がござ

います。小規模企業等振興資金の預託金、こちら

につきましては、そういった企業のほうへの預託

金ということで、１億円ですか、こちらのほうは

預けさせていただいております。 

○池田福子委員 

 商工のほうはそうだろうなとは思いました。 

 最後に、96ページなんですが、下から２つ目で

すね、やっぱり相談業務で消費生活相談コーナー

で回数が51回で件数が27件で、件数のほうが少な

いので、１日のうち誰も来なかったということも

あったということでいいですか。 

○経済課長 
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 年間で相談件数が27件、そのうち窓口に来られ

たのが23件でございます。また、電話での問い合

わせが４件ということで27件でございまして、お

っしゃるとおり１日も来なかった日があるといえ

ば、そういう日もあったかと思いますが、ただ、

相談はせずにチラシとか取りに来られる方が多々

みえますので、その窓口で相談員に対して相談さ

れる件数としては27件ということでございます。 

○池田福子委員 

 こういうふうに社会がさもしくなって複雑化し

てくると、いろんな商売があるものですから、特

殊販売業務とかヤミ金とかいろいろ不当な購入を

したりとか、中には詐欺的な商法じゃないかとい

うようなこともあって、私の知ってる人の知って

る人が、脅されて弁護士に相談するぞって言われ

たんですね、向こうの業者から。どうしようとい

うことで相談にみえたんですけど、明らかに違法

だったものだから、向こうが弁護士というんだっ

たら、こっちは警察呼ぶぞって言いなさいって、

こちらは警察に相談しますよって言いなさいよっ

て言ったんですけど、案外、市にこういう相談コ

ーナーがあるというのを知らないものですから、

どこへ行こうという状態でうろうろしてるような

人だったんですね。 

 ですから、やっぱりこれはほんとにお年寄りの

方もよくだまされたとかいうこともあるので、も

うちょっと市で広報を考えてもいいかなと思うん

ですけど、お願いできませんかね。 

○経済課長 

 先ほど池田福子委員がおっしゃるとおり、消費

者の被害が現在もいろいろ拡大しておりまして、

特に通信技術を模した業者、消費者トラブルがふ

えてる現状でございます。そういったこともござ

います。私どものほうで無料相談の中の１つとし

て消費者相談窓口については広報等も載せさせて

いただいておりますし、また、月に一度こういっ

た相談がございましたよという、知立市だけでは

ないですが、各市のほうから情報を得まして、そ

ういった相談について、トラブルがありましたら

こういった内容で回答させていただきました、解

決策がありましたということの広報にはそういっ

た内容も載せさせていただいております。 

○池田福子委員 

 相手がすごい巧妙なんですよね。家族にこれは

絶対言っちゃいけないよとかいって相談させない

とか、とにかく孤立させて相談させるのをやめさ

せるというような感じで、だから結構、お年寄り

の方でも、こんなしっかりした人が何でという事

例もあるもんですから、できたら銀行とかそうい

うところでもそれの対策をしてるところもあるも

んですから、そういう接点をもっと持っていただ

くなり、それから、敬老会などでね、前はお芝居

でそういうのを見せたことがあったんですよ、詐

欺商法とかそういったものでね。そういうのも楽

しくやれて、そういえば、あのとき私、だまされ

たかななんて言ってる人もいまして、やっぱり黙

ってたんですけどね。ですから、そういうことも

ありますので、ちょっとオープンにするような方

向で周知させるような方法、難しいけども考えて

いただけたらなと思います。よろしくお願いしま

す。 

○経済課長 

 先ほどの相談窓口の開催につきましては、毎月

１日号でお知らせをさせていただいております。

広報の１日号でお知らせさせていただいたとおり、

またホームページ等でも掲載させていただいてお

ります。 

 先ほど相談の内容についてのものについては、

広報ではなくホームページでございました。申し

わけございません。ホームページでお知らせをさ

せていただきます。広報とホームページでお知ら

せさせていただいております。 

 それで、これからそういった窓口があるという

ことの周知につきましては、私どももどういった

方法ができるのか、今、お話がございました老人

会とか市民の方にどのような形でいろんな方面で

お知らせをする方法が道を探るというか、考えて

みたいと思っております。 

○高木委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 



- 59 - 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 認定第２号 平成26年度知立市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定についての件を議題とし

ます。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 認定第５号 平成26年度知立市介護保険特別会

計歳入歳出決算認定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○小林委員 

 １点、成果の151ページ、市単独事業在宅介護

支援センター、これの運営事業について御説明く

ださい。 

○長寿介護課長 

 在宅介護支援センターについての御質問であり

ます。在宅介護支援センターでは、老人福祉に関

する専門的な情報提供でありますとか、相談業務、

福祉業務等を行っております。また、老人福祉施

設との連絡調整等を行っていただいておりまして、

知立市の老人福祉においては、なくてはならない

貴重な施設となっております。 

○小林委員 

 16日に資料をいただいた、仮称、特別養護老人

ホームかおんについても同様の支援がなされるわ

けですか。 

○長寿介護課長 

 今度できる特別養護老人ホームですが、そちら

のほうは介護度の重い方が入所される施設という

ことになります。 

 今、御質問の在宅介護支援センターにつきまし

ては、確かに老人ホームに併設はされております

が、老人ホームそのものではなく、その相談機関

ということになっております。在宅介護支援セン

ターについては、今のところバランスよく配置さ

れておるというふうに考えておりますので、直ち

に在宅介護支援センターをそちらのほうにお願い

するという予定は今のところありません。 

○小林委員 

 わかりました。その中で、相談機関ということ

ですから、市のほうとしては情報提供ということ

でありますけど、平成29年３月１日開設されると

いうことで、今、現状としては市のほうには相談、

開示されているものだから、市のほうとしては一

般市民の方から問い合わせとかそういうのは現状

としてありますか。 

 それと今、在宅は知立市内においてどれぐらい

の人数か、その辺も２点。 

○長寿介護課長 

 今のところ、個別の相談というのは受けており

ませんが、入所待ちの方が73名ほどおる中で、貴

重な施設として今後、相談等があるのかなという

ふうには考えております。 

○小林委員 

 今、在宅で待ってみえる方は何人ぐらいみえま

す、知立市内では。 

○長寿介護課長 

 平成26年のデータですが、102名おりますが、

そのうちの今、入所基準厳しくなりまして、要介

護度３以上ということになりますと73名というこ

とで今、把握している一番最新のものです。 

○高木委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 
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 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 認定第６号 平成26年度知立市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定についての件を議題と

します。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 認定第８号 平成26年度逢妻衛生処理組合一般

会計歳入歳出決算認定についての件を議題としま

す。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 以上で、本分科会の所管とされた案件の審査は

終了しました。 

 なお、予算・決算委員会における分科会委員長

報告の文案につきましては、正副委員長に御一任

願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○高木委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、予算・決算委員会市民福祉分科会を閉

会します。 

午後２時22分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――― 

午前11時41分開会 

○杉山委員長 

 ただいまから予算・決算委員会建設水道分科会

を開会します。 

 本分科会の所管とされました審査案件は５件、

すなわち議案第54号、議案第56号、認定第１号、

認定第３号、認定第７号です。これらの案件を逐

次議題とします。 

 議案第54号 平成27年度知立市一般会計補正予

算（第３号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 一般会計の補正予算のところでございます。29

ページの部分がそれに当たりますね。立地適正化

計画策定事業ということで、これは債務負担行為

で３年間になっております。今回の補正としては

出ているのはわずかですが、790万円ということ

でございます。全体で2,811万円という債務負担

行為が行われている事業でございます。 

 立地適正化計画の作成ということですが、これ

は国庫補助というものはどのようになっているで

しょうか。 

○都市計画課長 

 今回の３年間によります債務負担行為でござい

ますが、全て委託業務ということで予定しており

まして、今年度委託してます、都市構造検討調査

員委託ですね、こちらについては、まず立地適正

化の必要性だとか、そうした現状の整理だとかそ

うしたものがありますもので、単独で行います。

来年以降については、補助制度を使いながら委託

のほうを進めたいというふうに考えております。 

○中島委員 

 今度のこれは単独で行う、委託だから単独じゃ

ない、どちらですか。単独でやる、ということは

国の補助をもらわないでやるという、こういう意

味ですね。こういった計画策定は２分の１国庫補

助ということがありますよね、制度的には。これ

は全くもらえない計画なんですか。 

○都市計画課長 

 この立地適正化計画全体については、２年目に

都市機能誘導区域ということの設定、３年目に居

住誘導区域の設定ということで、そこら辺になり

ますと補助の制度が国のほうあるわけでございま

すが、まずこの１年目のところについてはないも

のですから、単独で委託をさせていただくという

ことでございます。 

○中島委員 

 今、少し来年度の話が出まして、どういう方向

性のものをつくろうとかいうことですよね。都市

の誘導、居住の誘導と、要するにコンパクトシテ

ィの形成支援事業ということに当てはまるような

ものになっていくんだろうかと思うんですが、そ

ういうことでしょうか。 

 私も十分わかりませんが、いろいろ調べてたら、

立地適正化の事業という意味では幾つかありまし

て、その中のメニューを１つ選んだのかなという

イメージとしてはあるんですが、コンパクトシテ

ィ形成支援事業と都市機能立地支援事業、都市再

構築戦略事業とかね、いろんな名前のものがある

んですよ。市街地再開発事業もそうですし、都市

再生、区画整理もあるし、最後は、防災街区整備

事業と、こういう理念が少しずつ異なる事業が立

地適正化計画事業という中にメニューとしてある

んですよ。 

 当市は、こういうメニューイコールばちんと当

てはまるかどうかわかりませんけれども、これで

何を目指していくのかということについて御披歴

をいただけませんでしょうか。 

○都市計画課長 

 まず、立地適正化計画というのは、近年の人口

減少、それから高齢化対策としまして都市機能の

集約化を推進するわけです。いわゆる居住機能だ

とか福祉、医療、商業等の立地、そして公共交通

の充実に関する包括的な都市計画マスタープラン

というものでございます。 

 今、中島委員のおっしゃいました内容について

は、それぞれそういったメニューはございますが、

まずはそうした今回の委託において本市の都市構

造について検証を現状と課題を整理しまして、こ
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の都市集約化の必要性だとか、立地適正化の基本

方針だとか、知立駅周辺の町並みデザイン、この

３本を基本的には検討を行いたいというものでご

ざいます。 

○中島委員 

 知立市は、もう十分に狭いまちなのでね、大き

なまちからしたら、全部集約したまちだという見

方もできますよね。福祉の医療の、それから交通

網という意味でもね、もう十分コンパクトシティ

になっていると。改めてこれをこういう事業計画

策定をすることによって、知立市が次からのまち

づくりをやっていく上で、メリットがあるからや

ろうとしているというふうに思うんですけども、

そのメリットというのはどこにあるということで

しょうか。 

○都市計画課長 

 まず、目的が３つございます。 

 まず、さっき言いました都市機能の集約化、い

わゆるコンパクトシティプラスネットワークをす

ることによりまして、全体的に行政コストを抑え

るというこれが１つの目的です。 

 それから次に、この施策を立地適正化を策定す

ることによりまして、まちづくりに関する国庫補

助金の優先的な環境ができるということでござい

ます。 

 それから、都市計画マスタープランというもの

がございます。これは平成19年から平成33年まで

に行っておるものでございますが、そうしたもの

の改正が平成31年には都市計画マスタープランも

見据えていきたいものですから、そうしたものの

包括的な全体構想も入っておると。 

 それからあと、もう１点、言い忘れましたが、

平成30年には知立市の線引き見直しをしなければ

なりませんので、そうした面も含めてこの委託を

３カ年にかけてつくっていきたいというふうに思

っております。 

○中島委員 

 都市の線引きをしていくというのが平成30年度

ということで、一番そこが大きいのかなって感じ

がしますけども、どういうまちにしていくのかと

していく上では。それに合わせて平成29年までに

これを計画をつくっていこうと。平成27年、平成

28年、平成29年ということで、平成30年度には線

引きの見直しということが出てくるということ。 

 都市計画マスタープラン、これは平成33年まで

です。平成31年には見直しの着手をしていくと。

それにもこの計画のいろんなものが反映されてい

くものにしたいということで、大体年度的にもは

めてあるんだよという、こういう御説明で、それ

はわかります。で、まちづくりの国庫補助がもら

えると、この計画をつくることによってね。そん

なにいっぱいもらえるかどうかわかりませんけど

も、単独だと２分の１とか３分の１になっちゃう

よとかいろいろ条件がついてて違うんですけども、

こういった補助金をもって、これが特別な高い補

助金になるのかどうかのかよくわかりませんけれ

ども、そういう補助金を確保するための環境づく

りを行っていくと。それも趣旨としてはいいでし

ょう。 

 一番最初に言われた都市機能の集約、これをコ

スト削減につなげるというふうに、まず言われた。

今この都市機能を集約してコストを削減するとい

う大きなイメージとしては、どういうものが今の

担当者の中では思ってやっていらっしゃるんでし

ょうか。 

○都市計画課長 

 特に知立駅周辺ですね、そちらのところに公共

交通ということでミニバスをどのように配置する

とか、効率的な配置、そうしたものも１つでしょ

うし、それから防災面、防災に関するいろんな面

での安全面を集約するということも１つです。そ

れから、そうした新しく再開発ビルだとか再開発

事業、それを集約して居住の機能だとか、そこに

あっち行ったりこっち行ったりしないで集中的に

そこで利用できる生活利便の向上、そうしたもの

を考えまして、要は、連立が完成しました知立駅

周辺の目指すべき姿、そうしたものを10年、20年

先を見据えた計画をつくりたいというふうに考え

ております。 

○中島委員 
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 そういった理念そのものについてはいいわけで

すが、集約という意味が、確かに再開発ビルをつ

くって、たくさんの方がそこに住むようになると

いう集約はありますし、その方たちが便利に住め

るように商店とか公共施設的なものとか、そうい

ったものも集約したらいいのかなという絵は何と

なくイメージができるわけですけれども、かとい

って市役所も向こうへ持っていくわけじゃないし、

病院もあちこちありますけども１本にするわけじ

ゃないし、何を集約するんだろうというイメージ

がね、交通網でネットワークで十分に市内にある

施設を使ってもらえればいいわけでね、そんなに

広いまちじゃないので、再投資というものはそう

要らないので、おのずと住居はふえるのでね、今

の計画の中では住居はふえていくので、その方た

ちがどういうふうにしたら便利に住めるんだろう

かという、そこですよね、一番問題はね。 

 町並みがきれいになるとかそういうことももち

ろんあるんでしょうけども、このコンパクトシテ

ィやら、先ほど言いました６つのあれの中にも中

心的には人口減少、高齢社会の対応、持続可能な

都市構造への再構築というようなことが書かれて

おりますが、どの分野にも全部書いてある。そし

て、中心拠点、生活拠点の形成を推進しましょう

と。民間も活用しながらやっていきましょうとい

うことが書いてあって、どの事業を当てはめるの

か、よくわかりませんけども、この事業そのもの

については、さっき言いましたが防災街区整備事

業というのもありますからね、いろいろあるんで

すよ。この事業の名称とか中身というものは承知

していらっしゃいますかね。知立市でいうと、こ

の事業に当たるんじゃないかという何かあります

か。 

○まちづくり課長 

 社会資本整備総合交付金、あるいは駅周辺整備、

あるいは再開発事業のことに関連することですの

で、私のほうからお話をさせていただきます。 

 先ほど中島委員からお話のありました都市再構

築戦略事業、あるいは都市機能立地支援事業等な

んですが、まず、前段として立地適正化計画を立

てる、これがまず前段ですので、その後にできる

事業というので御理解をお願いします。 

 当市においては、今すっと一番有効なものを考

えますと、都市再構築戦略事業というもの、それ

と都市機能立地支援事業、この２つが１つの利用

できる事業になるかなと思っています。 

 前段の話したものにつきましては、例えば再開

発事業への補助金、交付金、あるいは後段に話し

たものにつきましては民間事業者への直接補助と

いうのもできますので、これについては市費が不

要になりますので、新たな民間事業者の進出につ

いては非常に有利になる事業かと考えております。 

 あと、防災等につきましては、これからもろも

ろの資料等精査し、あるいは新しい資料をつくり

まして、この後の検討事項かなと考えております

が、まずこの２つが私どもとしては目指すべきも

のというふうに考えております。 

 以上です。 

○杉山委員長 

 ここで１時まで休憩します。 

午前11時57分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後０時58分再開 

○杉山委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○中島委員 

 立地適正化の問題で、もう少し伺います。 

 今、まちづくり課長のほうからは、２つの事業

を視野にということで、都市機能立地支援という

ことと都市再構築戦略という２つの事業について

当市では考えたらいいんじゃないかという、そう

いうお話がありました。 

 そういう意味では、まちづくり課のほうと都市

計画のほうと一体となってこれはやってもらうわ

けですけども、ちょっと戻りますけども、やはり

この計画策定事業そのものについては２分の１補

助率というものが明確に書いてございました。今

回の補正予算の歳入には補助はゼロということに

なっておりますので、この辺についても事情を伺

いたいと。本来ならもらっていくべきじゃないか
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というふうに思うんですがね、いかがですか。 

○都市計画課長 

 今、この都市構造検討調査委託業務ですね、こ

ちらのほうが年度の途中からの発注になるという

こと。今、御承認いただいた中での発注になると

いうことで、補助制度があるかないかということ

であれば、あるということでありますので、ちょ

っとそこら辺は県のほうに御承認いただいた限り

には、一度そこら辺は確認をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○中島委員 

 自信を持って、ある事業だということで認識し

てもらいたい。計画つくるだけでも２分の１と、

2,600万円もかかる、全体３年間で。ですので、

少なくないですよね、２分の１。ばちっと２分の

１になるかどうか、私わかりませんが、補助率と

いってもいろいろ計算式があってどうなるかわか

りませんけれども、そういう制度のはずですので、

３年間でやろうというもので、４月当初に手を挙

げてなかったらもうだめだよというのはおかしい

と思うんですよね。計画づくりね、３年間つくっ

てやっていくという大きい事業なので、しっかり

これは２分の１補助ということで確保していくよ

うに、その姿勢でやっていただかなきゃならない

というふうに思うんですが、副市長、そういうこ

とで認識していただいて、ぐんぐんと押していっ

てほしいと思いますが、いかがですか。 

○清水副市長 

 国の交付金、いろんなメニューがございますの

で、そういったものを精査しながら知立市に該当

する、今回行うものも該当するものがあれば、そ

れはぜひ手を挙げていきたいというふうに思いま

す。 

 それから、もう１点、私の認識では、今回３カ

年の計画の中で立地適正化計画でありますとか、

再開発の再構築、中心市街地の再構築ですね、そ

ういった計画をする際には、当然そういった国の

メニューに基づいて交付金を申請していくという

のは当然のことだと思ってますが、今回、補正予

算で上げさせていただいたのは、今回の社会資本

整備総合交付金、こういったものも非常に私ども

が考えていたよりも非常に交付率が悪いというこ

とで、そういったものには国の新たなそういう新

しいまちづくりの考え方を取り込んだそういう計

画もしっかり視野に入れながら申請をしていかな

くてはいけないというようなことも含めて、今回

こういった計画づくりに着手させていただくとい

うことにしたわけでございます。 

 ですので、今回のこの都市構造検討調査そのも

のが補助金の交付メニューにあるのかどうかは、

先ほど都市計画課長が言いましたように、一度確

認をさせていただきますが、私どもとしては、そ

の計画を検討の上に適正化計画でありますとか、

市街地の再構築戦略ですね、そういったものは当

然そういう枠組みの中で考えていきたいというふ

うに思っていたというふうには私はちょっと認識

しておりました。 

 いずれにいたしましても、あるものはぜひいた

だきたいというのはこれは本音でございますので、

一度確認をさせていただきたいというふうに思い

ます。 

○中島委員 

 ６項目のメニューがあるんですけども、その前

の段階で計画策定事業に２分の１だよというふう

になっていったので、別にあるわけですよね、一

応、国のほうの資料によりますとね。ですから、

そのような形で進めていただけたらというふうに

思います。 

 独自にいろいろまちづくり考えてはいるんだけ

ども、こういうメニューに載らないと補助金がな

いというような誘導的なこういうものがある以上、

これを活用するしかないかなということは思いま

す。 

 先ほど２つのあれが出ましたのであれですけど

も、例えば今回でも、もう既にきょう資料いただ

きましたよね、これは別の個別の事業の資料では

あるんですけども、これもこういったものの計画

の中に位置づけていくのかなというイメージは持

つわけです。もうここの中にも公共施設が店舗の

上に、３階部分が公共施設というふうに書いてあ
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るわけです。絵がかいてある。これは一体何が公

共施設はくるんだろうかって、逆に早走りして思

ってしまうわけですけども、先ほどの再構築の戦

略とか機能立地支援と、こうなってきた場合の公

的な施設そのものについても、ある程度の活用と

いうことはこういうところにも入ってくるのかと

私、思ったんです。これってこういったものと関

係してつくったんですかね。どうですか。もうこ

れ、先取りしてつくった。 

○まちづくり課長 

 委員会用に提出させていただいた資料、まずも

って修正が直前にございましたので、そのことを

おわび申し上げます。 

 今の収入の部分につきましては、立地適正化計

画がかけた段階、右の下のほうにある資金計画案

というところをごらんください。そこには支出と

収入の部分があります。その収入で補助金という

のがございます。45億円何がしということなんで

すが、これにつきましては、こういった立地適正

化計画をかけることによりまして事業への補助金

のかさ上げが期待できる、1.2とか1.3とか、そう

いったことがありますので、それを早走りと言わ

れるとそのとおりなんですが、見越した中での計

画とさせていただいております。 

 以上です。 

○中島委員 

 こういう計画をつくったら具体的な事業の中で

も補助率がかさ上げされるというね、そんなこと

も書いてありますけどね、これはかさ上げする前

の段階の金額が書いてあるという意味ですか、そ

れともかさ上げした段階の。 

 かさ上げ後こうなるという、ちょっと取らぬタ

ヌキの皮算用的な金額が、どれだけかさ上げされ

るかわかんないんだけども、かさ上げされた金額

ですよということで書いてありますね。適正化計

画による補助金の、割り増しを導入したと書いて

ありますね、ここにね。そのとおりで上げたんだ

よということが書いてあるわけですね。 

 この議論に深く入っていくということでもない

のかなと思ったんだけど、全体の計画がまだこれ

からだけども、もう公共施設が載っちゃってるじ

ゃんというふうに思いまして、先ほどかそう具体

的なものではなかった。何かイメージとしてはあ

って書かれてるんですか、公共施設は。 

○まちづくり課長 

 具体的に議論をした結果のものではありません。

公共施設、あるいは公共的な施設というのにもイ

メージづけを持っております。 

 その公共的というのは、例えば保育施設的とい

うもの、これは公共でやることが必然ではありま

せんので、保育施設でも福祉的なもの、これも例

えば民間事業者に入っていただければ、先ほど少

しお話をさせていただいた事業が当てはめられる

ことによって、事業者が進出をしやすくなるとい

うこと。もちろん公共でやった場合につきまして

も、床の取得ですとか、床の整備等そういったも

のにも事業を充てることができるような制度にな

っておりますので、まだ公共施設、何というわけ

ではありませんが、そういった公共、あるいは公

共的なことで保育ですとか、福祉的なもの、そう

いったものも１つとしては考えられるのかなとは

思っております。 

 以上です。 

○中島委員 

 ここのぜひということにまでは特にいくつもり

はありませんけども、公益施設のところでは類似

公益施設を参考及びというふうな形で書いてあっ

て、現在の知立市のいろんな施設全体のものを把

握した上で行われるだろうというふうに思います

けれども、公共施設は載っちゃうんだなと。大体

公共施設が載ってもらうとお金が出るからなとい

うこともあるんでね、市がお金を出す部分ふえま

すよね。補助金はもらうけども、市もたくさん出

すことになるので、公共施設が絶対にここではど

うかなというふうには思いますけれども、一応そ

ういう今回の適正化事業の計画をつくりながら、

それも視野に入れた中でこういった委託業務をや

ったと。この委託業務も今度、平成26年度でこれ

やったわけですよね。平成26年度の決算の話にな

りますけどね、これは決算で今出てきたのでやり
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ましたけども、こういう方向が示されたという意

味では、これとリンクする話ということでちょっ

と見させてもらったわけですけども、これは委託

なんですけど、こちらの補正のほうですが、委託

業者はどういうところですか。 

○都市計画課長 

 こちらについては、御承認いただけますとプロ

ポーザル方式ということで業者のほうを募りまし

て、そこの中から審査して決めていくということ

になります。 

○中島委員 

 先ほどの絵のほうはどうですか。図のほう、平

成26年度につくった基本計画、こちらは委託はど

こだったんですか。 

○まちづくり課長 

 こちらにつきましては、ＵＲ都市機構中部支社

になります。 

 以上です。 

○中島委員 

 ＵＲも手広くそういったことに今、取りかかっ

てる分野ということでやられたんだというふうに

思いますけれども、十分に知立市に持っているい

ろんな計画があります。福祉も保育も実施的な計

画が５年計画が議決をされているというこういう

中で、どう位置づけられるのかということについ

ても十分に考えた上での計画をしてもらうという

ことが必要かなというふうに思います。 

 これについては、一応また今後、継続的に行っ

ていくということで、見守っていきたいというふ

うには思います。補助金のことだけはきちんとま

た回答が出た段階で、しっかり報告をいただきた

いというふうに思います。 

 次にいきますが、知立環状線の問題なんですが、

これも本会議でもありましたので、かぶってもい

けないんですが、社資交がなかなか取れないとい

う中で、お金については連立のほうに回したと。

用地購入については開発公社にやってもらう形を

とったということで減額になっているということ

ですね。 

 道路用地購入費は減額なんですが、物件移転と

か損失補填とか、そういったものも全部公社のほ

うで移転費もやっていく、そういうお金も全部つ

けてやっていただくと、こういうことで、今、ど

ういう公社との関係ではどうなっているんですか、

現在は。 

○都市計画課長 

 今おっしゃるように、道路用地購入費、物件保

証契約、損失補償金全て公社のほうでお願いしと

るということで、昨年に引き続きますけど、こと

しもそういう形で覚書に基づいてですね、中で公

社にお願いしたということでございます。 

○中島委員 

 事業の進展という意味でいうと計画どおりとい

うか、おくれないように進むという、こういう担

保はできるんでしょうか。もちろん相手のあるこ

とですから、それも計画といっても難しいとこで

すけども、いかがですか。 

○都市計画課長 

 事業のほうは平成30年度まで予定しておりまし

て、交渉のほうは、今、順調といえば順調に進ん

でおります。 

 全権利者が23名おりまして、12名が住んでおり

ます。今、平成26年度は４件契約しまして、今後

も、今、移転交渉中で事業を進めております。 

○中島委員 

 23名中12名が住んでいるというのは、それは平

成26年度で住んでいるということですか。今４件

と言ったのは。 

○都市計画課長 

 ４件と言ったのは平成26年度だけで、今までの

事業全てを含めますと、23名中12名ということで

ございます。 

○中島委員 

 まだ半分ぐらいというとこで進展状況だという

ことですね、用地購入についてはそういうことで

すね。 

 予算的には、これはどのぐらいの割合が進んだ

んですか、大きいとこ、小さいとこってあると思

うんですけれども。 

○都市計画課長 
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 今、数字的には50％超えたぐらいの格好になり

ますけども、面積ベースでいきますと６割超えた

格好でありまして、事業費でいきますと、おおむ

ね事業費８億3,000万円ぐらいあるわけですけど、

その中で４億5,000万円ぐらい今、使ってるとい

う状況でございます。 

○中島委員 

 なかなか土地がちょっとしかないところが、こ

れを全部買ってくれとか、変な格好の土地だから

とかいろんなことがあって、これまでもちょっと

そういった土地の買収についてはどうするんだと

いうようなことがありましたけども、あと半分ぐ

らいの残った地主たちに、そういった問題も抱え

た方がいらっしゃるかどうかわかりませんが、そ

ういったことも含めての見通しはいかがですか。 

 これは市の責任分野の部分の用地買収というこ

とですけどもね、次が県にいくわけですけども、

市のところがまず終わってということでいくと思

うんですが、見通しは。 

○都市計画課長 

 これは平成30年までの事業ということで、用地

買収は平成28年、平成29年と、まだ２カ年ありま

して、その中では、今想定しましても交渉も物件

調査も済んでみえる方も結構おりますので、何と

かいけるじゃないかというふうに思っております。 

○中島委員 

 駅南の区画整理につながっていくような部分ま

で環状線が延びて南北線にドッキングする、そう

いう大きな目標を持ちつつ行われているというこ

とであります。 

 駅南の区画整理はまた違った問題があって、議

論したいと思いますけども、環状線そのものは南

北線にドッキングしなければ意味をなさないなと

いうようなことから進めていただいていると思い

ますので、地権者の皆さんには十分配慮しながら、

それから、県のほうの買収、その辺についての方

針はどういうふうになってるのかはわかりますか。

当然、一緒にやってらっしゃると。 

○都市計画課長 

 今、市のほうの環状線が大体進んできておるわ

けですけど、ここから安城知立線、永田屋の前ま

でですね、これを今、県のほうは来年度事業認可

する予定でございます。それでおおむね５年から、

普通５年ですね、それぐらいの期間で事業をまず

測量から入って、説明会入って、物件調査入って、

用地交渉へ入ると、そういう順番で動くという予

定を聞いております。 

 それからあと、安城知立線ですね、そこについ

ても今、東側の歩道はできたわけですけど、西側

についても、あと区画整理を除いて、小さい部分

も含めて４件ありますけども、そちらも区画整理

を見据えた格好で道路をつくっていくということ

を聞いております。 

○中島委員 

 市の出番も用地交渉とかでは十分にあって、や

っていらっしゃるんですよね。購入をしていく段

階で市も入ってやっていらっしゃる。県が完全に

単独でやってらっしゃる。 

○都市計画課長 

 県道部分ですかね、基本的にはそういった連絡

だとかそうしたことは市のほうがして、県のほう

も用地の担当がベテランからすごくそろえてます

ので、そこら辺で、うちのほうも行くときは行く

ような格好で、必要に応じてついていくような格

好はありますけど、基本的には県のほうが主体で

やっていただくような格好でやっております。 

○杉山委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○杉山委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○杉山委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 議案第56号 平成27年度知立市公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 



- 69 - 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○杉山委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○杉山委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、認定第１号 平成26年度知立市一般会計

歳入歳出決算認定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○永田委員 

 少しばかりお聞かせください。 

 主要成果報告書の103ページになるんですけど

も、３項３目の河川改良費ということで、平成25

年度と平成26年度とつけていただいた排水路調査

設計委託業務、長田の排水路の500メートルの件

でございます。 

 今回、平成26年度154万4,400円予算計上されて

執行されたわけでございますけども、この予算執

行の状況をお聞かせ願いたいと思います。 

○土木課長 

 ただいま御質問ありました、３項３目河川改良

費、排水路調査設計委託業務ということで、平成

26年度につきましては、長田排水路改修というこ

とで長田排水路延長500メートルの区間につきま

して、予備設計という形で平成26年委託を発注し

まして完了しております。 

 今年度、実施設計ということで、同じく、この

長田排水路を今、発注済みでございます。今年度

実施設計についてでき上がってくるという状況で

ございます。 

 以上です。 

○永田委員 

 これはもともと町内会のほうからも土木申請が

あって、これはちょっと特殊な工事ということで

別途の予算をつけていただいたという経緯がある

と思うんですけども、これは長年、町内会でも10

年以上ずっと土木申請をして、ここにきてようや

く予算化されたということで、大変ありがたいこ

とだと思っております。 

 しかし、この工事、先ほど当局から説明のあっ

たとおり、今年度、実施設計という形で今後進め

ていくとは思うんですけども、これはかなりの費

用がかかるんじゃないかなというふうに思ってお

ります。 

 調査設計して、今こんな状態だよと。これは早

く工事に取りかからないと、先のような水害等起

きた時点で大変危険じゃないかという、そんなよ

うなですね、東海豪雨のときでも言われておりま

したけども、ただでさえ住宅が一戸建てでも20軒

ぐらい並んでて、アパート、マンション入れると

それ以上だということで、この調査した結果、現

状工事の必要性があるのか、それとも危険地帯で

すから早くやらなきゃいけないのか、そういった

調査の結果を一度御披歴いただきたいというふう

に思います。 

○土木課長 

 今、永田委員の御質問の内容につきましてです

けれど、平成26年度に予備設計を行った内容につ

きましては、現況の水路構造物、それについての

耐震とかそういった構造的なものの検証は特には

行ってないんです。 

 というのは、現場、永田委員も見て御存じだと

思いますけど、非常に老朽化した第１ぐらいの区

画整理でつくった水路であって、非常に現場見て

いただいたとおりで、構造物も支保工みたいに支

えがやってあるというような状況であるものです

から、あれについての構造を今現在検討したとこ

ろで、結果論になると思いますけど、構造的にオ

ーケーだよというふうに出る状況ではないという

ふうに踏んでおりましたので、市としましては、

あの機能をどのような形で担保できるのか、要は

代替できるのかということで予備設計を発注しま

した。そういった中で、ルート的なものも含めて

設計委託出しておりますので、構造的なものは一

切調査しておりません。 

 以上です。 

○永田委員 
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 ということは、一応調査してると言うけども形

だけども、仮に今の現状の状況の中で、これはも

ちろん資金の面もあるとは思うんですけども、現

状のもので補強していくのかという、その辺がま

だ全然明確ではないとは思うんですけども、今の

現状で水路というのは安全性がちゃんと担保でき

るのかというのは、その辺はどうなんですかね。 

○土木課長 

 現状で安全性を担保できるかということですけ

れど、それについてはしっかりした調査してない

状況ですので、安全性の担保できるかどうかとい

う回答については、はっきりした回答はできませ

ん。現状から考えて、あそこの機能をもっと安全

性のあるものにしていこうと考えられた場合、現

場状況から考えると、あそこの断面をあの位置で

改造するということは、非常に物理的にいって住

宅が張りついている状況から、無理という状況が

ありますので、それに変わるルートを開発して、

そちらのほうに現況の機能、流量を流せるだけの

断面を確保していかなければならないということ

で、そういった別ルートをつくるということで予

備設計を行っております。 

○永田委員 

 まだあくまでも仮定の話だと思うんですけど、

今の水路を別の水路をつくるという、そういった

ことも考えてるよということなんですかね。 

 今の状況の状態で水路を埋めるとか、そういう

ことは考えてないという。今の状況の中でどうに

かしようという状況ではないということですかね。

その辺ちょっとまだ、いまいちよくわかってない

んですが。 

○土木課長 

 今の状況については、あそこの今の断面を、流

せる断面があるんですけど、その機能をほかのル

ートへ持っていく。今の部分については、その切

りかえたことによって今の断面を必要なくなると

いうことだから、今、民地化をしている排水は当

然処理せないかんもんですから、それについての

拾うための管渠なりを現排水路の断面の中に設け

ますけれど、基本的にそれを設けて、なおかつ埋

めていこうという考えでおります。 

○永田委員 

 今、答弁いただいて、ある程度はわかりました。 

 今の現状の川の流れをそのまま太いホースでか

ぶせるとか、そういう改修工事をやろうという形

ではないというような感じですかね。川の用水の

流れを変えて移動させて別ルートで持っていくと

いうような考えですよね。その今、流れなくなっ

たところを、ある程度ふたか何かかぶせるか、砂

で埋めちゃうかどうなのか、そんなような考えだ

とは思うんですけども、最終的にはどうなるかわ

からないんですけどね、これが完成するまでに仮

にそういうことだとして、大体完成するにはどれ

ぐらいの費用が要るだとか、どれぐらいの年度数

で完成できるのか、その辺、見通しがありました

ら御披歴いただきたいというふうに思います。 

○土木課長 

 現在のところ、今そういった形で実施設計を組

んでおりまして、概算というか工事費をはじいて

いただく業務を行っていただいております。金額

については幾らという金額はまだ出ていない状況

であります。 

 いつまでにという質問でございますけれど、担

当する土木課としましては、永田委員おっしゃら

れたように、今の状況が非常に危険な状況である

という中で、できるだけ早くその工事を着手して

いきたいというふうに考えておりますけれど、そ

の工事費の総額を見た中で、市の財政的なものも

ありますので、そういったのを総合的に判断した

中でいかないと難しいような事業でございますの

で、今の時点でいつまでということは、ちょっと

明言できないもので、申しわけありませんけど、

そういった形になってしまいます。 

○永田委員 

 実際、何千万円じゃ済むような工事でもないで

しょうし、単年度でできるという工事でもなさそ

うですし、その辺は私も理解いたしました。ある

程度、方向性が大体こういうふうだよということ

で地元住民の人にも、前へ進んだよという説明も

できますし、そういった形で逐次、情報を入れて
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いただきたいなというふうに思いますので、よろ

しくお願いしたいというふうに思います。 

 何にいたしましても、大分年数がたって、マン

ション等もたくさんアパートもあるものですから、

早目の対処のほうをよろしくお願いしたいという

ふうに思っておりますので、お願いします。 

 これはこれで以上でございますので、次いきた

いと思います。 

 105ページの４項１目のバス停設置工事、弘法

町臨時コース、弘法町と弘法通りの、あと、上重

原公園北、73万4,400円、この予算金額について

御説明をお願いしたいと思います。 

○まちづくり課長 

 この件につきましては、昨年の10月１日から新

しい運行に変わりました。その時点で、この３カ

所のバス停についての変更をさせていただきまし

た。 

 まず、弘法町臨時ということなんですが、今、

県道沿いにローソンがあるかと思うんですが、そ

こに弘法さんのときだけ、弘法通りが通れないも

のですから、そのときだけ臨時用ということでバ

ス停のほうを新たに設置をいたしました。 

 もう一つ、弘法通りのほうですが、これはもう

少し今の場所から消防署を過ぎまして、南陽通り

過ぎまして、次の二またに合流する少し手前なん

ですが、とんかつ屋、ラーメン屋等がある店舗よ

りもう少し南陽通り側に、昨年度新しい会社がで

きたんですが、そこの前を使いまして、これにつ

きましても、弘法さんのときだけの臨時のバス停

ということで新たに設置をしました。 

 この臨時ということなんですが、以前、弘法通

りの規制が、弘法さんの南側の二またの昔、坂と

いう喫茶店があったところから旧国道までが規制

範囲だったんですが、それが途中、約半分ぐらい

の規制になりましたので、規制範囲が少なくなっ

たということで、そこを以前は大きく大回りした

ものを少しショートカットで本来のケースにパタ

ーンに合わせるような形で設置をしましたので、

月に一度使うバス停ということで設置をいたしま

した。 

 それから、もう一つ、上重原公園北なんですが、

こちらは以前はＪＡの上重原町支店の前にあった

んですが、あそこの道、信号で渋滞等をいたしま

す。それでバスが信号の近くにとまっております

と、ほかの車への支障が大きいということで、少

し方角でいうと北になるんですかね、長篠川とい

う川があるんですが、川の少しＪＡの反対側のほ

うに移すことによって全体の交通の流れをよくす

るため、これも平成26年の10月１日から新たに少

し場所を変えて設置をいたしました。 

 以上です。 

○永田委員 

 この金額の問題になるんですけど、金額の73万

4,400円、この使った費用の概要を教えていただ

きたいと思います。 

○まちづくり課長 

 この場所なんですが、単純にバス停、よくある

角すい形をしたコンクリートブロックがついて、

その上に支柱、その上に丸い板がある、そういっ

たものではなくて、特に弘法の２カ所につきまし

ては埋め込みタイプ、これは道路管理者のほうか

ら指示があるんですが、地中内へ基礎を入れまし

て、そこにバス停の支柱を立て、その上に標識を

つける。それにあわせまして現況の歩車道ブロッ

クがあるところについては歩車道ブロックの撤去、

あるいは横断防止柵があるところにつきましては

横断防止柵の撤去、あるいは端部の処理、それか

ら、上重原公園北につきましては、あそこも横断

防止柵、ガードパイプがあるものですから、そう

いった撤去をあわせてということですので、単な

る設置ではなくて、そういった土木的な工事も含

めた中での事業になっております。 

 以上です。 

○永田委員 

 わかりました。３カ所のバス停の移動というこ

とで、弘法町と弘法通りは命日のときにだけ臨時

で方向を迂回するということでございます。 

 今、月に１回、日曜日に道の市やって、この間

もやったと思うんですけども、そのときでも道路

規制すると思うんですけども、そのときでも臨時
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のバス停になりますかね。たしか遍照院だと影響

しますよね。その辺、教えていただきたいと思い

ます。 

○まちづくり課長 

 実は、これ改正後にいろいろ協議等始まってま

いりまして、現在については迂回だけをさせてい

ただいてまして、このバス停については利用のほ

うをしておりません。 

 以上です。 

○永田委員 

 以前は、たしか弘法さんの命日だと小針線を迂

回して曲がっていったと思うんですけども、その

辺を考えれば、今回はちょっとより便利になった

んじゃないかなというふうに、勘違いしてたらご

めんなさい、私はそういうふうに思ってるんです

けども、このミニバスですね、弘法さんも知立市

内の観光名所の１つなんですけども、命日だとか、

例えば道の市でもいいんですけども、これに対し

てのミニバスを利用される方というのは、人数は

多分把握されてないと思うんですけど、かなりお

られるのか、その辺を教えていただきたいという

ふうに思います。 

○まちづくり課長 

 まず、軽トラ市で使ってない理由なんですが、

実は、このミニバスガイド等をつくった後に、道

路を使っての規制というのが、たしか始まったか

と記憶しております。それまでは境内の中でトラ

ックを持ち込まれて市をやってみえた、マルシェ

等やってみえたものですから、その後にそういっ

た変更があったものですから、手続というか、準

備というか、そういったものが急な話でしたので、

そういった対応ができておりません。 

 それから、これを使ってマルシェというか、市

のほうに来られるという方は、私どもとしては承

知をしておりません。 

 以上です。 

○永田委員 

 把握してないということですよね。これは確か

にバスはミニバス、例えば、弘法さんの命日のと

きに利用すると帰りは便利なんですよね。知立駅

から行こうとすると、かなり市内を迂回してから

弘法通り、弘法の臨時でもいいんですけどね、迂

回する。それはいろいろバスのコースだとか、こ

れは今、オレンジコースの一例を出したんですけ

ども、そういった意見も少なからず前々からあっ

たわけなんですけども、帰りはすっと知立駅へ行

けるものでいいけども、行きがなかなか知立駅か

らおりて遍照院、バス乗ろうとすると、福祉の里

へ寄ったり、東刈谷駅寄ったり、かなり大回りに

なると。この辺を何とかしてくれというのがあっ

たんですけど、今は名鉄バスが直接、遍照院のほ

うに向かうバスもあるもんで、その辺もあるんで

すけども、より皆さんに利用しやすい、便利なミ

ニバス利用にできるよう、またお知恵を絞ってい

ただければというふうに思いますので、よろしく

お願いしたいというふうに思っておりますので。 

 次、行きたいと思います。もう一つなんですけ

ども、107ページ、４項４目の公園のリニューア

ルですけども、主要成果報告書を見せていただき

ますと、平成26年度は８公園の中で遊具が15カ所

という数字が出て、その合計が3,224万2,320円。

この公園リニューアル工事、大分前から進めてお

られるかと思いますけども、以前は１つの公園で

リニューアル工事をやってたと思うんですけども、

昨年、その前か忘れましたけども、全体じゃなく

て１個１個の遊具でリニューアルをしていくと。

これは県の補助金の関係でこんなような形になっ

たというふうに私は理解しておるんですけども、

その辺、ちょっと確認させてください。 

○都市計画課長 

 今、御質問のリニューアルの事業でございます

が、これは公園施設長寿命化対策事業ということ

で、この長寿命化対策事業が補助の関係でいいま

すと3,000万円以上で行う事業が補助がつくとい

うことで、こういう形にさせていただいておりま

す。 

○永田委員 

 以前と補助のあり方というのが変わったんです

よね。以前は、１個の公園に対してリニューアル

をやるということで、でも数年前から遊具１つに



- 73 - 

つき１個、それが全体で3,000万円以上というこ

とでよろしいですかね。 

○都市計画課長 

 今おっしゃるとおり、以前は１公園について補

助がいただけるような形があったわけですけど、

平成24年ぐらいから遊具のほうのみということに

なりましたもので、それを寄せ集めような形で

3,000万円以上ないといけないものですから、こ

のような形で事業をさせていただきました。 

○永田委員 

 この公園のリニューアル事業という形で、もう

何年前か忘れましたけども、平成24年度ぐらいか

ら補助金の関係が変わってきたということで、都

市公園130あると思いますけども、リニューアル

工事、こういった補助金の形も変わってきて、進

んできたのかと、どれぐらいあと残工事が残って

るのかとか、あと何年ぐらい必要なのか、その辺、

御披歴いただきたいと思います。 

○都市計画課長 

 今、御質問の長寿命化計画は、平成23年から平

成32年の10年計画でございまして、今ここで挙げ

させていただいたもので、ほとんど平成32年のも

のもある程度、先食いをさせていただいたような

格好になっておりまして、今後は、今こういった

補助を使うに当たりまして、また新しいリニュー

アル計画を立てていかないけないですし、長寿命

化計画についても、またちょっと再計画を考えな

いけないかなというふうに考えております。 

○永田委員 

 今回ちょっと新たな再計画をつくっていかなけ

ればいけないんじゃないかということで、今回１

個１個の遊具で補助対象の形でなったわけでござ

いますけども、全体的から見たら、リニューアル

工事しました、でも遊具だけきれいになって、周

りの柵とか、その辺は多分、補助対象じゃないと

思うんですよね。その辺は従前の公園の維持管理、

修繕工事で賄ってるとは思うんですけども、僕も

全部の公園を見ているわけじゃないものでわから

ないんですけども、リニューアル工事されてきて、

どのような見解、うちの住んでる町内にある公園

はきれいにさせていただいたんですけど、平成23

年ぐらいに。全体的にどういった御感想を持って

るのか、お願いいたします。 

○都市計画課長 

 ちょうど今、こういった長寿命化計画で遊具の

みを焦点に絞ってやってきたわけでございますけ

ども、今後は、また再計画を立て、いろんなリニ

ューアル計画、どのような、要は皆様がどういう

ことを望んでおられるかというね、そこら辺も聞

きながらというのか、そこら辺も考えながら、高

齢化も進んでまいりますし、そこら辺を踏まえて、

ちょっとまた違った形のメニューを今から考えて

いきたいなという、ちょうど今そういう時期でご

ざいます。 

○杉山委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○稲垣委員 

 初めに、105ページ、４項散歩みち整備につい

て伺います。 

 ここに委託事業として草刈り等が載っておりま

す。これについて、現状どんな形で進められ、ま

た、愛護会の活動もよく聞きますが、その辺につ

いてお聞かせください。お願いします。 

○都市計画課長 

 今、散歩みちの草刈りの状況ということですね。

これについては、今年度の草刈りは逢妻の割目川

の散歩みち、知立南小学校の南側の右岸堤をさせ

ていただいております。 

○稲垣委員 

 それで今、非常に高齢化が進む中で、ウオーキ

ング、散歩、非常にたくさんの方が楽しまれてお

られまして、これもずっと続けているんですけど、

なかなか散歩みちに指定したけど歩けない状態と

いう苦情がいろいろ届いているというふうに聞い

ております。 

 さきの質問の中にも、いろんな愛護会を形成し、

いろんな意味で地域の要望に応え、いろんなこと

が取り組まれているんですが、今現状、その愛護

会活動、団体数とか参加されてる方々、散歩みち

に関してですけど、もしわかっていたらお聞かせ
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ください。 

○都市計画課長 

 今、愛護会の数でございますが、平成27年度９

月現在で、愛護会としましては64団体、散歩みち

の関係で３団体、河川敷の関係で１団体、合計し

まして68団体と、全123公園の中でこういった状

況でございます。 

○稲垣委員 

 たくさんの市民が参加して、そういった環境整

備も進んでいるんですが、よくお聞きするのは、

こういった愛護活動、草刈りだとか、ごみ拾いと

かするんですけど、道具が用意されてないとか、

ごみの処理も最終的に、よく言えばそんなものは

当然参加者が最後まで責任とれという声もあるん

ですが、今、非常に団塊の世代、解放されて、い

ろんな方が来られます。何か地域社会の中で自分

の汗流したいとか、何か貢献したいということを

よく聞くんですけど、こういった公園もそうです

けども、特に散歩みちってこれから非常に重要に

なってくるというふうに聞いております。特に歩

くこと、ウオーキング、ハイキング、これってな

される方となされない方は、前回の一般質問でも

しましたけど、健康状態が違うということであり

ます。それと、気概づくりにも愛護会を形成する

ことによって地域に溶け込めるとか、いろんな学

びが得られる、こういうふうに聞いております。 

 今、お聞きしました68団体とかいろいろあって、

散歩みちのほうでは３団体、こういった方々の声

というものは、ほんとに真摯に受けとめて、正面

で受けとめて、その方々の活力、そんなようなも

のをまちづくりに活かしていく、そのために市と

して何がサポートできるか。例えば、私もそこの

中に時々参加するんですけど、公園には道具箱も

きちんと整備されて、確かに都市計画課長にお聞

きしまして、固定した物置などは河川敷に設置で

きないということがルールであるということ、こ

れは聞くんですよね。 

 でも、そう言ってたら全然進歩しないわけで、

こういったことについては県に働きかけるなり、

いずれいろんなルールというのは必要があってル

ールができたと思うんですが、今そういった声が

都市計画課長のところにも届いていると思うんで

すよね。いろんな形でタイアップする中で、より

地域をもっと暮らしよい、参加しやすい、そんな

ようなことをいろいろ言われるんですけど、都市

計画課長の担当する中では、特に声が上がってる

ようなことがあったらお聞かせください。 

○都市計画課長 

 いろいろ今、そういった道具を置くだとか、そ

ういったことで占用だとかいろんな問題もあるじ

ゃないかということでございますが、まず公園で

いきますと、公園も皆様が使うところでございま

すので、やっぱりある程度のルールといいますか、

独占はまずいものですから、そこら辺を一緒にな

って、そこら辺の範囲の中で利便性のよいことは

考えていきたいなというふうには考えております。 

 今の河川敷にいろんな道具は意味が、管理もし

ますしね、川ですので、ちょっとできないものも

ありますけども、そうした中で、これは地域のた

めになるだとか、そうしたことで認められるよう

なものがあれば、そういうことはいいのかなとい

うふうに考えます。 

○稲垣委員 

 同じことを聞いてもいけません。要は、今こう

いった声が上がってるということは、事実もう何

年も続いていると思うんですよね。それに対して、

こういった使用勝手とか公正・公平、それは当然

のことなんですけど、やはりそういったものは着

実に誠実に受けとめながら、見直しできる部分は

県なら県に働きかけて積極的にやってもらわない

と、一度、二の足を踏んだだけではなかなか打破

できないのかなと思うもので、その辺を地域力を

活かしていくためにも、そこら辺しっかりと掘り

下げて研究していただきたいと思います。 

 この件は、これでいいです。 

 次、ミニバス環境整備の中の、先ほど永田委員

からもありましたが、それにちょっと触れて、こ

れも以前から届いてる声なのかなと思うんですが、

最近ベンチは設置していただくんですが、前々か

ら知立駅前のミニバスのバス停、これは高齢者の
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おばあちゃんからですけど複数の方から、冬、非

常に足元が寒い。風よけをという声も３年も４年

も５年も前から聞くんですけど、一向についてな

いような気がする。これって設置されてるかどう

か、ちょっと教えてください。 

○杉山委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後１時56分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後２時04分再開 

○杉山委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○まちづくり課長 

 先ほどの知立駅のバス停のお話なんですが、稲

垣委員の御指摘、あるいは以前からのお話の以降

で、風よけ等新たな設置はされておりません。 

 以上です。 

○稲垣委員 

 これ設置されておりません。わかりました。 

 わかりましたというわけじゃなくて、去年の冬

もそうでした。そのおばあちゃんから電話があっ

て、ちょっと座ってみなということで座ってみて、

足元だけでもこの期間だけでもカバーはそんなに

大変なことじゃないというふうに思って、知立駅

一番利用者が多いのかなと思うことと、結構御高

齢の方が利用者多いということも見てきました、

現場。昨年言う機会がなくて、今この委員会に所

属しまして、このことをまちづくり課長に伝える

中で、ぜひともことしの冬ということで、ちょっ

と検討ください。 

○まちづくり課長 

 これも知立市の財産じゃないものですから、こ

れは名鉄になるんですけど、あと、ほかのバスも

例えば豊田高岡ふれあいバス、そういったものも

乗り入れしてますので、少し協賛できればと思う

んですが、そこについては検討ということでさせ

てください。 

 以上です。 

○稲垣委員 

 次に、106ページ、公園緑地費、ここにトイレ

改築云々いろいろ工事関係が載っておるんですが、

せんだって、公園のいたずらを調べてみましたら、

非常に多いんですよね。ある地域の公園というの

は連続してトイレ、屋根が壊されたり、便器、ベ

ンチなんて連続して同じベンチが壊されて、こう

いうことをたまたまネットでも見たんですけど、

現場にも地域の人にも聞きました。 

 これっていうのは、これだけ公園のいたずらっ

ていうのは、夏休みは花火だとかいろんなことは

聞きます。でも、これだけ施設が壊されていると

いうのは、正直言って私、知らなんだものですか

ら、一生懸命、トイレでも相当お金かけてユニバ

ーサルいろんなことやってもらってるんですけど、

一方で破壊するような、これ絶対許せないなとい

うふうに思ったんですけども、ここ一、二カ月の

中でも地域によってですけども、非常に頻発して

る地域があって、これって何か対策とられてるか

どうか教えてください。 

○都市計画課長 

 今、稲垣委員のおっしゃられることは、もちろ

ん認識をしております。やっぱりおっしゃられる

ように、夏休みというのか、そういう時期的なも

のもあるということはわかっております。 

 それからあと、１か所の公園だけが多いという

ことも今わかっておりまして、そこら辺で、今、

私どもとしましては、広報でそこを取り上げて、

ホームページでもその部分のいたずらと野良猫の

関係と、早朝、夜間に静かにしてくださいと、こ

の３点を特に広報、ホームページで啓発をさせて

いただいておるという状況でございます。 

○稲垣委員 

 そこで、こういったことについて地域の中の防

犯パトロールの中でも話題にしまして、私の住ん

でいる新林町、毎週月曜日に町内会の役員、ボラ

ンティアグループでやってるんですけど、時間も

いつも同じ時間なんですけど、そこで出ておるの

は、やはり通学路だとかそれも確かに大事なんで

すが、公園を強化してやる週もつくってはどうか

なという話も出てます。 

 それと、もう１個、よく議会でも取り上げられ
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ている防犯カメラですよね、せんだっても破壊さ

れたところを見た限り、トイレの屋根に上がって

ですか、ほんとにこれは我々の世代ではとてもじ

ゃない、上がれないんですけど、あれを見る限り

若者と限定してはいけないんですけど、トイレの

屋根にのぼって破壊してる、それが結構多くて、

それから便器の破壊ですが、これはすごくお金が

かかる。トイレの中で物を燃やしたり、これから

冬になるともっと多いわけですよね。 

 こういった犯罪を抑止するにはパトロール強化

というのは地域にお願いして、地域の公園は地域

でという、防災の自分の命は自分で守るというこ

とと同じで、地域の拠点である公園というのは地

域の中に区長会などで取り上げてお願いしていく

だとか、先ほども申しました防犯カメラの設置は、

これは見る限り、突出して多い地域はほんとに必

要じゃないかなというふうに思います。この辺に

ついて、どうでしょう。 

○都市計画課長 

 今おっしゃられるように、私どもだけでは防げ

るものも防げない部分がありますので、そういっ

た面の御協力はお願いしたいなということと、今

おっしゃられます防犯カメラについても、ちょっ

と今、つけたいということで思っておりまして、

いろんな形で防犯カメラも検討していきたいなと

いうふうに考えております。 

○稲垣委員 

 それから、遊具についてもう１個、以前届いた

市民の声ですけど、107ページにあります遊具改

修工事の中のいろんな遊具があるんですけど、今

どこかでロープウエーとか使用禁止になってとい

うようなことも聞いたことがあるんですが、そん

なようなことが事実あるんですかね。何か事故と

かあってかどうか、これは夏休みになってすぐで

す。子供からだと思います。公園の遊具使えない

よという話を。ちょっとお願いします。 

○都市計画課長 

 恐らく今、修理中ということは、ちょっと前で

すけども聞いておりまして、修繕というのか、そ

ういった面は聞いたことがありますけど、あえて

とめておるというのはそういうことかと思います

けども。 

○稲垣委員 

 僕も時間たって子供との話だったのでわからな

いです。ただ、うちの公園、遊具使えんじゃん、

禁止になってるよということを聞いたものですか

ら、ついでに聞いてみました。 

 それと、この公園に設置された遊具の評判です

か、人気ですか、こんなようなものというのはど

のように、例えばデータとか何かあったら、人気

のところ、地域によって違うと思うんですけど、

設置された遊具の中でもほんとに利用されている

かどうかと、このようなことというのはデータな

りアンケートなり、いろんなことをされておられ

るでしょうか。ちょっと教えてください。 

○都市計画課長 

 特にそういったアンケート等はやっておりませ

んけども、遊具点検という委託の中でも、ちょっ

とそこら辺でにぎわいがあるだとか、そういうの

は所見の中で出てまいりますのでそういった確認

だとか、それから、うちの公園パトロール、そこ

ら辺での聞き取りぐらいで、ここはにぎわってる、

ここは余りにぎわってないとか、そういう内容の

ことは聞いております。 

○稲垣委員 

 これ、要はさきの一般質問でも取り上げました

健康遊具ですね、それと地域の声という地域住民

の要望というのは非常に重視して優先してるよと

いうこともお聞きしました中で、これってほんと

にここにいろいろ書いてあるこういった遊具がど

うなのかなと。中には、ほんとに学校終わった時

間から大勢の子供が集まって、わいわいほんとに

有効に活用していただいている公園があったり、

そうかとすると、そうでもないような立派な公園

もあったりして、そういったところというのはこ

れから研究されて、今も研究されておると思うん

ですけど、ぜひ地域性を優先する、すなわち今あ

る遊具の利用頻度とか喜ばれているかどうかとい

うところもしっかりと目を向けていただきたいと

思います。 
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 それと、もう１件、107ページにございます委

託関係ですけど、才兼池の公園整備設計書作成と

あります。これについて、私のほうもこういった

ような池があって、今いろいろと議論されてるん

ですけど、今、才兼池の進行状況を見ながらとい

う声も聞くものですから、今この才兼池の整備、

どんな状況なのか、教えてください。 

○都市計画課長 

 これは才兼池の整備工事ということで、今年度

を初めに平成28年、平成29年と３年間で水辺の周

りの外周を歩けるような親水性のある公園をつく

るということでございます。 

 それで、今年度については、まずは水質改善と

いうことで、そこにたまっておりますヘドロ等を

しゅんせつすると。しゅんせつしてそれの処理を

すると。それと樹木等の伐採をすると。それから、

一部配水管を設置すると。今年度はそういった工

事です。 

 来年になりますと護岸工事、今度は池の周りを

歩けるようにするための護岸工事だとか、そうい

った基礎的な部分の形をつくりまして、３年目で

外周、これ１周250メートルの散策路を周りに配

して、皆様がウオーキングだとかジョギングでき

るような形で親しめる公園にしたいというふうに

考えております。 

○稲垣委員 

 こういう段階に至るまで、この平成27年、平成

28年、平成29年に至るまで地域の声といいますか、

どのような声があってこういったところに至った

のか。近くに今、観光イチゴ園だとかいろんなも

のがあって、あの一体というのは楽しみだなとい

うのは感じるんですが、この水質改善からヘドロ

のしゅんせつだとか樹木伐採、配管するよとか、

こんなことを聞きました。 

 たしか、あれは東側になるとコイがたくさんい

てというのは僕も見ているんですけど、実際にす

ごいヘドロだなということと、すごいごみが沈ん

でるんですよね。こういったことも今挙げられた

んですけど、参考までに都市計画課長わかったら、

ヘドロの処理というのはどういった作業なのか。

予算とかざっとしたものがわかれば教えてくださ

い。 

○都市計画課長 

 こちらのヘドロの処理は、ヘドロに無害のもの

をまぜまして、それを残土処理ができるものに変

えて、それを集めて一般の残土処理にできるよう

なものに変える物質をまぜた上で処理するという

ことを考えております。 

○稲垣委員 

 それは現地で、今の状態のままでもできるとい

うことですか。池の中のヘドロをそこに何かやっ

てそういうふうにできるという。 

○都市計画課長 

 そういった特殊な石灰系の固化材というものを

大量に入れましてそれをまぜますと、これは自然

にも害のない物質ということでありまして、それ

を一般にどこでも普通の農産物でも、飼育しとる

ところにも使えるような土で処理するということ

でございます。 

○稲垣委員 

 この件、もうちょっと教えてくださいね。 

 それっていうのは、もう１個聞きました。バキ

ュームで吸い取って処理するということも聞くん

ですが、それよりも有効で安価でスピードアップ

できるということだと思うんですよね。当方も今、

機織池という池があって、非常に議論されてるん

ですが、そういった先行事例があれば学ぶべきだ

なと。 

 それと、もう１個、地域からの声というのはど

んな形で、何年間ぐらいお聞きされる中で実施に

至ったのか、それも参考になるので教えてくださ

い。 

○都市計画課長 

 まず、この池は駒場牛田線という道路がちょう

ど斜めに入りましてそこを通りますので、それが

きっかけですね。それをつくって、後のどうする

というこれは地元のほうで協議を重ねてまいりま

して、こういったような水質のいい、皆さんが憩

えるようなという形になった経緯があります。 

○稲垣委員 
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 たしか、あの池は豊田市から若い男性が毎週の

ように釣りに来てみえて、外来種を釣って、また

リリースしてみえるので、僕もよくお話したんで

すけど、実際に以前、古いことですけど、あそこ

に船を浮かべてごみを拾ったことを地域の人とや

ったこともあったので非常に関心を持って、また

今回の取り組みというものが参考になるなという

ことで、今お聞きした中でもヘドロというのはバ

キュームじゃなくてそこで処理、石灰か何かまぜ

てということを聞きましたので、そういった方法

もあるのかなということが学べました。 

 それと、親水公園ということで、知立市には親

水公園一つもない。それと子供たちには川に近づ

くな、水にさわるな、危ないということしかやっ

てなくて、逢妻川でもボーイスカウトが今まで何

度か活動してみえたんですけど、そういった意味

では、才兼池というのは楽しみだなという思いが

します。 

 それで、北の外れといいますか、八橋才兼池、

隣が豊田市ということなんですけど、ぜひこの工

事進めていく中で計画する中で、全ての知立市民

が足を運べるような魅力あるプランをお願いした

いなというふうに思っております。 

 そういった中で、先ほどお聞きしました外周

250メートルの散策路、これは今考えてもわくわ

くするなというふうに思っていて、たしかカワセ

ミも飛んで来るんですよね。ヌートリアもいるん

ですけど、そういったことで地域の高齢者の方々

が言ってみえました。本来はこの地に老人憩の家

も欲しいけど、こういった池のほうが若返りだと

か元気をもらうには非常に楽しみにしているとい

うことを言ってみえましたので、１つのモデルケ

ースとしてすてきな公園に仕上げていただきたい

と思っております。 

 以上です。 

○杉山委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○久田委員 

 私は１点だけ、主要成果報告書の157ページで

都市計画施設整備基金、この関連でいいますと、

35ページの繰入金の関係、109ページの基金等積

立状況、ここら辺が関連してくると思うんですが、

ここの都市計画施設整備基金、ここら辺を具体的

に御説明願いたいと思うんですが。 

○都市開発課長 

 都市計画施設整備基金でございます。これは知

立駅周辺事業、鉄道高架事業及びそれに関連いた

します駅周辺の事業に充てる基金として積み立て

てきているものでございます。 

 現在までの状況を表で御説明させていただきま

す。前年度末までの基金の保有額は総額といたし

まして23億1,066万8,951円でございまして、内訳

といたしまして、現金として保有している額が15

億6,057万1,476円、現金のほかに土地として保有

しております土地としての価格ではございますが、

７億5,009万7,475円でございます。 

 この平成26年度、現金において減少としており

ます２億4,262万5,000円は、これは先ほど久田委

員がおっしゃいましたように、35ページでござい

ます繰入金として減少したものでございます。 

 この内訳といたしましては、連立事業への充当

が7,425万円、駅周辺土地区画整理事業への充当

が１億3,800万円、負担金の差額分として3,037万

5,000円となっております。 

 土地につきましては、宝１丁目15番地１、

150.60平方メートルでございますけど、こちらの

ほうを処分しております。この処分額が2,233万

7,900円を売却しておりまして、売却分を基金と

して積み立てております。 

 増加分につきましては、基金積み立て状況、先

ほど言いました109ページに挙げさせていただい

ておりますけども、7,547万1,166円でございます。 

 この内訳といたしましては、土地の処分金

2,242万4,340円、基金の利子622万4,335円、土地

の貸付金1,644万7,491円、再積み立てとして

3,037万5,000円となっております。 

 以上です。 

○久田委員 

 えらい細かいね。基金利子だとか土地貸付金だ

とか、再積み立て、いろいろあるんだけども、ま
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たここの157ページで書いてあります駅周辺土地

区画整理事業への充当が１億3,800万円充当して

おるわけですね。これが駅区画整理事業へどのぐ

らい充当しておるのか、そこら辺、教えてくださ

い。 

○都市開発課長 

 この都市施設整備基金、駅周辺の土地区画整理

事業、総事業費が210億円でございますけども、

そちらのほうへこの基金として10億円を充当する

計画としております。 

 現在までの充当額といたしましては、平成26年

度末までに約５億200万円ほどを充当させていた

だいております。 

 以上です。 

○久田委員 

 そうすると、10億円を充当するという考え方で

いいですよね。10億円を充当させるという考え方

でよくて、今、答弁のほうでは５億200万円です

か、こんだけやっとるんだけど、執行率が約50％

なんだけども、最後に、この210億円に対して、

今後どういうふうに推移していくか、そこら辺を

聞いて終わります。 

○都市開発課長 

 現在、駅周辺の事業費の推移でございますけど

も、全体事業費210億円に対しまして、平成26年

度末までの事業費ベースでの進捗率が約54％とな

っております。 

 したがいまして、基金で今回50％の執行率とい

うことでございますので、順当な推移と考えてお

ります。 

 以上です。 

○杉山委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○中島委員 

 今、都市整備基金のことが議論されておりまし

た。土地で７億何千万円と現金が13億円というこ

とであります。土地の面積も残が現在が4,814.18

平方メートルということで書かれております。 

 これは土地のほうは売却しなければ全くこの基

金は運用できないという、こういうものになって

いるわけですね。現金は約14億円あるわけですけ

れども、７億3,000万円ほどの土地をどう現金化

するかと、これが課題だというふうに思うんです

ね。まだ事業続くわけで、最後まで売ればいいと

いうふうに思ってるのか、そうじゃなくて、早く

これも現金化して充当していこうというふうに思

っているのか、その辺をどういうふうに売却方針

を見ているのかということについて伺いたいと思

います。 

○都市開発課長 

 現在、土地の価格といたしまして７億2,775万

9,000円ございます。確かに全体、今後事業を進

めていくに当たりまして、この土地はある程度、

処分していかないと当然、現金化しないと事業の

ほうへ充当できないということになります。した

がいまして、現在、土地、売れるものに関しては

今後処分していく計画を立てております。 

 それとあと、この土地の中には鉄道高架事業に

よる仮線部分、仮側道部分という形の中での用地

もございます。そういった部分は鉄道高架事業が

完全に終わってからでないと処分できないという

ふうにはなってまいります。そういった意味で、

今後その完全に売れる部分の土地につきましては

現金化という形の中で対応させていただきますけ

ども、そういった中で、最終的に事業が進んでい

かないと土地が処分できないというもの、そうい

ったものに関しては財政との協議をさせていただ

きまして、少し普通財産扱いとかいうそういった

ものも、ある程度検討していかなければいけない

のかなというふうには思っております。 

○中島委員 

 公有財産の一覧表のほうに連立関係と駅周の関

係、９ページにずっと番地と平米数が書かれてお

ります。 

 とはいうものの、ほか５筆とか、ほか６筆と書

いてあるのでね、筆数でいうと全体で私も今数え

てたんですが、連立で28筆、駅周は８筆というよ

うな感じで見てますけれども、平米数も合計した

んですけどね、連立関係が3,772.74平方メートル

ということで、駅周が1,014.44平方メートルとい
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う平米数があります。合計は前に出ているとおり

なわけですけれども。 

 今、言われた仮側道部分で後からしか運用でき

ない部分というのは、このうちどのぐらいなのか、

売れるのはどのぐらいなのかということも、せっ

かくですので、そこまで言われたのなら御説明を

いただきたい。売れる部分については、どのよう

に今後やっていくのか、その辺を明らかにしてく

ださい。 

○都市開発課長 

 現在、土地で持っている面積4,814.18平方メー

トルのうち、処分が可能な土地の面積が1,505.89

平方メートル、処分が不可能な土地の面積が

3,308.29平方メートルでございます。 

○中島委員 

 それは連立関係、駅周関係の分類はなかったん

ですけど、今のお話ではね。当然、連立の関係の

ところが仮側道ですよね。1,505平方メートルが

可能ですから駅周の関係は1,014.44平方メートル

なものですから、連立関係でいうと500平方メー

トルもないぐらいですね、売れる土地が500平方

メートル弱ということで、ほとんどが売れないよ

と。3,200平方メートルぐらいは売れないよと、

事業が終わるまで、そういうことですね。現金化

されるのが少ないと。 

 そうすると、現金化可能の今1,505.89平方メー

トルについては、これは現金換算でいうと幾らな

んですか。 

○都市開発課長 

 この現金換算につきましては、当初買ったとき

の金額でという形でお願いしたいと思います。 

 といいますのは、今これから処分していきます

と、当然そのときの土地のスライド掛けた形で処

分していきますので、増になる部分もございます

し、減になる部分もございます。そういったこと

だけちょっと御承知願いたいと思います。 

 処分可能な土地1,505.89平方メートルで、その

当時の取得額ですね、これが２億6,945万2,467円

になります。 

○中島委員 

 ７億2,000万円強ある土地の価格というふうに

157ページにはこう書いてあるけれども、実際に

は売れるよというのは２億6,945万円ということ

で、７万円が２万6,000円という感じですね。そ

うすると、基金もそのぐらいしかないという、後

ほどで先ほど言われたのは、普通財産でどうのこ

うのと言われたのは、どういう意味合いだったの

か、もう少し教えてください。売れない部分につ

いて市のほうに何か理解してもらってという方法

ですね、どういうことを言われたんですか。 

○都市開発課長 

 ちょっと説明が下手で申しわけございません。 

 現在、行政財産と持っているものを普通財産に

変えるということで、そういった形で普通財産と

いう形の中で現金に一度させていただいて普通財

産として最終的に処分していただくという形にな

ります。 

○中島委員 

 普通財産にするということで、ここからは消え

ると、連立の土地だよという部分からは消して普

通財産としての登録にすると。ここも普通財産の

部分に書いてあるよね。行政財産にはなってない

ですよね。 

○都市開発課長 

 申しわけございません。行政財産ではございま

せん。最初から普通財産です。 

 そういった意味で、普通財産という形の中で、

とりあえず一般会計予算でその土地を一時取得し

ていただいて現金化していくという考えでござい

ます。その辺は財政とも今後協議という形ではご

ざいますけども、不足した部分については、そう

いったことも少し検討にしていかなければいけな

いということでございます。 

○中島委員 

 普通財産が今ここにあると。それを市が普通財

産として買うんですか。どういうことになるんで

しょうかね。開発公社に買ってもらう。そんなこ

とはできるんですか。普通財産ですよね、今も。

これをお金に変えたいと。基金で持ってるので、

それをお金に市からもらう。じゃあ市はこの財産
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は基金になるんですか。買うだけでいいんですか。

使えないけども買うと。使えないですよね。 

○都市開発課長 

 基金で持ってる分を一般財源で購入した形にし

て、もともと普通財産なんですけども、普通財産

という形の中で、最終的には、先ほど言いました

ように、事業が終わればその土地は処分できます

ので、その分は回収できるという、立てかえとい

う形になります。 

○中島委員 

 事業が済んだらということであると、側道なん

かもしっかり正式なものができてしまって、仮側

道の部分が不要になると。そこの部分を具体的に

どうするんですか。完了した段階で、それを処分

するというのは、どう処分するんですか。売るん

ですか。区画整理の中で使っていくというような

感じで。誰に売るんですか、これは。どういうふ

うに売るんですか。一般ですか。 

○都市開発課長 

 これは今の普通財産を持ってるものを売ってい

る市のやり方と同じような形で処分していくとい

う形になります。 

○中島委員 

 すっきりした段階で正式な側道ができて、その

側道に面した土地ということで一般の方に公募し

ていくというか、売っていくわけですね。そうい

う形でやっていくと。 

 南の区画整理なんかもここの部分がどうのこう

のっていうことが出てたので、私はそれにちょっ

とイメージがくっついちゃったんですけども、あ

いた分が、ですからその辺はどこの部分なのかが

わからないものですから具体的にね、連立の中と

いったら線路のわきの側道のわきだなという、こ

ういうイメージだけですけども、それが一反の土

地になっていれば売れるけども、なってなければ

また大変だなという感じもするんですけども、そ

ういった点では、この面積的なものはまとまって

売れそうなものということでいいんですか、面積

的には。 

○都市開発課長 

 先ほど言いましたような仮側道部分とかそうい

ったものに関しては、ある程度まとまった面積で

ございますので、あとは当然、筆の切り方によっ

てはどういった形での処分になるかは今後の検討

事項にはなります。 

 あと、駅周辺のほうで残っている部分につきま

しては、駅周辺に充てるためのというわけではな

くて、駅周辺の地区の中でこんだけが残っている

ということでございますので、それを全体的なプ

ールした形の中でこの基金は運用しておりますの

で、駅周辺に充てるため、連立事業に充てるため

というようなそういった意味ではございません。 

○中島委員 

 仮側道関係については後ほどで、要は、市に買

ってもらうということだね、とりあえずはね。市

に買ってもらって、お金にして事業に充てていく

ということですね。あとは市がまたそれを売って

お金に変えると。立てかえるというわけだね。そ

うじゃなければ基金があっても絵に描いたお札で

すもんね。それを現金化しながら活用できるよう

にするということですね。 

 基金もどんどん積んでいくわけじゃなくて、ど

んどん使っていくばかりなもんですからね、あと

は借金と。財源確保ということが常にいつもいつ

も問題になるわけですけどもね。これは財源確保

の点では、これは平成26年11月21日に愛知県鉄道

立体交差事業促進協議会会長、知立市長、林郁夫

と、こういう文章で国交省のほうへ要望を上げて

いらっしゃいます。この事業の重要性をずっと書

かれており、そして、なかなか社資交などが大変

ということもあって何しろ確保していただきたい

ということやら、コストの削減や効率的な事業執

行を図ることということから鉄道事業者との調整

会議等を踏まえた透明性の確保に努めることとい

うね、こういうことも含めて国交省のほうに出し

ていらっしゃいますね。 

 これは、大村知事も一緒に名前を挙げて国交省

に出している要望書ですね。こうやって多くの市

内で関係している市長がざっと連名で書いていら

っしゃるということなんですが、ここに最後にち
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らっと書いてあるのが鉄道事業者の透明性確保と

いうことも書いてあります。 

 それから、この点では何度も言ってきましたけ

れども、市長たちもそのことに触れられていなが

ら、なかなか決着がつかない問題ということであ

ります。一応法律に指摘されたことに関してはオ

ープンにしているよというものの、なかなかその

事業の内容をチェックできるような透明性の確保

はできていないという現状がありますね。これに

ついて、何回も紹介してますけども、県のほうに

求めても結局は全部黒塗りの資料が情報公開で出

てきまして、黒く塗っていないページは１ページ

もないという、しかも半分ぐらいが黒塗りという、

そういう資料で、何が何やらさっぱりわからん資

料だけが情報公開で返ってきたというのが現状で

す。 

 市長も申し入れをしてみえるということではあ

るんですけども、これは透明性の確保を一般的な

すっきりしたやり方にしましょうよという、こう

いうこととあわせて、財源が少しでも軽くなるん

ではないかということも期待をしているわけです

よ。この二面性があるんですね。この点について、

どんなふうにこれを出した11月21日付で、去年の

ね、平成26年度決算ですからいいわけですが、こ

うやって出していただいたその思いというものも

私は市長にもう一回、聞いておきたい。どんな思

いでこれを出されたのか。いかがでしょう、市長。 

○林市長 

 この事業については、議会の声、市民の皆様方

の声を受けて愛知県の関係の首長とともに連名で

要望をしております。また、これは言い続けない

かんということで、ことしも当然ながら私は会長

として国のほうに申し上げていくわけであります。 

 引き続き、粘り強く申し上げていく、これに尽

きるんじゃないかなと考えております。 

○中島委員 

 だから、どんな思いというのは、なぜこれが必

要だと思われますか。 

○林市長 

 とにかく事業をしっかりと前に進めていくこと、

また、まだまだ不十分である透明性については、

より一層透明化していただきたいということ、そ

して、それがコスト削減にもつながるんじゃない

か、そうした視点の中で申し上げていく、そうい

うことでございます。 

○中島委員 

 やっぱりここにもコストの低減、効率的な事業

執行を図ることが求められているところから鉄道

事業者への透明性の確保というふうに４番目の項

目に書かれているわけですが、何かほんとに分厚

い靴の上から一生懸命かいてるみたいなね、今ま

での経過を見ていると、そんな思いがしてならな

いわけですよ。 

 大村知事も一緒になって要望していらっしゃる

と。大村知事の判断で、もう少し県がオープンに

できないだろうかという気がするんですよ。黒塗

りって言ってる部分については、県は当然、全部

白塗り、透明性なものを資料はもらっている。市

もそれを見ている、そういうことですよね。これ

確認してきたんですけど、そうですよね。 

○都市開発課長 

 情報公開で中島委員がどの程度の資料を入手さ

れているのかというのは、私どもちょっと把握し

ておりませんけども、私どもが鉄道事業者が完了

検査に同意して受けさせていただいております。

これは県と知立市と同席した形の中に、県に随行

した形の中で検査のほうを実施させていただいて

おります。全て細部まで私ども把握しているわけ

ではございませんけども、黒塗りという状態では

なく、全て一度確認はさせていただいております、

その時点では。 

○中島委員 

 前から都市整備部長も言ってらっしゃる、一応

自分たちは見ているんだと。県も当然見ていると。

ただし、皆さんには見せられませんということに

なってるという、そういう状況ですよね。 

 県民として見る権利があるなと思って、私は情

報公開で求めたわけですけども、結局、出す以上、

関係者イコール名古屋鉄道の意向を聞いてみます

ので、ちょっとお待ちくださいといって、相当長
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い、２週間ぐらい延びましたね。相手の意向がオ

ーケーならばいいんだけども、オーケーでなけれ

ば出せませんということで、オーケーがもらえな

かったので真っ黒ですと、こういう回答でござい

ました。 

 求めたのは、この名古屋本線等仮線土木工事概

要、これは入札も行われて、工事がずっと発注さ

れて、地元の中一が入ったなとか、業者がずっと

書いてありますよね。ここの部分で関係する資料

をということで求めたわけなんですけどね、１枚

２円なのかな、全部で５万円ぐらいしました。す

ごい来たのがたくさんでしたので、５万円幾らの

情報公開の手数料を払いました。けども、全部真

っ黒でした。これじゃあメモ紙にもならないわっ

て、こういう感じですね。そういうものが来たん

ですよ。ちょっとばかにし過ぎてるよね、いくら

何でも。これが現状だということなんです。 

 名鉄の利益にならないと、うちの情報公開条例、

個人情報の保護条例、本会議でも議論しましたけ

ども、結局求められた情報が相手があるときには、

その人の許可を得て出すというようなことになっ

てまして、同じなんですね。名鉄の許可をもらわ

なきゃいけない。許可しませんということで、大

変な手間を職員の方がかけたんだと思います。す

ごい枚数を、段ボール１箱分を黒塗りというか、

真っ黒のテープを張ったのかと思われますが、や

ってこられたので、大変だったと思います、職員

の方も。ほんとに申しわけなかったなというぐら

いに手間をかけていただいた、その手間料かなと

思うぐらい真っ黒でしたよ。 

 結局のところはわからずじまいで、金額は全部

抜いてあるということですから、さっぱりわから

ない。今までいろんな事業費使ってきたけれども、

何が幾らだったのかという詳しいものについては

わからないままということで、この制度そのもの

がやっぱりおかしいんですよね。だから透明性と

いう問題をもっと前に出してやっていただかなき

ゃいけないというふうに思います。 

 それで、当然いつも鉄道部分については随意契

約をやられるというふうに聞いておりますけども、

土木工事は入札で地元企業も受注してますけども、

鉄道の部分、直接かかわる部分については随意契

約だよということを言われておりますが、この随

意契約という場合には、２社とか３社とか、あい

みつをとるような形の随意契約なのか、どういう

形でやっているのかわかりますか。 

○都市開発課長 

 余り確かではございませんが、たしか随意契約

は１社の随意契約というふうに認識しております。 

○中島委員 

 県の職員の方、おわかりになりますか。わから

ないですか。前もちょっとお話しましたが、岸和

田市の府のほうの監査のところで、随意契約も２

社以上でやることとかね、そういうことは確認し

なさいというようなことも指摘をしてるんですね、

監査がね。うちの場合は何社でやってるんだろう

と。全く１社随契なのか、鉄道だから専門的な分

野なので、そういう専門的な分野の人を何社か呼

んで、そして随契にすると。 

 ちょっといろいろ話し合ったね、プロポーザル

とは言わないと思いますけども、そういう２社随

契、最低でも２社、３社で随契しなさいというの

が大阪府が監査が言ってる文章があるんですけど

も、行ってきたら、やっぱりやってるんですよね。

岸和田市で聞いてきましたけども、２社とかでや

ってると。そういうふうに内容は、それは議員の

ほうには知らされないみたいです。でも市の職員

としては、それは確認しておりますというふうに

言ってましたけども、岸和田市は岸和田市と府が

両方が主体になるようなやり方をとってたので知

立連立とは違いますけども、でも愛知県の情報に

ついては教えていただけるわけだから、その辺だ

けは確認できるんではないかと思うんですよ。ぜ

ひその辺はね、ちょっと踏み込んでいただきたい

なと思いますけども、いかがですか。 

○杉山委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

午後２時56分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後３時05分再開 
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○杉山委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市開発課長 

 先ほどの中島委員からの御質問でございます。

やはり随意契約に関しては、１社だったと思いま

す。それと、大阪の岸和田市に関しては、私ども

そこまでの情報は入手しておりませんので、そち

らに関してはお答えはできませんので、申しわけ

ございません。 

 それと、今後そういった随意契約、そういった

ところもしっかり検査するべきという御指摘でご

ざいます。今後、名鉄の完了検査につきましては、

今後も私ども県に随行させていただきまして、そ

の辺もしっかり見て検査のほうをしたいと思いま

す。御理解願います。 

○中島委員 

 要は、高値どまりでこの工事がいってはいけな

いということがまずは大きいですよね。これだけ

公開といってるので、実はその辺は逆に、いざと

なったら困っちゃうし、ちゃんとやってるよとい

うのは出てくるかもしれませんけども、それは結

果オープンにしたらどれだけ安くなったとか、そ

れはわかりません。ならないかもしれません。だ

けど、それが透明性、そして説明責任という範囲

であってもやらなきゃいけないことではないかと

いうふうに思いますので、これを項目として並べ

ておくだけでなくて、具体的にどうするんだとい

うことをやってほしいなというふうに思います。

少しはこの大きな石がごろんと動いていくような

取り組みをしていただかないとならんじゃないか

と。知立市、お金がないなんて言ってるばっかり

じゃだめですのでね、ぜひその辺についてもやっ

ていただきたい。 

 それから、２対１についても、ともしびは消さ

ないというふうに市長は本会議で言われましたけ

ども、いまや風前のともしびかと私は心配を、ふ

っとしたら消えてしまうようなね、そんな感じも

しておりますけれども、前から言っておりますけ

ども、受益の範囲に応じてという、ここの受益の

範囲が非常に私どもが考えるのが、なぜ１対１の

受益なのかがわかりません。その辺ももっともっ

と研究してもらわなきゃいけない。 

 この国交省の中では、２対１のことについては、

もちろん触れられていないわけですけども、大阪

府の岸和田市の場合は、少し前も紹介したかもわ

かりませんけども、国道とか県道とか市道とか、

鉄道にかかっている道路がいろいろあります。た

くさん県道がかかってるその割合で県がもつとい

うようなね、ちょっと事業の形態違うんですけど

も、県道のほうが多いと、鉄道にかかってる道が。

それを上げるんだから、その分は道路があるんだ

から２対１で県がみてくださいよと。市が上げる

部分は市が責任を持つ、県が上げる部分は県が持

つ、そういうような発想もあって上げる部分につ

いても考えがあると。そういう考えもあるんだな

というふうに私は思いました。よくよく見ると、

知立市の場合でも県道、419号は国道、踏切は国

道ですよね。県道がいっぱいあるしということで

いうと、１対１では決してないと。受益の範囲は

もっともっと４対１でもいいぐらいだなって私は

思ったんですけど、そういう受益の範囲の考え方

も行われているということを私は認識していただ

きたいなというふうに思うんですよ。とまっちゃ

うなんて言わないで、自信を持ってそのことは主

張していただきたいな。本来ならこうじゃないか

ということを主張していただきたいなというふう

に思います。これは姿勢の問題として非常に重要

じゃないかというふうに思うわけです。 

 来年度に向けても、一度どういう時期になるか

わかりませんけども、もうやってるんですかね。

来年度予算に向けてのヒアリングは当然あったん

ですかね、その辺はどうですか。そういったとこ

ろで話し合いをするということは、やっぱりやっ

たほうがいいと私は思いますよ。全部納得してる

んだという顔してね、はいはいって済ませる余裕

がどこにあるんですか。いかがですか。 

○都市開発課長 

 ちょっと今の御質問の中身で、来年度予算とい

うのは県からの照会分といったことでよろしいで

すかね。まだ県からの照会分、来年度のものに関
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しては来ておりません。 

○中島委員 

 いつごろ。 

○都市開発課長 

 もうじきだと思いますけど、申しわけございま

せん。まだ現在のところ、手元に届いておりませ

んので。 

○中島委員 

 もう来年度予算ですから、当然もうすぐそんな

話がくるというふうに思います。議会でこういう

形の１対１については、やはり異議ありという言

葉が出続けているということをしっかり伝えてほ

しいんですよ。それを伝えてほしい。自分はどう

思っているかという。言ったらとまっちゃうとい

う、そんなことじゃなく、議会からは言い続けら

れておりますよと。受益の範囲が１対１ではあり

ませんよと。２対１でいいかどうかだって問題ぐ

らいだけども、せめて２対１ずっと言い続けてい

るわけですけれどね、３対１のところは東京都と

いうようなことでありますけれども、ここのとこ

ろは言い続けてもらいたい。 

 担当任せじゃいけませんのでね、市長、そうい

う形で伝えることについては、言ったらだめとい

う、封印するという、そういう姿勢は、まさかと

られないですよね。 

○林市長 

 そういう姿勢はとらないです。 

○中島委員 

 ということですので、都市開発課長、堂々と言

ってください。議会の中では、常に２対１、せめ

て２対１に見直してほしいという声が出続けてお

りますよと。１対１の根拠は一体何ですか、議会

にどうやって説明したらいいですか、食い下がっ

てください。なぜ１対１なのか。先の議会のとき

でも都市整備部長が、特に根拠はわからないと、

慣例ではないでしょうかと、こう言われました。

慣例で高い値段で買っとっちゃいかんからね、私

たちが。だからしっかりと根拠を見つけるという

立場を当局はとらなきゃだめですよ。都市開発課

長ともちろん都市整備部長、そういう形でいいで

すよね、お願いしますね。 

○林市長 

 今、中島委員が、市長がこう言ってたからとい

うことで都市整備部長、都市開発課長に投げかけ

られたが、私のほうから申し上げる。 

 私は、当然１対１は、１対１というか、負担軽

減を求めていく姿勢は変わらないわけであります。 

 一方で、担当は優先順位として、私どもそうな

んですけれども、とにかく平成35年にしっかりと

やり切る、すばらしい形で県と名鉄と一緒になっ

て平成35年に完成されるということが至上命題な

んですね。やはりそれは優先順位であります。し

っかりと議員のほうも受けとめていただく。これ

は決して封印はしないわけでありまして、それは

私のほうも事あるごとに負担軽減お願いしますと

いうことは言い続けていくわけでありますので、

また御理解いただきたいと思います。 

○中島委員 

 都市開発課長は言ったらいいのか悪いのかわか

らなくなりましたね、今の話だと。議会へ出てる

ということだけは、きちっと言ってくださいよ。

かつては議会全体で決議して県に上げたんですか

らね、それをいつの間にかほごにされるというの

は絶対許せません。その点は経費を確保する、財

源を確保するという意味でも重要だし、やってい

ただきたいと。地財法第27条にもきちんと沿って

やってほしいと、こういうことですので、当たり

前のことを言ってるわけですので、何度も言わせ

ていただきますけれども、やってください。それ

をやりつつ平成35年というふうに頑張るのはいい

と思います。 

 平成35年ということなんですが、水道のところ

で聞かなかったんですけども、市の橋脚のところ

が四角いボックスにぶつかっちゃうと。二千何百

万円の委託費が計上されていると、今補正予算で

ね。さっきちょっと聞こうと思ってて通り過ぎま

して、なったんですよ。委託費が二千何百万円と

出てるわけで、委託費があれだけ高いということ

は、工事費になると幾らになるんですかね、およ

そ。あれもまた伸びてしまうもとですね、費用が。
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2,640万円、調査費は2,000万円、こう出てるんで

すよ。連立やっていこうかなと思うと、こういう

支障物が出てくると。たまたまそれがこちらのほ

うに公共下水のほうで予算で見えてきたんですけ

ども、これという突拍子もないところでお金がま

たかかるということも出てくる。 

 ちなみに、幾らぐらいの工事費になりそうなん

ですかね、2,000万円の調査費がかかった、あの

物件というのは。調査費より安いことはありませ

んもんね、絶対に。高いお金かかっちゃうんじゃ

ないかな。いかがですか。およそ。 

○下水道課長 

 補正の中身で2,000万円調査委託費というそれ

にかかる工事費ということでございますが、現段

階においては、この工事費、まだつかんでおりま

せん、実際のところ。それが今、現段階のお話で

ございます。 

○中島委員 

 2,000万円がなぜ必要だったかということもな

るんですよね。大がかりなだから2,000万円かか

る調査費だったんじゃないかなって思いますよ。

当然これの２倍、３倍と工事費がかかるんではな

いか、こういったことも予測に反する費用として

出てくるんですね、実際に。だから、平成35年と

いうのもしっかり言っていかないと危ないなとい

う。経費も615億円で本当に済むんだろうかと。

平成35年はいいけども、このお金がどんどん膨ら

んでいっちゃうんじゃないかと、あれこれやって

るうちに。消費税10％ね、そういうことも含めて。

この辺の見通しはどんなふうに胸算用してらっし

ゃいますか、都市整備部長。 

○都市整備部長 

 昨今、東京オリンピックですとか、リニアです

とか、震災復興もありますけども、結構資材の価

格が上がっているという状況は事実でございます。 

 それが連立にどう影響するかということでござ

いますが、影響しないことはないとは思います。

どこかで影響してくるでしょう。 

 ただ、連立事業としてもきりきりの予算、615

億円で完全にやり切るということではなくて、多

少余裕をみておりますので、その中で、泳げる部

分は泳ぐ。泳げなくなった場合には、さすがに事

業費アップということになるかと思います。 

○中島委員 

 余裕を見た615億円なんだということが言われ

ました。裏の事情がさっぱりわからないので、心

配したり、激励したりということになるわけです

けども、そういったいろんなことが出てきます。

やっぱり知立市の負担としては、どんどん膨らん

では困るわけで、引き続き先ほどの課題は追求し

てもらいたいということはお願いをしておきます。 

 それから、ちょっと話を変えますが、区長要望

の土木工事を毎年予算化をされております。不用

額が道路維持費のところでは360万5,000円ほど不

用額として載っております。この辺の事情をちょ

っと。端数の残額だろうなとは思いますがね、全

体の中からすれば。区長要望とのこの実績はどの

ようにみられますか。 

○土木課長 

 今、中島委員の御質問のありました不用額とい

うことで、道路維持費になります。こちらについ

ては、主に工事内容としましては準市道整備工事、

舗装修繕工事、側溝修繕工事等の費用になってき

ております。 

 その中で、平成26年度においては、維持工事全

体で46工事を発注しております。46工事のうち、

12月補正、３月補正の締め切り前にまだ発注でき

てないものも含めて、年度末に工期が設定されて

いた工事が22本ほどありました。そういった工事

の変更額について見込みは立てるわけでございま

すけれど、どうしても工事によっては残額が出て

しまうということから、22本の工事の変更見込み

含めて、こういった形で残額が発生したという状

況でございます。 

 以上です。 

○中島委員 

 年度末では22工事だけれども、それ以前は46工

事やって、全体で区長要望等のものについては68

工事。46工事のうちのなんですか、22工事は。46

工事が全ての件数で、22工事が年度末だったので
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見込みが調整できなかったと、で、残額になった

と。わかりました。 

 それで、区長要望についてはいろいろありまし

て、去年、おととし、その前要望して、その次の

年に来年待ってねというような、区長と市民の方

とうまく調整がとれないというのか、どうしてそ

うなったのかわかりませんけれども、私も見に行

って、非常に危険だなという側溝の改修をやって

もらうのを待っていらっしゃる方が、やってもら

えないと言って訴えておみえになりました。 

 道路から宅地側へ側溝が50センチメートルぐら

い道路から下がって、下に側溝があるわけですね。

深い溝があるわけですよ。そこで旦那さんが転が

って落ちたという、けがもされたということもあ

りましたって言ってましたけど、そういう危険な

とこなんだけども、どうして連続的にやってもら

えないんだろうということを言ってみえた件があ

りました。 

 要望された方が、下からやりますからねという

ことで、下からやってきて、１年も２年もとまっ

ちゃったと。一番要望したところがやってもらえ

ないというようなことで、待ちに待ってるんだと

言ってみえた旦那さんは、ことしの５月に亡くな

ってしまったと。まさにこれは遺言なんだといっ

てお願いしたいというぐらいに長年待ってた工事

だというんですね。どうしてそういう事情が、危

険な状況だなと私もわかったんですけども、なか

なか区長要望の中で取り上げられなかったという

ことで、次の年も次の年も放置されたという事例

に今ぶつかってるわけですね。 

 もしやらなきゃいけないということであっても、

毎回毎回、区長が書いていかなければ市のほうと

しては全く受け付けることはないという、まずは

そういうことになってるんでしょうかね、区長要

望としては。継続的な受けとめ方はしてもらえな

いかどうかですね。継続的にお願いでき、順番に

来るのを待ってるわと言ったけど、一向にやる気

配がないということでしたら、全然やる方針では

なかったということになってたんですよ。区長要

望って一体何だろうというふうに言ってみえます

けども、どんなふうなルールになってるんですか。 

○土木課長 

 今、中島委員のおっしゃられたとおり、年度要

望につきましては、毎年９月末をめどに７月に区

長会のほうでお願いして上げていただいておりま

す。そういった中で、その申請状況を見た中で、

次年度予算を確保する状況の中で、認定箇所を決

定していきます。そういった形で次年度の認定箇

所を決めて、３月議会で提案させていただいて、

議決をいただいた中で決まってくるということに

なります。 

 今おっしゃられたように、線的に長いような区

間については、やはり31町内会あるものですから、

そういった全ての要望をいただいた中で、予算的

なものもあるものですから、年度でそこの町の全

ての延長について対応できるかというと、できな

いという状況がある中で進めていきます。そうい

った中で、今年度はこの部分だけですよというこ

とで、例えば、10メートルあって３メートル、３

分の１を採択しましたということで決定して工事

やっていきます。 

 次年度については、特に最近そういったお話が

多いものですから、昨年度、おととしぐらいから、

次年度の要望をいただいたときに、その要望箇所

に上がってない部分があるとします。そういった

場合には、区長にお願いして、一度確認をとって

いただくことをしております。前年度要望では、

この10メートル要望あったんですけど今年度３分

の１しかできてないということで施行させていた

だいたんですけど、その後、この要望は区として

これ以外のところを優先するということであれば、

そちらのほうで要望していただければ結構ですけ

ど、まだこの部分、３分の２残ってる部分を要望

していきたいということであれば、継続して年度

要望を上げてくださいということで、そういった

ふうに区長にお願いしておる状況ではございます。 

 ですからそういったことで、区長が再度町内を

まとめた中で忘れることがないようにということ

で今は配慮しておりますけれど、そういうお願い

をした中でもまだ上がってこないというふうにな
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ると、市としては、ほかの箇所を区として要望さ

れておるんだなということで認定をしていくとい

う状況でございます。 

 以上です。 

○中島委員 

 御本人は、もうお願いして、順番にやってくる

からねと言われたので、翌年またお願いするとい

うことは本人はしなかった。平成25年度にやって

いただいたのかな。平成26年度ないなって、平成

27年度もないなって言ってたら、どうも区長が要

望してなかったかもしれないと。はっきり言われ

なかったみたいですけどね。要望しますと言って

くださったそうですけど、どうも要望してなかっ

たと。 

 一番困ってるところじゃなくて、下のほうから

順番にやるからっていうことで、一番困ってると

ころまで到着しないで、そのまま放ったらかしに

なっちゃったということで、一体どうなってるん

だということなんですよね。だって、市民からし

たらわからない。１回お願いしてあれば、いいと

思っちゃってるんですね。 

 区長からは、再度どうですかというふうには言

ってこなかったということやら、また、毎年区長

がかわるので、継続がわからないんですよ。これ

は継続だよということであるならば、継続の中に

入れといてもらうぐらいのね、市のほうが。危険

だと１回判断してやり始めたんだったら、市のほ

うのリーダーシップをとってもいいんじゃないで

すか。それか、いや、これは市のほうの工事とし

てやっていただくというふうでもいいんですよ。

ちょっと区長要望で全面的に出なかったから知ら

ないという、こういう態度はだめですよ、必要な

ところをやらなければ。年寄りになって、おじい

ちゃん死んじゃったし、おばあちゃん１人だし、

なかなかわいわい言っていくというあれもないで

すよね。だから待ってるって。待ってても全然や

ってくれないというのが今、苦情として飛び込ん

できたんですね。 

 見たら、本当に危ない。あんな道路は市道とし

ても直すべきじゃないんですか。側溝の要望じゃ

なくて、道路があって、50センチメートル以上、

下に下がって、その下に側溝があるわけですよ。

こんな市道っていいんですか。市民の区長要望の

範囲ですか、これは。それが私は不思議ですね。

あんな危ない道路を市道としてそのまま放置して

おくのがおかしいんじゃないかと思うんです。ど

う思われますか。該当する場所わかります、話聞

いてて。余り個人的なあれだから、プライバシー

があるので言えませんけどもね。誰々さんなんて

言えないですけども、名鉄の線路沿いですわ。線

路沿いの北側。ここに車が落ちることもあるんで

すよ。車輪が落ちちゃって、わきへ寄るというふ

うな、市道としてあれは失格じゃないかと思うん

ですよ。どう思われます、建設部長。 

 私ども昭和３丁目もどんどん積もっていっちゃ

ってね、側溝よりも道路が高くなっちゃってて危

ないので直してもらいましたよ。真っすぐに直し

てもらったんですよ、大工事やってもらった。だ

けど、あそこは危ないですよね。こんなになって

て側溝が下のほうにあるんですもん。ですから、

あんな道路は認められないなと思って。区長申請

なんて問題じゃないんじゃないかと私は思います

よ。どうですか。 

○建設部長 

 今、中島委員の言われた場所、私自身はわから

ないものですから、その辺のところは見ないと何

とも言えないところがあります。 

 それとは別に、一般質問の川合議員の質問の中

に、第２区画整理の中で用排水という部分では本

当に同じような側溝が深くて。 

○中島委員 

 あれとは全然違う。 

○建設部長 

 側溝が深いという意味では、私は中島委員の言

われた場所が確認できてないものですから、そう

いった部分は、そういったところにも今、第２区

画整理の中にもたくさんございます。やっていか

なきゃいけないという思いの中で、それは今先ほ

ど言われたように、区との関係は、まだ私ども区

の要望、当初予算の段階では62％ちょっとぐらい
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しか採択できておりません。ですので、こういっ

た区との関係を今まで先人の方たちがつくってき

ていただいた中で区との関係を今こうして維持さ

せていただいて、区の御理解をいただいた中で仕

事をやってるというふうに思ってますので、引き

続きそういう格好はとっていきたいと思うんです

が、今、中島委員の言われた本当に危険な場所と

いうのは解消していきたいという思いはございま

す。 

○中島委員 

 全然違うというのは、新池の深い側溝の話、あ

そこは区画整理できちっとなってて深い側溝があ

るわけですよ。私も議会で何回もこれやってきま

したよ。だけどそれと全く違うんですね、区画整

理もやってないし。 

 道路がありますよね。側溝はここら辺にありま

すよね。斜めにこうなってるわけです。ここが50

センチメートルぐらい下がって、ここに側溝があ

ると。直した後はどうしたかというと、ここのつ

らに合わせてボックスを入れました。道路から斜

めにずっとなってるものですから転がって落ちて、

下の側溝にお父さんがはまっちゃったと、こうい

うこと。ここのスロープが長いんですよ。新池の

道とはまた違うんです。新池は完全に道路、側溝

ですもんね。側溝が深いだけで、道路がここにす

ぽっとあって、あそこも落ちると危ないんですよ。

ここは土手になってるわけ、土で。ここは土なも

のですから舗装がはげてがたがたしてるんですよ。

それで崩れてくるわけですよ。車がこうするから、

また崩れてくる。こういう斜めのところがあって、

その下のほうが側溝なんです。私も最初、電話で

何が何だかさっぱりわからなくて、見に行って初

めてわかりましてね、これは危ないねって。これ

はそのまま市道として、あれは側溝のところまで

が市道じゃないんですか。 

○建設部長 

 現場、どこまでが道路か、どこまでが水路かと

かいう部分、確認しないと何ともその御返事はで

きませんが、今そういった部分があるとするなら、

やり方としては、当初の３年間でやるところの最

初にやられた方法か、転落防止の柵をやるかとい

う考え方だろうというふうには思われます。 

 ちょっと現場見てないものですから、大変申し

わけございません。的確な御返事はできませんが、

そういうふうに思います。 

○中島委員 

 写真を撮ってきたのでお見せしとかなきゃいけ

なかったなと思って、すみませんでした。写真撮

ってきたんです、私、実を言えば。現場を見てい

ただいて、最近も相当苦情はいったはずだけどね、

本人が。その当時の話は今いませんからわかりま

せんと言われちゃったといって、またまた怒って

帰ってきて。区長要望というのは、そういう市民

の区長要望というルールをしっかり把握していれ

ばいいんだけども、毎年、去年がだめだったらこ

としやってください、またことしやってください

という申請の継続性がなければいけないというこ

とであれば、それはちゃんと説明してあげないと

わからないことなので、それから区長要望じゃな

くても、現地を見てわかっててやり始めた工事で

あったら、これは継続でやらなきゃいけないとい

うふうに思ってもらわなきゃ意味がないですよね。

下のほうをちょちょっとやっておしまいだなんて、

何の効果があるんですかというふうに思いまして、

去年は三百何十万円の減であればやれたのかなと

私は思いましたよ。去年やってもらえなくて、こ

としもやってもらえないと言ってるわけですよ。

去年のお金がこれだけあればやれたんじゃないか

なって私なんか思っちゃいました。 

 ということで不用額を言わせてもらいましたけ

どね。やっぱり緊急性のあるところについては不

用額というふうになった経緯はわかりましたので、

使えなかったかもしれませんけれども、しっかり

と不用額を残さない形で１つでも拾っていくと、

どうしても緊急性のあるものは。最初はコミット

されたけども、拾っていくという、こういう立場

で現地を見ていただきたい、緊急性もあるものは

やってもらいたいというふうに思います。そのよ

うでよろしいですか。 

○土木課長 
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 今、中島委員のおっしゃられたとおり、緊急性

については現場を確認させていただいた中で、や

はり工事については地元の区長も御承知おきいた

だきたいということで、その辺の関係についても

御相談させていただいた中で、請負差金等、不用

額を極力少なくするように、そういった箇所を救

えるように努力していきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

○中島委員 

 よろしくお願いします。おととし現場を見てや

ってくれたわけで、現場を見てくれたらわかって

るはずなのに次は抜けてしまったと、みんながと

いうことでありましたので、そういうことがない

ように十分に指導していただいて、やれるルート

に乗せてあげていただきたいというふうに思いま

した。 

 それから、ミニバスの件で伺いたいというふう

に思います。 

 これは、104ページにミニバスの乗降客が載っ

ております。前年比7.2％増、28万560人の御利用

ということで、大繁盛だというふうに私は思って

おります。また、コンパクトシティの中でもミニ

バスを十分に利用して皆さんが縦横無尽に市のい

ろんな施設を利用できるような、そんなまちをつ

くっていこうという、そういうこともありまして、

重要な施策だというふうに思っております。 

 その中で、ここで10月からこれは実施する業者

が変わって、２つ利用の書き方が変わってますよ

ね。最初は４月から９月までと10月から３月まで、

コースの分担が変わりましたね。ちょっとその辺、

説明していただけますか。 

○まちづくり課長 

 昨年、平成26年10月１日より運行事業者が２社

になりました。それまでは５コース全て契約上は

１から３、それから４、５と２つの契約でしたが、

同じ大興タクシーのほうが受託をしておりました。 

 10月以降につきましては、１と５につきまして

は大興タクシー、２、３、４につきましては名鉄

バス知立営業所が受託をしております。 

 以上です。 

○中島委員 

 今は１号が大興、２、４、５が名鉄ということ

で、前は大興１本だったのが変わったと。その前

も大興と名鉄でしたけどね、ということで一本化

されたのが今回また２本化されたということが去

年の10月ということで、利用人数も一応分けて書

かれております。 

 だから、単純に比較ができない。コースごとの

人数を書いてないのでちょっとわかりにくいんで

すけども、コースごとはわからないですね。年間

通して１、２、３、４、５がそれぞれ何人という

ことがわからないですね、この表ではということ

です。それ、もし資料として多分あるのではない

かなと思いますので、それは後日でいいですから、

また見せていただきたいというふうに。今すぐわ

かるんですか、１から５の総トータルをそれぞれ。

じゃあ、お願いします。 

○まちづくり課長 

 基本的に10月１日と９月30日で分かれてるんで

すが、基本的な構成は余り変わらないものですか

ら、年間のトータルでお話をさせていただきます。 

 まず、１コースにつきまして５万578名、２コ

ース、４万1,327名、３コース、７万508名、４コ

ース、３万6,085名、５コース、８万2,062名。 

 以上になります。 

○中島委員 

 年間通した各コースの人数がわかりました。 

 イエローコースが相変わらずたくさんの方が利

用されているわけですが、２つお願いしたいなと

思うんですが、朝早くから、結構お昼過ぎてから

も満車で座れないことが多いというお客さんのお

話がきたんです。多いから、ここはもう少し大き

い車にならないのかねというようなこともきまし

た。その方の感想で乗ったときの実情だったこと

は確かなんでしょうけども、全体的にいうと、座

れないお客さんがたくさんいるというような時間

帯というのはイエローコースの場合でいうとどう

いうことかわかりますか。ほかにも朝はあるかな

とは思いますけども、その混みぐあい状況ってい

うかな、時間的な、座れないお客さんが出てると
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いうことについて、もしわかれば教えてください。 

○まちづくり課長 

 先ほどお話ししたように５コース、イエローコ

ースが一番利用人数多いです。少し最近のデータ、

夏休み期間中は抜きまして、７月の夏休み期間前

の中で何日か多い日をピックアップして便ごとに

整理をしてきました。そうしますと、便で申しま

すと３便から８便、時間帯で申しますと、午前８

時台から午後２時台、少し午後３時に入るんです

が、そのあたりが人数としては多いです。 

 あと、類似したもう１コース、利用者の多い３

コース、オレンジコースなんですが、こちらでも

３便から６便あたり、これも同じように午前９時

台から午後０時ごろが混むようなものです。 

 例えばあと、イエローコースでの便でのピーク

での乗車人数で申しますと45名、あるいは41名、

オレンジコースでの近い数字で41名、あるいは40

名といった乗車人数としてそういった結果が出て

おります。 

 以上です。 

○中島委員 

 ということで、四十何人というのはオーバーし

てるぐらいの、乗車定員をオーバーしてる。二十

何人でしたかね、定員は。 

○まちづくり課長 

 若干バスごとに違います。例えば、イエローコ

ースですと運転手入れて36名ですのでお客様とし

ては35名、オレンジコースでは運転手を入れて31

名ですのでお客様30名。 

 先ほど申しました45名とか40名という数字、こ

れはトータルで乗られる人数ですので、イエロー

コースですと知立駅から乗られて昭和で一度おり

られる方が、例えば半分で、また乗られる方が半

分、きれいに分かれると思わないんですが、です

ので、この定員を超えてるとは考えておりません。 

 以上です。 

○中島委員 

 定員は超えていないけども座席数は超えている

ということがあるので立ってみえるということで

すね。もう少しこれは調査も必要だとは思うんだ

けど、この時間帯だけ大きいバスにしてください

というわけにはいかないですよね。何か対応を、

これは何かアンケートいろんな中で出てることな

のかどうか、検討課題として。いかがです。 

○まちづくり課長 

 少し古いんですが、改正の平成25年度あたりで

一度調査等をしたことがございます。ちょっと今、

細かな資料を持ってないのですが、たしか席が少

ないという、そういった御要望あります。 

 参考まで席の数なんですが、５コースにつきま

しては11席、３コースのオレンジコースにつきま

しては14席あります。この席数の違いというのは

横向きと前向きという、イエローコースについて

は横向きですので、少し席が少ない。そのかわり

立ち席としてのスペースが大きいので定員として

は多くなっております。 

 あと、対策というか、要望等の考慮の中なんで

すが、現在、平成29年９月30日までの契約という

か、そういった中で運行をさせていただいてます。

いろいろ選択肢の中では、確かに便をふやすとい

うのはなかなか難しいのかなと思いますので、コ

ースの見直しも含めた中で、例えば、バスの償却

を迎えたようなときに、今は小型のバスですので

中型的にすれば席数としては、ちょっと具体的な

数字ないんですが、当然ふえてまいりますので、

より座っていただける方が多くなるかとは考えま

すが、３年間のうちの今１年目が終わるところで

すので、少しまだ今後の調査等で、あるいは将来

的にはトータル的なコースの見直しも随時やって

まいりますので、そういった中での対応かと今の

ところは考えております。 

 以上です。 

○中島委員 

 今、変えましょうといって来年から変えられる

ものではありません。平成29年度なら逆に準備が

できるかなという感じを私は受けましたけども、

中型のバスにしたらどうなんだということも含め

て、イエローコースは一番新しいですかね。です

から、まだ耐用年数ありますしね、色を変えてほ

かとチェンジするいうこともあり得るかもしれま
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せんけれども、少ないところとね。非常に立って

て、私の知り合いの訴えてみえた方も、もうじき

60歳なんですけども、乗っていくと、70歳とか80

歳の人がいっぱいになる。あんた若いから立って

なさいってことになっちゃって、座ったことがな

いといって。あいててもね、お先にどうぞという

ことで、その方、実は心臓が悪くて、えらいんで

すけど、あんた若いねと言われちゃうと座れない

と。そこでは苦情は言われないからね、年寄りは

大変だと思うからねといって、もう少し座れるバ

スがいいなというふうに訴えてみえたのでね、そ

ういったことを今、私は提起をさせていただきま

して、ぜひ一度コースの見直しやら、今後もバス

停の問題、バス停に屋根が欲しいとかいろんな形

の要望がいっぱい出てきますよね。そういった問

題も含めて議論をしていただいて、平成29年度の

見直しという段階で少しでも改善ができるように

していただきたいなというふうに思います。 

 それから、もう一つなんですが、イエローコー

スの場合でしかリアルに私もわからないですけど

も、白いバスが走ってる。それも長期間走ってる

ので、ちょっとした何かじゃなくて、何であんな

に長い間、白いバスが走るんだろうと。車検なら

こんなにかからないし、どうなんだろうという疑

問の声もありまして、その白いバスの件ですね、

どういうふうなのか。 

 その白いバスが、特に一番後部座席がひな壇み

たいに高くなってるんですよ。普通のイエローバ

スよりも高いんです。怖くてのぼっていきたくな

いと。その人は、その人って別の人です、怖いも

んで、こちらにしがみついて立ってる。危ないか

ら座ってください。当然言われるんですよ。でも、

あんなところへのぼっていったらもっと危なくて

座れないという話もありまして、どうなってるん

ですかね、これ。 

○まちづくり課長 

 車検というときも当然代車という、今の白いバ

スというのは大興タクシーがお持ちの代車で使う

ために御用意してある低床のバスです。これは少

しホイールベースが短いものですから、座席が少

し込み合ってるというか、中のスペースが狭いと

いうことで、後ろのほうに上がりながら無理やり

席をつくったようなものということになってます。 

 それから、車検以外でも年間７万キロメートル

から８万キロメートル走っております。今、４年

たってますので、単純にいっても二十七、八万キ

ロメートル、もしかしたら30万キロメートル近く

なってるかということで、いろいろな故障という

か、クラッチだ、エンジンだありまして、その都

度どうしても部品が入るまで、どうしても安全運

行のためにはやむなしにそういった代車というこ

とを使わせてはいただいております。部品の入る

のに時間がかかる、そういったことありますので、

３日、４日とか１週間とか、そういった期間で代

車運行させていただくとき、そういったときに非

常に御迷惑かけていることは承知しています。あ

るいは直接お客様から、使いにくいねというよう

なお話も伺っておりまして、何分にも今のバスが

運行事業者が持ってみえる代車ということで低床

のバスですので、ほかのバスはなかなか使えない

ということで、いたし方ないという中で、安全面

との中でそういった対応をさせていただいており

ます。 

 以上です。 

○中島委員 

 じゃあ、よく故障するんですね。よく白いバス

に変わってますよ。車検があんなに回数があるわ

けないっていう感じでね、二、三日じゃなくて長

い期間、白いバスがどんどん走ってくるっていう

ことでね、イエローバスと書いてあるから白くて

も乗るんだけども、一番困るのは座席が高いとい

うことで、低床バスではあっても、また機会があ

れば変えてもらえるようなことが必要ではないか

なというふうに思います。ブレーキかけたら前へ

すっ飛んでいきそうな高さですね、一番最後尾が。

シートベルトありますかね、あれも。ないですよ

ね。私も乗ったことありますけども、あれは一番

後部で、真ん中乗ったらこうなったら飛んでっち

ゃいますね。危ないですね。 

 ですから、ちょっとそういったことについての
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安全面も含めて、一度バスの検討はしていただき

たいなというふうにお願いします。あれしか代行

バスがないのね。困ったもんだね。どうするんで

しょうね、転んじゃったら。ちょっとあれはね、

ひと工夫しないと危ないですよ。言っておきます、

それはね。また保険使って長期療養なんてことが

ないようにしていただきたいなというふうに思い

ます。 

 ミニバスはそういうことで、改善をこれからも

お願いしておきたいというふうに思います。 

 それから、市営住宅なんですけれども、今回、

審査意見書のほうの19ページ、住宅使用料の収入

未済額というようなところがあります。不納欠損

額うんぬんかんぬんありますね。平成26年度につ

いて収入未済額が急にどんとふえたなというふう

に見受けられます。平成22年度に対する指数で

1.89ということですね。前年度は0.47という数字

でしたけども、平成26年度になったら1.89という

ふうになっております。これは、どのような状況

でしょうか。 

○建築課長 

 お尋ねの収納率の悪化の件でございます。確か

に、平成25年から平成26年につきまして、我々も

懸念しておりまして、ポイントでは5.2ポイント

悪化しました。金額等は186万2,900円、その前の

年度は46万4,900円でございます。世帯数におい

ても、前が６件だったのが11世帯にふえておりま

す。 

 先ほど来の個人情報の件もあるんですけども、

限られた方が長期の、金額におきましても高額な

滞納をされております。現実は、そういうことで

ございます。 

○杉山委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

午後３時56分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後４時04分再開 

○杉山委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○中島委員 

 市営住宅の場合は、本当にお金がない人が入っ

てるなという感じがいたします。生活保護を受け

ていらっしゃる方とかね、年金暮らしだとか、オ

ーバーしている人もいるかもしれませんけれども、

今どんな入ってる方のバランスということでいう

と、家賃がオーバーしちゃってる、収入がオーバ

ーしちゃってる人、わかります。 

 それから、減免してる人、それから、生活保護

の場合は減免とは言わないですね。家賃分が全部

出るので減免ではなく生活保護の人、そういう住

んでいらっしゃる方の実態を御披歴をいただけま

すか。 

○建築課長 

 入居者の実態の話でございますけども、中島委

員おっしゃられるように、入ってみえる世帯はそ

れぞれでございまして、細かな数字は手元にない

んですけども、私の実感としまして、収入超過の

方もおられます。ですけども、その方が年を取っ

て子供が独立されて、また今度は収入が少ない部

類に入っていくというパターンが多いのかなとい

うのは私は感じているところでございます。 

 どちらにしても、今先ほどの滞納額の多くなっ

た原因は、私が思うところには、その人の収入減、

生活困窮による滞納がほとんどでございまして、

そういったこともありますので、なかなか滞納家

賃の徴収については強引にできるものではないの

で苦慮しているところでございます。 

 しかしながら、住宅の適正な管理という点から

しますと、家賃滞納は許されるものではございま

せん。私どものほうは、家賃とその人の生活状況

を見比べながら、払っていただくものはしっかり

払っていただいて臨んでおります。 

 以上です。 

○中島委員 

 滞納があられる方については、訪問してやって

らっしゃる、それとも市のほうにも来ていただく

ような形をとってらっしゃいますか。 

○建築課長 

 両方ともでございます。 

○中島委員 
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 市のほうへ来ていただいて話をするというのも

大事かなというふうには思っております。家に行

ってお留守だったということで帰ってくるという

ことも多々あるんではないかと思いますけども、

通知をして、税金ではありませんけども、滞納を

どうやってなくしていくのか相談日みたいな形で

ね、そう悪い、いじめるという意味じゃなくて、

やっぱり滞納はよくないわけですから、安いほう

の家賃ですからね、一般の住宅から比べればね、

それは努力していただけるような相談を市に来て

いただいてやるのもいいんじゃないかなと。病気

の方はともかく、そういうことも私は必要ではな

いかなというふうに思います。 

 いずれにしても、所得の低い方たちということ

の中での苦労が担当者の皆さんの仕事そのものに

なってるなということを思いますが、またぜひよ

ろしくお願いします。 

 これは前からのあれですけども、公営住宅の必

要世帯ということで市のほうがストック計画等を

つくっている中での必要な住宅戸数というものを

はじき出していたり、近隣と比べてみたり、いろ

んな数字を出しておられます、市自身が。 

 人口1,000人当たりというところでいいますと、

知立市は1.5戸しかないということですね。あと

は近隣10市で平均して5.8戸、知立市は1.9戸しか

ないと。一番多いところが刈谷市ですかね、7.8

戸、碧南市7.1戸、安城市4.8戸、岡崎市7.5戸、

豊田市4.8戸、西尾市7.4戸、みよし市が3.4戸、

高浜市が3.1戸ということで、平均が5.8戸市営住

宅があるわけであります。 

 この点では、ずっとこういう形が言われており

まして、改善がなかなかままならないと。公共施

設の全体の保全計画などをにらみ合わせなければ、

なかなか新規も進まないというようなのがこれま

での議会のやりとりの中でございましたが、本体

のこのストック計画等でいいますと、やっぱりつ

くっていかなきゃならないということが明確に出

ているわけですよ。これが結局、公共施設の計画

を前に出されますと市営住宅がすっ飛んでしまう

と。いかんじゃないですか、これは。どうですか。 

○建築課長 

 市営住宅を建設も含め担当させていただく我が

担当者としましては、中島委員御披歴のとおり、

市営住宅の絶対数については本当に少のうござい

ますし、ストック計画においても後期計画を早急

に建設する思いは、中島委員の思いと私は一緒だ

と思います。 

○中島委員 

 知立団地がたくさんあるからええじゃないかと

思ってみえる方いません。 

○建築課長 

 知立団地には、確かに実態はよくわからないの

があれなんですけども、安く入れるよという一般

的な思いが確かにあります。 

 しかしながら、法律論が違うというんですかね、

公営住宅法での家賃体系、収入基準と公団ＵＲの

体系等は違いますので、所得の部位が違うという

のもこれも事実です。 

 しかしながら、つくって四十何年たっておるの

で、家賃自体としては３万円、４万円という家賃

なので、所得収入が少ない方でも入っておられる

のが現実だというのは事実でございます。 

 以上です。 

○中島委員 

 ２ＤＫで３万7,000円ぐらい、それは一番最低

ですね。３万円というわけにはいかないですね、

３万7,000円プラス共益費で、それはどこでもつ

いてくるわけですけれども、今は減免で安くなる

というのはなかなかなくて３万7,000円ぐらいで

市営住宅の場合だと八橋で一番高いところが４万

円ですよね。高場が３万7,400円ということで、

このあたりに匹敵するのが知立団地の家賃かなと

は思います。だけど、あとは中山8,200円からあ

るだとか、本田も安いんですね、8,000円代とい

うことでいうと、家賃がやっぱり全然違うんです

ね。 

 収入部位ということも言われましたし違うので、

やはり市営住宅の必要性というものは後には引け

ない要望じゃないかなと、やっていかなきゃいけ

ない課題ではないかなというふうに思うんですが、



- 95 - 

なかなかこれが実施計画に出てこないような形に

なってきてて、公共住宅の全体の整備の計画との

絡みで検討するなんてことを前、答弁されており

ましたけども、そういう今も認識でいらっしゃる

んでしょうか。 

○建築課長 

 後期新設住宅でのお尋ねと思います。私どもは、

ストック計画に基づきまして早急に建設という考

え方は変わっておりません。また、公共施設の白

書の中にも築40年たちます古い本田、中山住宅、

こちらについてもどうしていくんだと、そういう

ことも見据えていきますと、うちのほうも中山、

本田の将来計画もあわせたような新しい提案もし

つつ、早期建設にしてまいりたいと私は思ってお

ります。 

○中島委員 

 具体的な時期をどのようにお考えですか。 

○建築課長 

 早期の実施計画の採択でございます。 

○中島委員 

 だから早期というのは、いつごろを早期って言

ってるんですか。今度の頭出しという意味ですか。 

○建築課長 

 今、実施計画のヒアリング等は現在進行中でご

ざいますし、私どもは早期に着手できるように要

求してございます。 

○中島委員 

 もともとの計画の年度は何年でしたか。 

○建築課長 

 当初つくりましたストック計画は平成19年度か

ら10年間、平成28年度までの計画でございました。 

 ということですので、もう既にそういった形で

随分おくれとるんですけども、私どもは実施計画

に通していただけるように努力しておる次第でご

ざいます。 

○中島委員 

 平成29年度にはもうできてなきゃいけないぐら

いのね、前に実計メニコンやられて、あのころは

もう意気揚々とその時期をにらんでやろうという

ことで取り組んでいらっしゃったというふうに思

うんですが、あのあと風船がしぼんでいくように

力がなくなっていっちゃったなという感じがする

んですけども、早期というと、もう平成28年度の

頭のところで基本計画をつくるというところにま

ず入っていったとしても実施計画があり、建設が

ありということでいうと、２年、３年とかかっち

ゃいますよね、早期に入ったとしても。それでも

計画から２年、３年とおくれるということですの

で、もう一歩も引けないんじゃないかなというふ

うに思うんですが、建設部長、いかがですか。 

○建設部長 

 今、建築課長が申したように、今、私どもも市

の全体的な財政のこともありますが、私どものス

トック計画に基づいた早期の実現ということで、

昨年度の議会の中でも御答弁させていただきまし

た。今そういうことを見据えた中で、昨年度の実

計で平成29年度基本設計ということを打ち出して、

議会でも御答弁させていただきました。最低でそ

れにおくれることのないような考え方で、今、建

築課一体となって要望させていただく状況でござ

います。 

○中島委員 

 平成29年度に基本設計で実施設計にいって、大

丈夫ですか、訂正はないですか。 

○建設部長 

 今の平成29年実計の中で基本設計を要望させて

いただいたものを今、採択いただいてるというよ

うな状況でございます。 

○中島委員 

 そうすると建設年度が、もうこれは採択された

ということですね、平成29年度の実施計画が。ま

だそういう時期じゃないですよね。 

○建築課長 

 建設部長の答弁は昨年度のことでございまして、

今年度の要求におきましても、昨年と同じ平成29

年度にその基本設計から入らせていただきたいと

いうことを要求しております。 

○中島委員 

 ２年にわたってその要求をしているということ

ですね、今回やればね。去年も要求、ことしも要
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求と。今、実計の話し合いがあるという時期です

よね。いろんな部署がみんな浮き足立ってきちゃ

うというかね、やってもらわなきゃいけないと各

部の事業について思いを強くしている時期でござ

いますが、市長、いかがですか。今の話からいう

と、去年も見送りなっちゃったみたいなんですが、

去年も平成29年度基本計画ということで要求した、

ことしもそれを要求すると、平成29年度要求と、

これについてはこれはしっかり受けとめるという

ことでやっていただけますか。 

○林市長 

 このストック計画に基づいた市営住宅というの

も我々行政としては重要な課題の１つかなと考え

ております。 

 今、実施計画を今からヒアリング等していくわ

けでありまして、本当に実施計画に上がってくる

事業、どれも大事な事業ばかりでございます。そ

うしたことをしっかりと踏まえて、優先順位を決

めながら採択をしていきたいなというふうに考え

ております。 

○中島委員 

 やるかどうか全然はっきりしない答弁でした。

優先順位考えたい。私ども、このストック計画は

議決はしておりませんけどね、大分前につくった

わけでね。議決をすればもっと強制力ありますよ

ね、きっと。計画って何だろうというふうになり

ますよね。こうやってつくってきて、もうできた

当時から期待の50戸ですよ。たかが50戸、されど

50戸。それだけかと思いながらも計画をつくって

くれたので、よかったといってまずはきたわけで

すよ。30戸高場つくった、20戸実計メニコンでア

ピタの下の土地でどうだと、こういう案も出てき

た。間近だなと思ってたら、どこかへ消えてしま

ったと、こういう実感ですよね。 

 だから、ストック計画が期限切れという、その

認識に立ってもらわないと、市長、期限切れなん

ですよ。計画なんかつくって、あとほかっときゃ

いいというもんじゃないでしょうというふうに思

うんですね。これは、本多市長のときだったと思

います。この議論があってね、やりましょうとい

うことで計画の中に盛り込まれた。それを引き継

いでいただいているのが林市長ということです。 

 10年間の計画、平成28年まででもうこの計画は

切れちゃうんですよ、期限切れになっちゃう。切

れてから平成29年度に基本計画をつくりたい、基

本設計をつくりたいといって非常に担当としては

控え目な要求に変わってきてるのに、まだ優先順

位はどこかなってはぐらかされたら困りますよね、

これは。連立、平成35年完成いいですよ。だけど

市民に直接関係するような市営住宅のこの平成28

年度までに完成するのがタイムリミットが目の前

というのに、それはやらなくてもいいんだと、連

立は平成35年なんだということばかり言われては、

市営住宅に住んでいらっしゃる方は連立影響ない

もんなって思ってらっしゃる方が逆に多いんです

けど、日々の生活でやっという人がいっぱいなん

ですよ。こういうこともやらなきゃだめですよ、

しっかりとと思いますが、市長、もう一度、最低

譲歩したこの計画受けとめてもらって、実施設計

の手前、基本設計だもんでね、まだ、やってもら

わな困りますよね。 

○建設部長 

 先ほども申しましたように、担当としては、ス

トック計画では平成28年度ということで過ぎては

おりますけど、平成29年度、昨年度基本設計の採

択をいただいたということを引き続き要望させて

いただいて、しっかりとその辺を受けとめて、実

現に向けて今後も要求してまいりたいというふう

に考えております。 

○中島委員 

 よく見えないんですけど、そうなると完成とい

うか、順調にいって建設、入居はいつになるんで

すか。 

○建設部長 

 今、平成29年度基本設計という中の考え方とし

ては、次の年度に実施設計、建設に２年かかるの

かなというぐらいの考え方、今の現状での考え方

はそうだというふうに私は考えております。 

 以上です。 

○中島委員 
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 そうすると、平成32年にでき上がるという計算

ですね、今の話だと。実施設計があって、建設に

２年かかって。 

○建設部長 

 今の考え方は、そのぐらいだろうということで

申し上げました。 

○中島委員 

 この思いどおりにスタートしてこうなんだとい

うことですね。平成28年度に完成が、平成32年に

なるということで４年ずれ込むと、ですよね。平

成28年は完成予定だもんね、着手じゃないもんね。 

平成19年から平成28年という10年間の中で50戸に

するということは、平成28年度にはもう50戸にな

ってるということですよね、計画は。だから４年

それよりもおくれると。 

○建設部長 

 そのとおりでございます。平成28年度過ぎてい

くと、来年が平成28年度でございますので、平成

28年度は到底間に合わないということは認識させ

ていただく中で、平成29年度基本設計、順調にい

って次の年に実施設計、次、１年でできるか、２

年でできるかというところがあろうかと思います

けど、まだ確実に場所が確定したわけじゃござい

ませんので、その辺のところも踏まえて、今の考

え方からすると平成32年ということで、私として

はそのように思っております。 

○中島委員 

 そうすると、本田住宅が耐用年数がきちゃうん

じゃない。そうすると、それを含めた形の戸数の

建設が必要になると。20戸ではいくらなんでも単

独市営住宅としては存立し得ないんじゃないかと

いう議論をしてきましたけども、本田を移動して

もらうような形でやるとするならば、合わせた戸

数を目指すと。 

○建設部長 

 先ほど建築課長が申したように、今言った本田

だとかいう部分では、かなり耐用年数がきとると

いうことも踏まえて、そういった部分も考えてい

かなきゃいけないということを申し上げた。考え

方としては、そういうことでございます。今それ

がそのような部分も対応した建設計画を考えてい

ることではございません。 

○中島委員 

 ございませんじゃいかんじゃないかな。耐用年

数が過ぎてきて、本当に老朽化が激しいですよね。

耐用年数過ぎてそのままにしておくというような

ことの考えもあるということになる、そうすると。

減らしちゃまずいですよね、ストック計画。耐用

年数が過ぎたのを古いまま使っていく、壊してな

くしちゃう、それじゃあ困りますもんね。 

○建築課長 

 私どもが考えているのは、既存ストックを踏ま

えた市全体にどのような形で住宅を残していこう

かと、そういう考えを今思ってまして、おっしゃ

られるとおり、中山、本田については築40年で古

いですけども、躯体自体、構造体自体は耐震性能

全然問題ないです。しかし、ちょっと仕様が大分

古いので、住まい勝手は確かに悪い点もございま

す。 

 そうはいっても家賃的にも、それから、何せ１

階から入れるという、特に高齢者には好評の施設

ですので、今すぐに廃止ということよりも将来的

にどうかなという考えをもとに現在は考えており

ます。 

 補足いたします。その後、その本田、中山をど

うしていくかも考えながら、新しい市営住宅の計

画を検討したいと思います。 

○杉山委員長 

 ここで予算・決算委員会運営要綱第６条第２項

及び第３項に規定に基づき、会議時間の延長また

は予備日での開催についてお諮りします。皆さん

の意見をお願いいたします。 

 ここでしばらく休憩します。 

午後４時29分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後４時31分再開 

○杉山委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○中島委員 

 お話はわかります。古くても耐震性はまだある
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と、安いし、住みやすいということで望んでいら

っしゃる方がいるので、もう少しそれを使うとい

うことも視野に検討したいと、こういう意向です

よね。その気持ちは私もよくわかりますので。 

 ただ、新しいところをつくるのに、ストック計

画は50戸つくるという目標で、あと20戸だという

ことになるわけですよ。今の住宅はそのままでい

きますということをほぼ決定したとしたら、20戸

しかつくらないのかということになるんですよ。

20戸の単体の市営住宅というのは非効率ですよね

っていうことを問題にしたわけですよね、前に。

最低でも30戸なきゃね、コミュニティーのスタイ

ルか集会所みたいなものとかいろいろ思うわけで、

20戸じゃいくらなんでも逆に非効率というか、費

用対効果といいますか、ということなので、もし

つくらないという場合は壊さないということを前

提にするならば、最低でも30戸のをつくろうとい

うような計画を持っていただきたいなと思うんで

すが、そういう発想ということでよろしいですか

ね。やっていただけますか。 

○建築課長 

 私どももコミュニティーは20戸では少ない、そ

れは思いは同じでございます。しかし、今の市営

住宅や中山、本田のその後を考えますと、じゃあ

10戸の本田住宅はあのままでいいんですかという

と、やはりそれは中島委員の思いと私の思い一緒

ですので、すぐではないにしても集合させたほう

がいいというのは同じ思いでございますので、そ

ういうことを見据えたような計画を考えていきた

いと思っております。 

○中島委員 

 住んでいらっしゃる方をおもんばかって、もう

少し時間もかけて模索するというような意味合い

かなというふうに私は受けとめました。今からそ

うだというふうにばちんと切っちゃうということ

は失礼な話だし、困っていらっしゃる方もいるか

もしれませんし、そういうことも十分に踏まえな

がら新規建設の段階で入れていくかどうかをもう

少し慎重にという、基本計画、基本設計が平成29

年度ということでいくんであれば、その辺をもう

少し時間をかけてやるということですね。20戸の

ものはつくらないと。20戸という市営住宅はつく

らないと、それだけはいいんですね。 

○建築課長 

 １棟が20戸という質問なのか、ちょっと困っち

ゃうんですけども、そこの団地体としては20戸の

住宅というのは少ないという思いは一緒です。 

 ただ、いつつくるかというのはまた違う話でご

ざいますというのが今の考え方です。 

○中島委員 

 皆さん、わかりました。いつつくるかわからな

い。単体で20戸、隣にまた10戸つくる、これが30

戸になればいいという、こういうことですか。 

 だから、もう少しずばっと言ってくれるとわか

りやすいんだけどね、もったいぶっていろいろ言

うもんだから、ちっとも伝わってこないんですよ。

20戸じゃいかんし、30戸ではないし、一体どうい

うこと。単体で20戸じゃなくて隣にもう１戸、20

戸つくったり、１つの20戸の棟があり、こちらに

20戸の棟がありというふうで中山、本田の分を順

番に同じところに集約させていこうという構想な

のか、いろんな構想が私は今うかがえるわけです

けども、もう少し明確にしましょうよ。 

○建築課長 

 まだまだ担当案でございますけども、中山、本

田を集約させてプラス20戸というのが私どもの考

え方でございます。先において中山、本田もこち

らのほうに持っていきたいと。 

○中島委員 

 先につくっておいて中山、本田も１つの団地に

していこうと、それはそれで１つの団地になりま

すもんね。ただし、土地がちょっと広く要るよう

になりますよね。１棟でなるのと違って、土地が

また要るなという課題が出てきますよね。 

○建築課長 

 まさに本田のあの形、中山のあの形をつくるに

は面積、敷地はたくさん要りますけども、高く積

む、エレベーターがつく施設でないと高齢者の方

には大変不便でございますので、そういったこと

も考慮しながら基本設計等々で検討してまいりた
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いというのが今のうちの考えでございます。 

○中島委員 

 わかりましかね、皆さん。ちっともわからない。

何ですかね、それは。結論が見えない。結局見え

ないんですよ。一遍に30戸のものをつくらない、

例えば本田、中山壊すのは嫌だ、まだ置いときま

しょう、言いましたよね。それで平成29年の設計

していかなきゃいけないわけですけども、古いほ

うはそのまま残しておきましょう。先に何かつく

って後からまた何かつくって合体させましょうと、

地域的にはということを言われたわけだね。 

 そしたら、最初は20戸つくろうということです

か、それは。そして後から向こうの分を、より近

いところでまた高いものをつくって、２棟になる

のか、それはわかりませんよ。そういったふうに

２つ、先発隊と後発隊と合わせて中山、本田も含

めた１つの団地ができるようにしたいなと、そう

いう構想ということでよろしいですか。 

○建築課長 

 そのとおりでございまして、最終的には中山、

本田も含めた一体の市営住宅団地というものが今、

検討しておるところでございます。 

○中島委員 

 そういう方向でいくならば、とてもいいんじゃ

ないですか。後発隊と先発隊が分かれていっても、

一応20戸しかつくらんという範囲で最初はやると

いうことも既定方針どおりだし、ばらばらになら

ないということで中山と本田を合わせると。中山、

本田で合わせて何戸でしたっけ。全部で。 

○建築課長 

 本田が10戸、中山が29戸の39戸です。 

○中島委員 

 そういった２つの棟の団地ができるのかなと、

市営住宅ができるのかなという、そういうイメー

ジでぜひ進んでいただきたいというふうに思いま

す。今、安いところに住んでいらっしゃる方には、

当然のことながら段階的な家賃とかいうことも必

ず導入されるわけですし、高場にしても安い家賃

の人から段階がありますからね、所得に応じて支

払っていけるような家賃ということでやっていた

だければ、何とかいけるんじゃないかなと。中山

が今、高いほうが１万9,000円ですよね。高場が

安いほうが１万9,900円ということで、安いほう

にはまれば何とかセーフぐらいの家賃。同じよう

な家賃であればなるので、なるべく安く入れるよ

うな配慮もしつつ、ぜひ進めていっていただきた

いなというふうに思います。ようやく絵が描けて

きましたので、よろしくお願いします。決意のほ

どを。 

○建設部長 

 ただいま建築課長が申したような考え方を持っ

て、しっかりと要望していきたいというふうに思

います。 

○中島委員 

 構想としてはとてもよくなったなというふうに

思います。市長、よろしくお願いいたします。 

 それから、耐震改修のことについても一言聞き

たいなと思います。本会議で大変少なくなってき

ているよと。改修をする件数が平成24年から15件、

14件、５件というふうに件数が減ってきちゃった

と。平成26年度は５件だったということで、耐震

診断をした件数はほとんど横並びなんですけど、

40件ちょっとということで横並びですけども、診

断した結果、改修したのは平成26年度は５件だっ

たということで、重点地区で勉強会実施をしてい

るけども、これ限界かなというようなイメージ発

言がありましたよね。やれる人はもうやっちゃっ

たんだろうかと、こういう感想が述べられたとい

うふうに思いますが、そうですか。 

○建築課長 

 私どもも住宅の耐震相談会というのも町内で皆

さん来ていただいて行っておりまして、結果、住

宅の持ち主、それから相談に来られる方も高齢者

でございます。話の中で耳に残っているのは、あ

と先10年、それに対して今、平均で耐震改修工事

のみでも200万円ぐらいかかっておりまして、そ

うはいってもリフォームとかかけますと、またそ

の倍ぐらいかかってるのが現実でございます。 

 そんな大きなお金をここで使うことに対しての

皆様のちゅうちょというのがあるのは事実でござ
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いまして、そのような中で、どのような耐震化が

理想かというのも我々は考えていかなきゃいけな

いということで、ことしの予算におきましても、

シェルターについて昨年まで１基当たり25万円を

30万円に上乗せさせていただきまして、予算もた

くさんつけていただいております。そういった、

何でもかんでも耐震診断、耐震改修、全部直すと

いうのは理想とは思いますけども、そうはいって

もその人のそれぞれの事情に合わせた少しきめ細

やかな対応も必要じゃないかなというのを感じて

おります。 

○中島委員 

 やっぱりいろんな方法でということが言われな

きゃいけない、もう少し補助があったらやってみ

たいなと思う人が、あとどのぐらいいるんだろう

ということもあります。その辺ももしあれでした

らつかんだほうがいいかなというふうに思います

が、平成26年度も結局は予算が240万円残しまし

たね。不用額になりました。こういうものをもう

少し有効利用ができたらいいなと思うわけですけ

れども、リフォーム補助をするよりは耐震改修補

助率を上げたほうがいいかなというお話もあった

ように思うんですけども、それよりもシェルター

とか耐震ベッドとか、そういった多様なものにつ

いての補助を広げていこうと、基本はそういうこ

とを今、考えていらっしゃるということでよろし

いですか。 

○建築課長 

 私は、中島委員のおっしゃる後者のほうでござ

いまして、多様な対応のほうが現実的だと思って

おります。 

○中島委員 

 耐震ベッドというのは、どうですか。平成26年

度シェルター、実績は。 

○建築課長 

 平成26年度、１件あります。シェルターも１件。 

○中島委員 

 やっぱりまだしっくりわからないところがある

んですよね。ことしの防災訓練では展示しました。

去年やっていただいたよね。 

○建築課長 

 昨年は、ちょうどいい機会に恵まれましたので、

シェルターの実物展示ができまして、多くの方に

見ていただきました。ことしにつきましては、ち

ょっとそういったことには対応できませんでした。 

 しかしながら、去年のやった皆さんのお声を聞

きますと、やはり見てみるのが一番、よくわかる

と。ただ、よくわかるんだけども、実績にはつな

がらんかったというのも事実でございます。 

 以上です。 

○中島委員 

 ベッドも十分ではないかもしれないけども、と

っさの命を守るには役に立つと。ベッドのほうが

まだ安いですよね、シェルターよりね。これにつ

いての普及をどうやってやっていくのかというこ

とですよね。勉強会なんかでも当然やったわけで

すかね。 

○建築課長 

 勉強会、それから先ほど話しました耐震診断を

受けた人に対してお手紙を差し上げまして、相談

会やりますよと、そういうことを年に２回ほどや

っておるんですけども、その来ていただいた人の

中でも、我々は診断の結果と改修方法、その先に

はやはり先ほどの、後の自分の命と経済的なこと

等々考えると何を選択しますかという中で、やる

んだったらこれかなというような、これかなとい

うのは簡易なベッド、シェルターを選択される方

がこれからふえてくるんじゃないかなというふう

に思っております。 

○中島委員 

 今、定価という点でいうとシェルター、ベッド

それぞれ補助がありますけど、あと自己負担はど

のぐらいあればできるんですか。 

○建築課長 

 これは大変難しい質問でございまして、シェル

ター補助金が30万円出るんですけども、30万円で

できちゃうメーカーもあります。一般的には60万

円とかそれぐらいかかることが多いんですけども、

そのメーカーはそういうふうになってるんですけ

ども、なかなかそのメーカーの条件に当たるかど
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うかというのは、それぞれのその人の状況もあり

ますので。 

 ベッドのほうも、これもいろいろです。何十万

円のもございます。 

○中島委員 

 10万円でも払えないという人がおれば、またそ

れもできないわけだけどね、でも耐震改修よりは

ずっと安くて簡単にできる、時間もかからないと

いうことではいいんじゃないかと。ベッドの入っ

たお宅も見て、快適だなといってソファーのかわ

りに昼間から座っておられましたけども、ベッド

のところへ座って、昼間もここで昼寝できるわと

かっていってやってました。 

 だから、もう少しＰＲを、具体的なシェルター、

耐震ベッド、イメージができるようなＰＲを、相

談会のお知らせもいいんですけど、こういうもの

をＰＲするという機会を多くもっていただければ

いいなというふうに思います。 

 命がまずは自分で守るんだというふうに言われ

ているわけで、確かにそのとおりで、つぶれてし

まったら何の意味もないということですので、そ

の最後の自分の命はシェルターで守れる、ベッド

で守れる、そういう命を守るということの耐震の

措置については皆さんやりましょうということを

大いにＰＲし、例えば、本当にない人については

もっと補助率を上げるということもいいんじゃな

いかなというふうに思いますが、所得に応じても

っと上げていくということも含めて充実をさせて

いってはどうかなというふうに思います。 

 10万円でも払えないという人は払えないとおっ

しゃるので、生活苦しい人にはそういう対応も、

余りにも耐震診断をしてね、20％ぐらいしか安全

性が保てないような、こんなところにおったんで

は危ないよという人に対しては、もっと補助を厚

くするとか、何かそういう考えを持ったほうがい

いんじゃないかなというふうに思いますが、どう

ですか。 

○建築課長 

 補助金額のアップの話はなかなか私どもだけで

は決めれない話と、そうはいっても全国的に、あ

るいはこのかいわい、高うございますので、それ

よりも私が感じるのは、行う方が高齢者ですので、

まずその耐震改修をするのに当たっての体力がな

い、言葉違うんですけども、言いかえますと、片

づけができないと、そういうことがありますので、

何遍でも繰り返しますけども、その人に合った多

様な改修を進めていきたいと思います。 

 またあわせて、次年度以降におきましては、中

島委員おっしゃられるＰＲ方法についてなんです

けども、積極的に出前講座等を考えていまして、

その町内会のほうに出張っていきまして、そうい

う普及をしていきたいと思っております。 

○中島委員 

 今、突っ張り棒や何かつけてもらうのも、耐震

道具つけてもらうにもシルバーに援助してもらえ

るという、ひとり暮らしの場合はね、そういう制

度になっております。 

 例えば今、片づかないから入れないわという人

は、そういうお片づけも手伝うよというぐらいの

シルバーの援助をもらいながら、シェルターが設

置できるような応援を考えてはどうかなというふ

うに思います。確かに本当にそうなんです。引っ

越しも大変なんですね、高齢者は、いっぱい物が

あってどうしようもないので引っ越せないという

人がいるんですが、誰か行ってぱぱっと捨てたり

してきれいになって引っ越せたというね、そうい

うこともあって喜んでいただくこともあるわけで

すけども、そういう耐震ベッドを置くにもそうい

うものが手が要るんだったら、そういう支援をや

りますよという、耐震金具をつけるときの支援も

ひとり暮らしの場合にはやりますよね。それと同

じようなことをぜひ考えて、少しでも実効ある、

せっかくの補助制度が活きるようにやっていただ

いて、皆さんの命を守る重要な仕事として取り組

んでいただきたいなというふうに思いますが、ぜ

ひよろしくお願いいたします。 

 市長、いつも金具の話は一生懸命していただい

てね、ずっとやってみえましたよね、ＰＲを、金

具、金具と言ってね。あれもなかなかつけるのに

苦労して、知立団地はつけてはだめとなってるも
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のだからつかないですしね、アパートでもつけち

ゃだめというところもあるしね、そういうところ

は耐震ベッドいきましょうよ、ベッド入れるのに

お手伝いしますよと、そういうきめ細かな命を守

る仕事としてこれも取り組んでいただきたいと、

引き続き強化していただきたいというふうに思い

ますが、市長、最後にいかがですか。 

○林市長 

 耐震診断48名の方が受けられて、実際、直され

る方が本当に少ないということは私は本当に苦に

してまして、先ほど建築課長が申し上げましたよ

うに、これまで以上にきめ細かにやっていきたい

なと思っております。 

 ローラー作戦ではこうやってやっておるんです

けども、先に申し上げましたように、出前講座行

って、その方その方でいろんな御事情があると思

うんですね、お金の事情やら引っ越しの。そのあ

たりも何とか引っ越しがあればシルバーの方、御

協力いただくとか、それは安心安全課とともに考

えていきたいと。やってまいりたいと思っており

ます。 

○杉山委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○杉山委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 認定第３号 平成26年度知立市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算認定についての件を議題と

します。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○杉山委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○杉山委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 認定第７号 平成26年度知立市水道事業会計決

算認定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 水道会計についての質問をさせていただきます。 

 先ほども水道事業の場合の剰余金の話が午前中

にはあったわけですけれども、23億円という収支

決算の金額が出たということであります。こうい

うある意味では順調にいってるというふうにみて

いらっしゃるんですかね、収入と支出の関係がね。 

 この決算についてはそういうことかなとは思い

ますが、例えば、水道の耐震化、これもすごいた

くさんやっていかなきゃならなくて、大変な大き

な課題ですよね。この耐震化という意味では、私、

23億円があったなら、もう少し伸ばせられないか

なと思ったりしているんですけども、その計画と

実績との関係はどういうふうにみていらっしゃい

ますか。 

○水道課長 

 まず、23億円の未処分利益剰余金でございます

が、会計制度の関係で16億円近いお金が裏づけが

なくて入ってきておりますので、単純にお金があ

るというわけではございませんので、その辺を御

理解していただいて、会計制度のほう変わってお

りますので、今年度、中期財政計画をつくるため

に投資計画とか財務計画見直しておりまして、平

成28年度中に中長期的な計画を立てたいかと思っ

ております。 

 その中で、耐震化率のほうもあわせて予算が財

務がどのぐらいあるかというのを見ながら耐震化

率のほう、耐震管をかえていきたいと思っており

ます。平成24年度は耐震化率9.27％、平成25年度

末で10.61％、平成26年度末で11.56％の耐震化率

でございます。 

 以上です。 

○中島委員 

 これはイタチごっこで、おくれるとまた次の工

事がダブってきてしまうということがありますの
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で、余りのんびりやっててはならない。それに何

かあったら、ここはよかったけどこっちがだめだ、

だだ漏れになりますからね、水道管だから。だか

ら早くそろってやっていかなきゃならないという、

こういう大きな命題でもあるというふうに思うん

です。 

 9.27％から11.56％で２年間で伸びたよという

ことにはなりますけれども、毎年このぐらいの伸

びでいこうということで計画をされていらっしゃ

るんでしょうか。もっとスピードアップしようと

しているんでしょうか。 

○水道課長 

 現在、今年度投資計画とか全てもう一回見直し

ておりますので、財務の関係でどのぐらい耐震化

にお金が回せるかというのは平成28年度中に計画

として出していきたいかと思っております。 

 以上です。 

○中島委員 

 平成28年度中に見直しをしていくと。もっとふ

やそうとしているという意味ですか、それは。 

○水道課長 

 今、平成24年度に一度中期財政計画出したんで

すけれど、たくさんの投資計画がありまして、平

成29年度で赤字になるということでございました

ので、今回見直しをかけて、会計制度もちょっと

変わりましたので、当期純利益ちょっと出ており

ますので、それでできるかどうかを今、検討して

耐震化率を上げていきたいかと考えております。 

 以上です。 

○中島委員 

 避難経路、病院、そういう重要なところについ

て今やっていただいて、秋田病院のほうにずっと

耐震化のあれを入れていただいておりますよね。

だから、ああいうものを重点的なものはやってい

くというこういうことで、そういう意味では、重

点は時期がどこを考えていらっしゃいますか。 

○水道課長 

 時期としましては、今、西小学校まで重要給水

行っておるんですけれど、次は八橋配水場を起点

にして、そこから富士病院とか避難所の学校を重

要給水として上げていきたいなと考えております。 

○中島委員 

 今回も16億円余裕があったのは、そういうこと

ですよというふうにお話がありましたけど、これ

も耐震化という点でも、１つ配水場はでき上がっ

て、水の確保という点では終わったわけですよね。

配水場をつくるに当たっては10％でしたかね、一

般会計繰り入れをしましょうと、こうやってきま

した。耐震化ということで、今度本格的にやって

いくということに対しては、それに対する一般会

計繰り入れというのも必要だろうというふうに思

うんですけども、その点の計画だけ伺って、強化

していただきたいという思いで伺うわけですけど

も、お願いします。 

○水道課長 

 要望といたしましては、事業費の10％を要望し

ていっております。 

 以上です。 

○中島委員 

 この耐震化の工事の10％を要望していくという

ことで、その点では継続して市長のほうからも一

応念頭に置いといていただけるかどうかですね、

お願いいたしますが。 

○林市長 

 今、水道の耐震化については、１つは下水がや

るときに同調して、やるときは全て耐震化してる

というのが１つと、もう一つは、重要給水管は水

道部が独立してやっていくということでありまし

て、それについては、当然ながら一般会計で繰り

出しは一定程度はやっていきたいと考えておりま

す。 

○杉山委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○杉山委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 以上で、本分科会の所管とされた案件の審査は
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終了いたしました。 

 なお、予算・決算委員会における分科会委員長

報告の文案につきましては、正副委員長に御一任

願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○杉山委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、予算・決算委員会建設水道分科会を閉

会します。 

午後５時02分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――― 

午前10時00分再開 

○永田委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから予

算・決算委員会を再開します。 

 本委員会に付託されました案件は13件、すなわ

ち議案第54号、議案第55号、議案第56号、議案第

57号、議案第58号、認定第１号、認定第２号、認

定第３号、認定第４号、認定第５号、認定第６号、

認定第７号、認定第８号です。これらの案件を逐

次議題とします。 

 各分科会委員長の報告を求めます。 

 企画文教分科会委員長 田中委員。 

〔企画文教分科会委員長 登壇〕 

○企画文教分科会委員長 

 それでは、予算・決算委員会企画文教分科会の

報告をいたします。 

 本分科会は、平成27年９月17日午後２時より、

第１委員会室において、出席委員７名のもと開催

されました。 

 本委員会に審査を付託された案件は議案1件、

認定２件の計３件であります。 

 審査の内容につきまして、主な質疑・答弁を以

下のとおり御報告いたします。 

 議案第54号 平成27年度知立市一般会計補正予

算（第３号）では、ふるさと応援寄附金の改正点

はとの問いに、税制改正による寄附金控除の拡大

と一定条件を満たせば確定申告をしなくても寄附

金控除が受けられるワンストップ特例制度ができ

たことに伴い、ふるさと納税は使いやすく身近な

制度となった。市としては財源の確保と地域の活

性化を目的に、９月１日よりリニューアルした。

返礼品をパートナー事業者の協力のもと、18品目

に拡大、インターネットでの申し込みも可能にな

り、年度の贈呈回数の制限廃止、市民にも返礼品

を贈呈できるようにし、寄附金の使途も７つとし

たとの答弁。 

 ふるさと応援寄附金3,000万円の根拠と、この

制度にかかる経費の内容はとの問いに、根拠は期

待を込めた金額で、月500万円程度を見込んでい

る。９月１日から10日までの実績で寄附金は330

万2,000円、寄附の人数は142人で、うち67人が市

内。歳出はクレジットカードの収納手数料が寄附

金の１％で20万3,000円、コンビニ収納等手数料

が16万3,000円、ふるさと納税返礼品代金等支払

い代行手数料が商品代693万7,000円余、送料280

万2,000円余、手数料104万円余として合計1,078

万1,000円。ふるさと納税推進委託料としてふる

さとチョイスへの支払いが寄附金の８％で216万

円を見込んでいるの答弁。 

 返礼品の人気商品はとの問いに、１位、ホテル

クラウンパレス知立ランチバイキングペア食事券

が50人、２位、池鯉鮒乃黒工房ウィンナーグルメ

セット48人、３位、ウナギざんまいセット23人、

その他、４位、知立産お米５種７袋食べ比べセッ

ト、５位メープルけやき焼き菓子詰め合わせとな

っているとの答弁。 

 ふるさと応援寄附金パートナー事業者エントリ

ー料とは。また、事業者にはどのような形で案内

をしたのかとの問いに、１品目5,000円のエント

リー料。６月に募集して15業者18品目の応募があ

ったとの答弁。 

 新しい制度が始まったばかりで寄附をする人が

一挙にふえた結果、市内事業者の商品も売れた。

これは新たな財源の確保と地元事業者の活性化が

図れた。引き続き事業者の募集は行うのか、応募

するにはどのような要件が要るのか、また、今回

の実績が多くの事業者に伝われば、さらに工夫さ

れた返礼品の準備がされるということで寄附がふ

えるといった相乗効果を生み出すのではないかと

の問いに、現在パートナー事業者の追加募集を行

って、返礼品の拡充を図っているとの答弁。 

 就学援助事業の要保護・準要保護就学援助費の

内容についての説明をとの問いに、小学校におい

ては、本年度は見込んでいた額より実際は29万

7,922円不足し、さらに新入学児童学用品費の２

万470円掛ける50人の102万3,500円を見込んで132

万2,000円の補正を組んだ。中学校においては、

本年度は見込んでいた額より195万1,480円少なく

なったが、新入学生徒学用品費の２万3,550円掛
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ける70人の164万8,500円を見込んで、差額のマイ

ナス30万2,000円の補正を組んだ。 

 市のホームページに就学援助について載ってい

るが、補正予算が可決されたら変更点について周

知するかとの問いに、そのように対応するとの答

弁。 

 なお、本件に対する自由討議、討論はありませ

んでした。 

 認定第１号 平成26年度知立市一般会計歳入歳

出決算認定では、主要施策成果報告書の総括の説

明をとの問いに、国の経済報告によると、我が国

経済はアベノミクス効果により緩やかな回復基調

となり、知立市においても税収は平成25年度と比

べると４億7,000万円程度の増となった。しかし

昨今の中国経済状況などから、今後の先行きは若

干の不安はあるとの答弁。 

 個人・法人市民税の増収の内容はとの問いに、

個人市民税について、納税義務者については若干

の減少はあったが、景気の回復を背景に所得割の

増加があり、１億6,000万円程度の増加となった。

法人市民税については、富士機械製造が6,600万

円余の増加と大きく、全体で約２億円の増加とな

った。固定資産税、軽自動車税は微増。市たばこ

税は微減。市税全体で約４億7,000万円の増加と

なったとの答弁。 

 消費税増税による地方消費税交付金の影響はと

の問いに、平成25年度までは消費税５％のうち

４％が国、地方が１％、この１％の２分の１が県、

残り２分の１が市であり、人口割と従業員割の案

分により交付され、平成25年度決算額は５億

9,589万4,000円。平成26年度からは消費税８％の

うち、国が6.3％、地方が1.7％となった。地方消

費税の従来の１％分は、これまでのどおり案分さ

れ、市に一般財源分として決算額６億109万5,000

円の交付があり、増加した0.7％は同様に案分さ

れ社会保障財源分として、決算額１億4,475万

7,000円の交付があった。 

 消費税が増税となると物件費、普通建設費等で

市の予算も増となると思われるが、平成26年度決

算での影響額はとの問いに、平成26年度決算では、

消費税増税により物件費と普通建設費で約１億

9,100万円の歳出の増、地方消費税交付金の社会

保障財源分が１億4,475万7,000円のため、歳入と

歳出の差でマイナス4,624万3,000円となったが、

これは増税に時期から交付金の計算上、１年分の

30％の額なので、今年度については５億円程度の

地方消費税交付金のプラス分を見込んでいるとの

答弁。 

 起債時の借入先の選択方法はとの問いに、金利

動向は不透明のため、金利変動リスク回避を勘案

し、５年見直し９億1,830万円、10年見直し６億

2,000円、固定金利５億5,770万円とした。５年見

直しは市中銀行のみ。公的資金か市中銀行の借入

先の選択は市で決定している。金利動向、各年度

での返済額を勘案し借り入れを実施しているとの

答弁。 

 繰上償還はどのような場合に実施するのかとの

問いに、財政融資等公的資金は繰上償還を制度上

実施しているが、補償金を支払う必要がある。市

中銀行、市町村振興協会は繰上償還しても補償金

がない契約となっている。今回補正予算では、補

償金が不要である借入先で、年率1.4％から1.7％

のものを繰上償還する予算を計上したとの答弁。 

 繰上償還の要件と実施のルールとは何かとの問

いに、市中銀行はいつでも可能だが、今回提案の

繰上償還は平成27年度末の財政調整基金残高見込

みが平成26年度末残高と同額程度の約23億円とな

るかを判断基準としたとの答弁。 

 ＥＳＰの業務委託でエネルギー経費削減につい

ての助言、指導とはどのようなものかとの問いに、

22施設のうち20施設がプロバイダーを通して購入

しており、そこからの助言、指導で手数料を支払

っている。２施設は直接契約しているので手数料

はない。電気供給業者の中にはプロバイダーを仲

介しないと購入できないところがある。総合的に

市の電力料が安くなるかを勘案して、プロポーザ

ルにより市にとって一番有利なところに決めてい

るとの答弁。 

 22施設で実施しているが、ほかに可能な施設は

ないのかとの問いに、現在は特定規模電気事業者
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から購入できるのは高圧電力に限られていて、今

のところ知立市の対象施設は22施設となっている

が、来年度から低圧も可能となるため、今後、検

討して得になるようなら導入したいとの答弁。 

 屋根貸しの今後可能な施設について考えている

かとの問いに、昨年度から順次設置を始め、平成

27年度は10施設で126万1,000円程度の収入を見込

んでいる。機器をつけられる施設は屋根の形状に

もよるが、300平方メートル以上あるところを考

えており、屋上に学校名が書かれているところに

は設置できないため、これ以上はないと考えてい

るとの答弁。 

 平成26年度は現役職員３名が相次いで亡くなっ

ているが、職員の健康管理の実態はとの問いに、

人間ドックや定期健康診断の実施をしており、そ

の結果に応じては産業医の指導も実施している。

定期的に健康相談も実施し、相談できる体制づく

りをしている。今後も、職員への注意喚起をして

いくとの答弁。 

 平成26年度のマイナンバー制度にかかる事業費

の総額は幾らかとの問いに、社会保障・税番号制

度対応システム整備委託1,512万円と中間サーバ

ー負担金98万1,000円。平成26年度よりシステム

改修しており、平成26年度は5,845万3,000円で、

そのうち4,333万3,000円は平成27年度へ繰り越し

ているとの答弁。 

 万全なシステムを構築しても100％安全とは言

えないのではないかとの問いに、マイナンバー制

度での漏えい等の問題については、制度面、シス

テム面で対応している。当市は情報系と基幹系を

分離しており、また、もともとセキュリティーポ

リシーも定めている。国の指示により万全の対策

をとっているが、マイナンバーの利用について全

職員に周知し対応していくとの答弁。 

 休日納税相談の実績についてどうかとの問いに、

月に１回、第４日曜日の午前中に納税相談を行っ

ている。分納の相談が主で、収納実績は188件、

金額は327万円余。それ以外の電話相談を含めた

件数が187件となっているとの答弁。 

 滞納件数の推移はとの問いに、平成26年度末実

績で個人住民税3,970件、法人55件、固定565件、

軽自944件となっており、依然、増加傾向にある

との答弁。 

 滞納整理機構について、知立市からは過去３年

間どれぐらいの件数を委託しているのかとの問い

に、毎年110件送っており、そのうち90件が自市

分、10件が他市職員対応、残り10件が県職員対応

となっているとの答弁。 

 本会議では、滞納整理機構に参加することが有

益であるとの説明を受けたが、実績が不明では有

益であるとどう判断するのか、参加する効果はど

うなのか、技術レベルを向上させる方法は何も機

構へ参加することだけではなく、各種研修及び日

常の業務で可能ではないのかとの問いに、技量を

上げるためにも他市の職員と同じ場所で業務を行

うことにより効果が上がるものもある。折衝内容

１つとっても、実際にその場にいないことには身

につかない事柄も多く、多くの経験を積んだ後に

戻ってきたときには他の職員に伝えることができ

る。よって、実際の収納金額だけをもって効果の

判断をすべきでないと思っている。研修等でも一

定程度の向上は可能だと思われるが、それ以上の

効果があると判断しているとの答弁。 

 知立市の私立高等学校等授業料補助事業の状況

はとの問いに、私立高等学校等授業料補助事業で

は、年間１万2,000円を補助しており、平成26年

度は442人が対象となり、総補助金額は524万276

円の実績があったとの答弁。 

 福島県では生活保護費において奨学金を収入と

みなされたという事例があったが、知立市は奨学

金の取り扱いはどうなっているか、私立高等学校

等授業料補助事業は同様の取り扱いかの問いに、

知立市では奨学金は収入とみなしていない。また、

補助事業についても同様との答弁。 

 毎年、私立高等学校の授業料助成に関する陳情

があるが、知立市として今後はどのようにしよう

と考えているかとの問いに、私立高等学校等授業

料補助金については、平成３年度から実施し、平

成20年度より現行の額としている。対象者は400

人前後を推移している。知立市の補助額は、年間
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１万2,000円として実施しているが、他市の状況

をみて研究も行うとの答弁。 

 奨学基金があるが、基金を充てずに事業を実施

しているのか。奨学金や私立高等学校等授業料補

助事業では、利子以外は一般財源で事業を実施し

ているが、一般財源を確保しつつ、4,000万円弱

ある奨学基金を活用することは検討できないかと

の問いに、奨学基金の財源を維持しつつ事業を実

施している。補助額については、毎年、他市の状

況を調査しているが、知立市の金額は遜色ないと

考えている。今後、情勢が変わり補助額の見直し

が必要となれば検討する。私立高等学校等授業料

補助事業については、格差の補填という意味合い

があり、奨学基金を使用する目的の趣旨とは少し

根本や視点として違うのではないかと思うので、

今後、研究課題としたいとの答弁。 

 なお、本件に対する自由討議、討論はありませ

んでした。 

 認定第４号 平成26年度知立市土地取得特別会

計歳入歳出決算認定では、質疑、自由討議、討論

はありませんでした。 

 以上で、本分科会に付託された案件の審査は全

て終了し、午後４時48分に閉会しました。 

以上で、予算・決算委員会企画文教分科会の報

告とさせていただきます。 

〔企画文教分科会委員長 降壇〕 

○永田委員長 

 次に、市民福祉分科会委員長 高木委員。 

〔市民福祉分科会委員長 登壇〕 

○市民福祉分科会委員長 

 予算・決算委員会市民福祉分科会の報告をさせ

ていただきます。 

 本分科会は、委員会終了後、９月18日午前10時

18分から第１委員会室で、委員７名中、欠席委員

１名の計６名で開催されました。 

 本分科会に付託された案件は、議案第54号、議

案第55号、議案第57号、議案第58号、認定第１号、

認定第２号、認定第５号、認定第６号、認定第８

号の９件で、主な質疑、答弁の内容について御報

告させていただきます。 

 議案第54号 平成27年度知立市一般会計補正予

算（第３号）について、障がい者福祉施設運営補

助費は、ＮＰＯ法人及び社会福祉法人が新たに事

業所を開設した場合に一軒家やアパートを借り、

事業所を開設する場合の家賃補助であり、放課後

デイサービスや身体障がい者を対象の日中一時を

実施する現在３団体とのことだが、今後、重度障

がい者に対する支援の計画はあるかの問いに、重

度の障がい者の方の施設は知立市においては計画

はないとの答弁。 

 三河知立駅開業100周年記念は、三河線海線の

刈谷駅から三河知立駅開通100周年となり、知立

駅では、かつなり君とちりゅっぴの記念発車セレ

モニーを11月３日に予定。刈谷市と知立市が協働

で作成されるとのことだが、教育面で子供たちに

三河知立駅を教え、さまざまな方法で残すべきで

はないかの問いに、市史編さんで過去を振り返り、

鉄道を活かしたまちづくりをしていく、そんな意

識を市民の方々にも持っていただきたいとの答弁。 

 観光協会事務委託事業の事業推進委託料は、ち

りゅっぴのイベント等の活動で商工観光係の職員

が兼務されているとのことだが、観光立市を目指

すには観光協会事務拠点が必要だが、空き店舗な

ど利用できないのかの問いに、昨年から駅前、東

海道沿いで探しているが、いい物件がないとの答

弁。 

 生活困窮者自立相談事業委託料が550万円の減

額は国庫負担額の内示とのこと。生活困窮者自立

相談支援事業は減額でも継続できるということだ

が、平成28年度からの生活困窮者支援制度の生活

困窮世帯の子供の学習支援は進められるのかの問

いに、予算の調整ができれば行うべき事業と考え

ているとの答弁。 

 以上、自由討議はありませんでした。 

 議案第55号 平成27年度知立市国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）は、質疑、自由討議は

ありませんでした。 

 議案第57号 平成27年度知立市介護保険特別会

計補正予算（第２号）に対し、特別養護老人ホー

ムの進捗状況はの問いに、平成29年１月31日竣工
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の翌３月から入所可能との答弁。 

 自由討議はありませんでした。 

 議案第58号 平成27年度後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）は、質疑、自由討議はあり

ませんでした。 

 認定第１号 平成26年度知立市一般会計歳入歳

出決算認定に対し、成人用肺炎球菌ワクチンは65

歳から５歳刻みとなっているが、接種時期を忘れ

てた人はいつでも接種できるかの問いに、救済制

度として後期高齢者受給者証を持っている人で制

度を設けているとの答弁。 

 老人福祉費の緊急通報装置設置希望者で固定電

話がない場合は福祉電話がつけられ緊急通報装置

の対象となるが、携帯電話を持っていると、なぜ

緊急通報装置をつけてもらえないのかの問いに、

経費、需要など実態を把握し、研究したいとの答

弁。 

 障がい福祉費、就労移行支援は一般企業へ就労

を希望する人に対し、一定期間必要な訓練は最高

３年とのことだが、訓練を受け、就労し、その後

のアフターケアはどうなるのかの問いに対し、平

成26年度より西三河南圏域の生活就労くるくると

の連携を図っているとの答弁でした。 

 保育園費で正規保育士が137人、臨時保育士が

157人となっている。園長、主任、クラス担任以

外は臨時職員、開園時間の前後の時間帯も臨時職

員に頼っているとのことだが、現在、実質待機児

童が６人とのこと。その理由はの問いに、保育園

側に空きがないこと。また、園によっては臨時職

員が集まらない。募集しても応募が少なく苦慮し

ている。なるべく保育士の環境をよくできるよう

にしていきたいとの答弁。 

 保健事業費で訪問指導の説明に、要介護、ひき

こもりとなる可能性のある人に対しとあり、実人

数、延べ人数ともに５人だが、電話相談、来所相

談があれば実施していくとのことだが、５人とい

うことは減らしていく方向なのかの問いに、相談

事業で必要であれば訪問指導を実施する。訪問対

象は精神保健、難病であり、来年度以降、記載内

容を変更との答弁。 

 消費生活相談について、不当な商法や詐欺など

が横行している。消費生活相談を広報やホームペ

ージに掲載しているとのことだが、銀行などと連

携してはどうかの問いに、検討しますとの答弁で

した。 

 太陽熱高度利用システム設置補助事業と太陽光

発電設備設置補助事業は申請が減っている。県で

は、平成27年度より自宅で発電した電気を効率よ

く利用でき、災害時にも利用できるような仕組み

の補助金を実施されているとのこと。碧南市、安

城市、刈谷市など蓄電池への補助がされているよ

うだが、知立市も地球温暖化対策に新たな補助金

の交付が必要ではないかの問いに、自然エネルギ

ーを普及させることは大切なことで、平成28年度

は補助金をつけたいとの答弁。 

 観光費について、経済効果を考え、観光事業の

経済効果調査をすべきと思う。年間約127万人が

訪れる弘法さんや道の市の来訪者が多いが、市の

関与が少ないのではの問いに、弘法山公園のトイ

レ改修を考えている。道の市への財政補助は難し

いが、国・県等の補助金情報など随時提供してい

きたいとの答弁。 

 商工振興費で街路灯など電灯料補助金はＬＥＤ

化が83％進んでも街路灯の老朽化で建てかえ費用

が多く発生する。電灯料の100％の補助にはなら

ないかの問いに、街路灯は商店に人を呼び込むと

いう観点もあり、予算内でお願いしたいとの答弁。 

 自由討議はありませんでした。 

 認定第２号 平成26年度国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定について、質疑、自由討議はあ

りませんでした。 

 認定第５号 平成26年度知立市介護保険特別会

計会計歳入歳出決算認定では、新しくできる特別

養護老人ホームに在宅介護支援センターを設置す

るのかの問いに、今のところ予定はないとの答弁。 

 自由討議はありませんでした。 

 認定第６号 平成26年度知立市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定につきましては、質疑、

自由討議はありませんでした。 

 認定第８号 平成26年度逢妻衛生処理組合一般
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会計歳入歳出決算認定については、質疑、自由討

議はありませんでした。 

 以上をもちまして、本分科会の所管とされまし

た議案の審査は全て終了し、平成27年９月18日、

午後２時22分に閉会いたしました。 

 以上をもちまして、予算・決算委員会市民福祉

分科会の報告を終わります。 

〔市民福祉分科会委員長 降壇〕 

○永田委員長 

 次に、建設水道分科会委員長 杉山委員。 

〔建設水道分科会委員長 登壇〕 

○建設水道分科会委員長 

 それでは、予算・決算委員会建設水道分科会の

報告をさせていただきます。 

 本分科会は平成27年９月24日、午前11時41分よ

り第１委員会室において、委員全員出席のもと開

催されました。 

 本分科会に付託されました案件は、議案第54号、

議案第56号、認定第１号、認定第３号、認定第７

号の５件です。 

 次に、主な審議内容について御報告させていた

だきます。 

 議案第54号 平成27年度知立市一般会計補正予

算（第３号）では、立地適正化計画の策定に対し

て国庫補助はどうなっているか。また、何を目指

し、策定するメリットはの問いに、今年度は立地

適正化計画の必要性、現状の整理のための単独費

で実施、来年度以降の立地適正化計画策定委託で

は補助制度を使っていく。また、この計画は人口

減少、高齢化を見据え、都市構造の集約化を目指

す。都市機能の集約化による行政コストの削減、

まちづくりに関する補助金の優先的な環境づくり、

都市計画マスタープランの総括的な見直しが上げ

られるとの答弁。 

 知立環状線について物件移転などの事業の進捗

状況は。また、愛知県施行部分の知立環状線はど

のような状況かとの問いに、移転対象者23件中12

件が契約済み、面積ベースでは60％が買収済み、

順調に進んでいる。また、安城知立線までの知立

環状線は、来年度認可予定であるとの答弁があり、

自由討議はありませんでした。 

 議案第56号 平成27年度知立市公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）では、質疑、自由討

議はありませんでした。 

 認定第１号 平成26年度知立市一般会計歳入歳

出決算認定についてでは、長田排水路改修事業の

予算執行についての説明と工事方法、安全性を担

保できるかとの問いに、平成26年度については、

延長500メートルの予備設計を行った。平成27年

度は同区間の実施設計を行っていく。目視におい

ても老朽化が明白、安全性の担保はできず、排水

機能の代替え案、ルートの検討などを予備設計と

して発注したとの答弁。 

 公園リニューアル工事について、国の基準の確

認と補助事業のあり方は変わったかとの問いに、

公園施設長寿命化対策事業の補助で行う事業であ

る。以前は、一公園に対しての補助であったが、

平成24年から遊具のみ、リニューアルで3,000万

円になるよう行ったとの答弁。 

 バス停環境整備事業についての確認と弘法命日

時のミニバス利用の状況はとの問いに、昨年10月

より新運行に合わせて一部ルートを見直し、３コ

ースの弘法命日の臨時コースも弘法町と弘法通り

にバス停標識を設置、４コースの上重原公園北も

交通に支障がないよう位置を移動。弘法命日時の

ミニバス利用は把握していないとの答弁。 

 市民の方より、知立駅のバス停は冬場風が冷た

く、高齢者にとって大変つらいとの声が寄せられ

いるが、何か対策をとられていくかとの問いに、

知立駅のバス停は市の管理ではないが、名鉄路線

バスや豊田高岡バスも乗り入れているので共同利

用も含め検討したいとの答弁。 

 公園のいたずらが非常に多く見受けられる。地

域防犯や防犯カメラの設置はとの問いに、広報、

ホームページに、いたずら、野良猫、早朝夜間の

３点の啓発をした。また、地元への協力と防犯カ

メラも検討したいとの答弁。 

 都市計画施設整備基金について、駅周辺土地区

画整理事業へはどのくらい充当しているかの問い

に、知立駅周辺整備に充てる基金であり、平成25
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年度末までの基金の保有残高は23億1,066万8,951

円、駅周辺土地区画整理事業への基金からの充当

は10億円を計画している。現在までの充当額は、

約５億200万円であるとの答弁。 

 岸和田市の鉄道工事では、二、三社で随意契約

をやっていることを確認しているが、知立市でも

確認する必要があると思うがとの問いに、随意契

約は１社で、岸和田市の件については情報を入手

していない。完了検査について、県に随行してし

っかり確認していきたいとの答弁。 

 平成26年度の耐震診断は平年並みだが、耐震改

修は５件と各年減ってきている。重点地区での勉

強会も限界がきている。改修する余裕のある人は、

もう終えていると思うがどうかの問いに、耐震相

談会を行っており、ほとんどが高齢者である。平

均工事費200万円くらいかかる中で、工事自体に

ちゅうちょする方もいると思われる。比較的安価

でできる耐震シェルター補助を25万円から30万円

へ増額し、予算も十分取り推進している。いろい

ろな対処方法も大切と思っているとの答弁。 

 住宅整備計画がなかなか実施計画に上がってこ

ないがどのような認識かの問いに、公共施設白書

にもあるように、築40年が経過した中山、本田住

宅も含め、総合的な住宅整備計画を行っていく予

定との答弁。 

 市営住宅の整備数は近隣市に比べ人口に対する

整備割合が低いが、ストック総合活用計画に基づ

いた早急な整備が必要ではとの問いに、住宅を管

理する部門として、市営住宅の全体数が少なく、

ストック総合活用計画に基づき、後期20戸を早急

に整備する必要性は認識しているとの答弁があり、

自由討議はありませんでした。 

 次に、認定第３号 平成26年度知立市公共下水

道事業特別会計歳入歳出決算認定は、質疑、自由

討議はありませんでした。 

 次に、認定第７号 平成26年度知立市水道事業

会計決算認定では、耐震化も大きな課題だが、未

処分利益剰余金が23億円もあった。もう少し耐震

化率を伸ばせるのではないか。計画と実績との関

係、今後の耐震化はとの問いに、現在、中期財政

計画を見直ししており、その中で耐震化率も見直

し、平成28年度中に作成したいとの答弁。 

 次の重要給水施設排水管建設事業の計画予定は

との問いに、次は八橋配水場を起点とした富士病

院や避難所、学校などを重要給水として上げてい

きたいとの答弁があり、自由討議はありませんで

した。 

 以上、本分科会に付託されました案件の審査は

全て終了し、午後５時２分に閉会いたしました。 

 これをもちまして、予算・決算委員会建設水道

分科会の報告とさせていただきます。 

〔建設水道分科会委員長 降壇〕 

○永田委員長 

 これで分科会委員長の報告を終わります。 

 ただいまの企画文教分科会委員長の報告に対す

る質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいまの市民福祉分科会委員長の報告に対す

る質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいまの建設水道分科会委員長の報告に対す

る質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいまから各議案の審査に入ります。 

 議案第54号 平成27年度知立市一般会計補正予

算（第３号）の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 
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 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第54号について、挙手により採決します。 

 議案第54号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○永田委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第54号 平成

27年度知立市一般会計補正予算（第３号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第55号 平成27年度知立市国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第55号について、挙手により採決します。 

 議案第55号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○永田委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第55号 平成

27年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 議案第56号 平成27年度知立市公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第56号について、挙手により採決します。 

 議案第56号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○永田委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第56号 平成

27年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）の件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 議案第57号 平成27年度知立市介護保険特別会

計補正予算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 
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 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第57号について、挙手により採決します。 

 議案第57号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○永田委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第57号 平成

27年度知立市介護保険特別会計補正予算（第２

号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 議案第58号 平成27年度知立市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第58号について、挙手により採決します。 

 議案第58号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○永田委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第58号 平成

27年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 認定第１号 平成26年度知立市一般会計歳入歳

出決算認定についての件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 それでは、少しお聞かせください。 

 平成26年度決算においては、消費税を盛り込ん

だ決算ということになっているわけですね。とり

わけ、地方消費税交付金が前年度に比べて増額を

されたということでありますけれども、市長に伺

いますけれども、地方財政がなかなか厳しいとい

うような中で、全国市長会としても消費税の増税

について福祉財源等に充てるという意味で、どの

ような態度をとってきましたでしょうか。 

○林市長 

 増税分は社会福祉に充てていただくようにとい

うことで申し上げてきたというふうに私は認識を

いたしております。 

○佐藤委員 

 決算の成果報告書、これを見ますと、新たに国

のほうが増税分については福祉財源に充てるとい

うことを法の中に明記をしたと、そのようなこと

があって24ページについては、そのような１億

4,475万7,000円というような形で福祉財源だとい

う形で記載をされているところでありますけれど

も、これについて御説明をいただきたいと。 

 そして、これが本当にトータルで見たときに、

消費税の増税分がこのような形で入ってきていま

すけれども、プラスマイナス本当にどうなのかと

いうことが私、大変疑問とわからないというよう

なところで、その辺についてお知らせを願えたら

というふうに思います。 

○企画部長 

 地方消費税交付金の１億4,475万7,000円の内訳、

算出の方法というふうでよろしいでしょうか。 

 今回５％から８％に上がり、３％増税になった

わけでございますが、消費税というのは国、地方

のほうへ振り分けられます。まず、８％のうち

6.3％は国のほうへ、1.7％は地方のほうへという

ところでございます。また、1.7％のうち、また

２分の１は県のほうへ、２分の１が市のほうへと

いうような形で各市町のほうにもこういった交付
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金がまいります。その1.7％各市町のほうへ行っ

た中でも、今度は人口とか従業員数で案分したも

のが一般財源のほうへ、また、人口で案分したも

の1.7％のうちの0.7％が人口で案分したものが社

会福祉のほうへ、先ほど人口、従業員で案分した

ものが１％ということでございますが、そこで

１％と0.7％で、片や人口と従業員、片や人口で

案分したものというような形で計算をされます。 

 そうした中で、当市においては、ちょっと説明

がうまくできませんでしたが、その0.7％人口で

案分したものの金額がここの表にあります１億

4,475万7,000円というような形で出て交付を受け

ました。 

○佐藤委員 

 今回この平成26年度はトータルで決算額が７億

4,585万2,000円というような形で、そのうちの一

般財源分を除いたものが１億4,475万7,000円と、

いわゆるこれが社会保障分だというふうに言われ

ているわけですね。 

 これについて、しかしながら、消費税の増税と

いうことになれば普通建設事業や物件費等で市の

ほうもそうした消費税を払わないかんということ

になりますと、プラスマイナスで実際にはどうだ

ったのかという問題が出てくるわけですよね。予

算書や決算書の額を見ると、前年度に比べて大変

増額になってると。大変市の財政に寄与している

のではないかということを感じられるわけですけ

ども、実際にはその辺はどうなんだということな

んですね。これはどうでしょうか。 

○企画部長 

 先ほど御質問がある中で、答弁漏れがございま

した。 

 まず、地方消費税交付金、先ほどの１億4,475

万7,000円、これが増額になった分という考えで

社会福祉のほうへという形になっておりますが、

今回５％から８％になった関係で、普通建設事業

費、また物件費等のものが５％から８％に上がっ

て、市のほうが余分にといいますか、上がったこ

とによって消費税を支払った分、それの額が１億

3,300万円というところでございますので、その

差し引きを見れば、ここで１億1,000万円ぐらい

まだ地方消費税交付金のほうが多かったのではな

いかなと思われます。 

 ただ、佐藤委員のほうにも多分この後、普通交

付税の関係も入ってくるかと思います。普通交付

税に関しては、普通交付税の中にも地方消費税交

付金のほうが歳入額として入ってまいりますので、

そのあたりを含めて計算していきますと、平成26

年度の決算ベースでは7,000万円ほど入ってくる

よりも出ていくほうが多いのではないかなという

ような試算はしております。 

○佐藤委員 

 影響額は入ってくるお金、それから、先ほど消

費税の出ていくお金ということを言われましたけ

れども、その差し引きが１億何ぼということを言

われましたけども、実際には消費税が５％から

３％、知立市が支払った額は幾らですか。１億円

にもならないというふうに私は思うんですけれど

も、どうでしょうか、差し引きは。 

○企画部長 

 私どものほうが今試算した中では、５％から

８％への影響としては１億3,300万円余というふ

うに考えております。 

○佐藤委員 

 そうすると、入ってきたお金が１億4,400万円

余、そして出ていったお金が１億3,000万円余で

す。そして差し引きするとプラスが1,175万7,000

円という形になるんですよね。 

 それから、先ほど言ったように、地方消費税交

付金は基準財政収入額にカウントをされ、また、

その31.4％が基準財政需要額にカウントされると

いうことになりますと、考え方としては、収入額

でカウントされる分と需要額でカウントされる分、

この差し引きが本来であれば地方交付税で入って

くるはずなんですよね。ところが入ってこないと

いう形で、先ほど答弁にあった7,000万円余が結

果としてマイナスという考え方だという、マイナ

スだということだというふうに私は理解しますけ

れども、地方消費税が入って、これが地方財源に

大きく寄与をするということが今言われてきまし
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たけど、平成26年度に限っては、企画部長の答弁

にあるように、実質的には地方交付税との関係を

見ればマイナスになってるという、こういうこと

ですよね。ここをもう一遍、確認させてください。 

○企画部長 

 佐藤委員のおっしゃるとおりでございます。う

ちが今、試算した中では、総体的に地方消費税交

付金、普通交付税を入ってくるほうというふうに

考え、出ていくのが今、佐藤委員の御紹介のあり

ました基準財政需要額のほうでも今おっしゃられ

た31.4％、そういったものが多く需要額が入って

まいりますので、トータルすれば7,000万円余の

マイナスということにはなりますが、今回、地方

消費税交付金として考え、また、普通交付税とし

て考えと、それぞれの歳入に基づき考えていきま

すと、それなりのといいますか、金額が今回８％

になったことにより、市にとっては歳入としては

しっかり入っておると。 

 ただ、これは当然、支払うべき消費税もありま

すので、そういったことを換算しますと、今年度

の場合、平成26年度の決算の場合ですと、そうい

った形でマイナスになってしまったというふうに

は考えております。 

○佐藤委員 

 消費税が地方財源を潤すのではないかというこ

とでありましたけれども、知立市の決算において

は、結果としてトータルでやれると。例えば、こ

れが基準財政収入額や需要額にカウントしないと

いうままであれば大変な消費税の地方交付金が増

額になるわけですけれども、実際はこういう難し

いやり方を国のほうがやって、実際にはマイナス

だったということであります。 

 それで、これからこの地方消費税について、平

成27年度もありますし、平成29年度には10％なん

ていうことも言われておるわけですけども、例え

ば、こうした平成26年度をベースにして見たとき、

平成27年度はさらに予算上では11億1,500万円と

いう金額が計上されているわけですね。この辺を

見たときに、例えば今、試算をされている３％分、

そして社会保障財源分として来る金額ですね、そ

れとの関係の中で、一体全体どうなんだという疑

問も湧いてくるんですよね。名目の金額と実際の

金額、ここがやっぱり一番の問題なので、その辺

も今後の見通しとして明らかにしてほしいなとい

うふうに私は思うんですけども、どうでしょうか。 

○企画部長 

 今この平成27年度の見込みで申し上げますと、

実はこの４月から９月の半期で３億3,000万円余

の内示をいただいております。これが年間としま

すと約６億円ぐらいが今回のこの平成26年度で申

し上げますと１億4,400万円余の分が６億円余に

なるのではないかなというような見込みでござい

ます。 

 そうしますと、一般財源のほうが６億円という

予定でいますので、年間通しますと12億円ぐらい

が入ってくるのではないかなと。当初予算では11

億1,500万円、見込みで12億円ぐらい入ってまい

りますので、若干予算以上の額が入ってくるので

はないかなという予想をしております。 

 あと、歳出のほうで支払っていくべき消費税の

影響額といいますと、平成26年度も平成27年度も

さほど大きな事業の変更はないというふうに考え

れば、先ほど申し上げた５％から８％への影響額

として１億3,300万円余と影響額を申し上げまし

た。したがいまして、単純に計算すれば６億円入

ってくる中で１億3,300万円余が消費税で逆に出

ていくとなると、その時点で考えれば４億6,700

万円余が歳出よりも歳入のほうが多いのかなとは

思います。ただ、それもまた普通交付税の中で、

それぞれ基準財政収入額、基準財政需要額のほう

に計算されますので、そういった中で計算してい

きますと、今年度、先ほど7,000万円余が歳入よ

りも歳出が上回ったと申し上げましたが、平成27

年度においても同じような結果になるのではない

かなと思います。 

 ただ、１つ申し上げたいのが、普通交付税のほ

うが今、今年度は下がっておるというのは、やは

り一番大きなのは市税の増収が一番大きな影響だ

ったかと思います。したがいまして、この地方消

費税交付金のほうで需要額に入って、また収入額
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に入ってというような普通交付税を算出するのに

複雑な計算がありますが、そういったものも多少

は影響があるかと思いますが、やはり一番大きか

ったのは市税の増収が大きな影響かなというふう

には考えております。 

○佐藤委員 

 今、市税が増収になったと、これは基準財政収

入額にカウントされますので、それはそれで当然

のことであります。それと臨時財政対策債もそこ

にカウントをされると。これを額を減らすとかい

ろいろあります。しかし、基準財政需要額が一定

であるならば、そこの圧縮の差額分については交

付税算入されるべきものなのでね、本来的には。

そうすると、やっぱり差し引きするとどうなのか

ということが平成27年度見通しでも出てくるわけ

ですよね。 

 平成26年度はさっき言ったような形でマイナス

でありました。平成27年度はそうした基準財政収

入額、需要額見込んだ形で実際にはどれぐらいの

結果になるんですか。 

○企画部長 

 これも本当にざっとした計算上のものでござい

ますが、先ほど申し上げたように、平成26年度と

平成27年度が普通建設事業費、物件費等が余り影

響なく同額だったというふうに考えた中で計算い

たしますと、１億円余の歳入よりも歳出のほうが

多いのではないかなというような試算はしており

ます。 

○永田委員長 

  ここで10分間休憩します。 

午前10時57分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午前11時08分再開 

○永田委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○佐藤委員 

 そうした形で消費税が導入されてきましたけれ

ども、財政的な寄与がどうかと、平成26年度決算

ではそういう形だということがよくわかりました。 

 平成27年度についてもマイナスだと企画部長が

言われるわけで、本当にこれで消費税増税、増税

と言って社会保障財源だということを言ってまし

たけれども、トータルすればそうしたからくりの

もとでそんな実態だということがよくわかりまし

た。 

 今、企画部長とのやりとり聞いて、市長はどん

なふうに受けとめられましたか。 

○林市長 

 消費税を上げるという国の方針があるわけであ

りまして、国としては、本当に国民のことを思っ

てそうした制度をやっていくわけであります。 

 我々、今、企画部長申し上げておるわけであり

ますけれども、いま一度やはりもっと細かい点を

検証しないと、なかなか果たして知立市にとって

得だったか損だったかというのはまだわからない。

また、中長期で見ていったときにどうなるかとい

うのもわからないわけでありまして、今の段階で

は、まだまだこの消費税が知立市にとって、市民

にとってよかったものなのかどうなのか、まだな

かなか正解がわからない、見えないなと、そんな

ことがまだ現状じゃないかなと思っております。 

○佐藤委員 

 私は、消費税増税には反対でありますけれども、

ただ、増税されましたのでね、私は、ぜひこうし

た基準財政収入額、需要額に算入する複雑なから

くりはやめていただいて、もっと簡素にして、ス

トレートに知立市の財源に貢献できる、そんな制

度にするように市長会を通じてでも結構ですので、

そうした声をぜひ上げていただきたいと。 

 今の市長の答弁では、プラスなのかマイナスな

のかわからないという認識でありますけれども、

結局、制度が複雑な枠組みの中でやられてるとい

うことが問題なのであって、もっと端的に知立市、

地方財政に寄与するような仕組み、制度を研究し

ていただいて、ぜひ国に声を上げていただいてや

っていっていただきたいなというふうに私は思い

ますけども、どうですか。 

○林市長 

 この税の仕組みは、やはりできるだけシンプル

にしていくということが国のほうも当然考えてい
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ることだろうというふうに思っております。 

 一方で、私どもが気にしておかなければいけな

いのは、知立市民にとっていいことなのか悪いこ

となのか、そうした視点で常に考えていかなけれ

ばいけないなと考えております。 

○佐藤委員 

 今の市長の答弁は、市民にとっていいことなの

か悪いことなのか、知立市にとってプラスなのか

マイナスなのかわからないという認識を示された

わけです。私は総額で消費税８％、10％、こうい

うことがいろいろ言われてますけれども、市民に

とっては逆進性の強い消費税と。だからこそ平成

26年度決算で生活困窮者への交付金だとか子育て

世代の臨時交付金だとか、そういうもので緩和し

ようとしましたけれども、結果としてＧＤＰや家

計消費の伸びは消費税増税に合わせるように落ち

込んでるというような政府の統計の結果でありま

す。そのことを見たら、市民にとってよかったか

という点では、今の現状の中では言えれないとい

うことが今の質疑の中で明らかになりました。こ

の点を強調しておきたいというふうに思います。 

 それで、もう１点、お聞きをしたいわけですけ

れども、知立市はまちづくりということで平成26

年度決算の中にもさまざまな事業、計画が記載を

されております。 

 それで、とりわけこのまちづくりの事業の中で

は、平成27年度の先ほどの補正予算の中で立地適

正化計画というものも予算計上されました。今後、

既存の西新地の事業だとか、駅南だとか、そうい

うものがそうしたところに位置づけられていくと

いうような質疑の中で明らかにされましたけど、

その辺の関係はどうなるのかなというふうに思い

ますけれども、どうですか。 

 とりわけ、例えば上重原でいけば、現在の知立

市の都市計画マスタープラン、これは2021年まで

かな、その後、新しいマスタープランになるとい

うことも言われてますけれども、上重原について

１つお聞きしたいんですけども、当初はこれは産

業ゾーンということを言われました。本田地区も

産業ゾーンにマスター計画の中で位置づけられま

した。この産業ゾーンというのはどういうもので

すか。 

○都市整備部長 

 産業ゾーンということでございます。現在、調

整区域の上重原地域を雇用の拡大ですとか、企業

を誘致することによって税収をアップするという

目的で上重原地区、恩田地区に産業を集積し、そ

の集積のためには区画整理事業を立ち上げてそう

いった計画に持っていくというものでございます。 

○佐藤委員 

 本田にある工場が進出をされました。そのとき

の説明は何であったかというと、産業ゾーンとい

うのは一般的な工業地域というような用途指定で

はないということを言われて、先端産業にかかわ

るそういうものしか誘致をできないということが

言われましたけれども、そのとおりでよろしいで

すか。 

○都市整備部長 

 本田地区については、そういった先端産業とい

うことで誘致をしているところでございます。 

○佐藤委員 

 本田地区についてはというよりも、私どもが、

たしかあのときは本田の工業誘致が以前問題にな

りましたけれども、産業ゾーンという位置づけは

何なのかと聞いたときに、先端産業というものだ

と、一般的な工場だとかそういうものではないと

いう説明がなされたというふうに私は理解をして

いるんですよね。 

 ですから、上重原地域の土地利用と、もちろん

地権者が一番大事でありますので、そのことをま

ず置いておいて、この人たちの利益に損なうよう

ではあってはいけないという前提の中で、先端産

業というのはどういうものを位置づけるんですか。

前都市整備部長の神谷氏は、商業、住居、産業分

野、バランスのとれたまちづくりだということで

言われておったですけども、上重原地域について

も先端産業の工業系なのか研究系なのかわからな

いけれども、そういうものを当初誘致しようとし

たんじゃないですか。どうなんでしょうか。 

○都市整備部長 
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 当時の内容につきましては、私ちょっと疎いも

のですから明確なお答えできませんけれども、現

在は、その先端産業に限ったものではなく、一般

的な産業を誘致するという方向で進んでおります。 

○佐藤委員 

 いわゆるここを産業ゾーンという形になって、

産業が例えば入ったとしますよね。そうすると、

今は都市計画マスタープランの中で産業ゾーンと

いうちょっと極めて不鮮明な感じの位置づけです

よね。例えば、これを用途指定するときは、どう

いう用途指定をするんですか。第１種の工業地域

だとかいろいろあるでしょう、住居地域だとか。

それはどういうふうに変わっていくんですか。 

○都市整備部長 

 区画整理を行いますので、当然、用途も変更す

ることになります。これは工業系の用途というこ

とになるかと思います。 

○佐藤委員 

 工業系の用途。しかし、この間言われてきたの

は、産業用にこだわらず商業、医療、介護の提案

をしていきたいという答弁もあったんですよ。一

体全体、あそこをどのような用途にしようかとい

うことが、当初は産業ゾーンという都市計画マス

タープラン、私ども説明受けましたよ。先端産業

だと言ったわけですよ。 

 しかし、今の話だと、市街化編入をして用途区

域は工業地域だというふうに言いました。この前

の説明では、それにこだわらずに、産業用にこだ

わらずに商業、医療、介護の分野だということも

言ったわけですよね。一体全体、どのような発想

で、二転三転をしてるわけだけれども、どう位置

づけてやろうというのが全然わからないと。これ

ではここの土地を持ってる地権者の皆さんが、な

かなかそんなところに前に進めないということも

今の現状で明らかじゃないですか。私は、この間

の流れやそういうことの答弁を聞くと、そんなふ

うに思えて、大変不安を覚えるんですけども、市

長、今、私は産業ゾーンというものは何なんだと

いう議論があったときに、先端産業だという答弁

があったんですよ、当時は。 

 それで今、聞いたら先端産業と。しかし、今度

は用途区域が市街化編入になったら工業地域だと。

そしてさらには今回の決算の説明会のとき、それ

にこだわらないんだと、商業、医療、介護なんだ

と、こういうふうにして変遷を重ねてるんですよ

ね。この点について、どう思われますか。あそこ

を開発して市街化に編入して、もちろん地権者の

同意や意向やそういうことは、当然一番最大限、

重視はしなきゃいけないわけですけれども、その

辺がなかなかはっきりしないと、見えてこないと、

市の方針が。その辺、どう考えてるのかなという

ふうに思うんですけども、どうですか。 

○林市長 

 上重原町の恩田地区については、有効活用をし

ていかなければいけないなというのが市民の皆様、

我々の市としての方針でございます。そうしたこ

とで、産業ゾーンという位置づけであります。商

業、工業、農業、産業ゾーンという位置づけで考

えていきましょうということでやっているわけで

あります。医療系、商業系、いろいろ話をしてい

くというのは、やはり地権者の方々に、100人近

くの地権者の方いらっしゃるわけでありまして、

どういった形が同意が得られていけるのかな、そ

ういうことを考えていく中で、いろんな御提案を

させていただくということであります。 

 ですけども、やはりぶれちゃいけないところは

有効活用であります。土地の有効活用、市民にと

っても関係者にとっても丸だよ、いいなというこ

とを模索しているということでありますので、そ

のあたり御理解をいただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 その辺が、私はこの間の経緯を見ると二転三転

してきたなというふうに、そんな印象を受けとめ

ておるわけですけども、ここの109ページのとこ

ろの成果報告書の中に、下のところの各会議開催

支援と今後の課題の整理等、これを上重原地区に

おいて平成26年度176万円かけてやったわけです

けども、一体全体、それは今後の課題や整理をさ

れた中身はどういうふうになっているのか、その

辺はどうですか。この間の変遷、そういうことも
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ありましたけれども。 

○都市整備部長 

 お答えする前に、先ほどの件でございますけれ

ども、本田地区の先端産業誘致ということでござ

いますが、これは開発手法の場合はそういった先

端産業しか誘致できないということでしたので、

そういった見解になっておりました。 

 しかしながら、今回は土地区画整理事業という

ことでございますので用途は変えていくと。ただ、

その用途の中で許される使い方はするんですけれ

ども、さらにその地区計画等で、例えばそういっ

た用途の規制ですとか、そういったものを考えて

いきたいと。当然、農地も残す方向でおります。 

 先ほどの御質問です。昨年度の内容でございま

すけれども、６回の勉強会を開催いたしました。

また、年度末には全体の説明会を開催しています。 

 協議した内容でございますけれども、いろいろ

課題になっておりました地域の皆様の一番心配し

ておりました税の対策ですとか企業の誘致、そう

いったものについて当市のほうから提案をさせて

いただいておるところでございます。 

 その税の内容につきましては、ある程度の軽減

を行っていくというもの、また、企業については、

先ほど佐藤委員のおっしゃったように、企業一辺

倒ではなくて、地域が望むそういった商業、介護

施設等の計画等も盛り込んでいきたいと、そうい

った検討をしたところでございます。 

○佐藤委員 

 ぜひそうした主な提案した中身は議会にもペー

パーのほうでお知らせを願いたいなというふうに

思いますけども、いかがですか。 

○都市整備部長 

 当日お配りした資料については、提出をさせて

いただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 私、この前、西新地の問題についても平成26年

度形成将来構想とか基本計画とか、こういうもの

がやられて、計画づくりもやられてると。そうい

うものについても、私どもがこの場で求めなけれ

ば出てこないと、これはいけないことだなという

ふうに私は思いますよ。 

 そういうものが出たら、やっぱり多額の費用を

かけてそういうものをつくり、今後それが成就し

た暁には多額の税金が投入されるという事業であ

りますので、そういうことはきちっとそれぞれの

計画が作成された段階で議会にも示していただき

たいなというふうに私は思いますよ。この点、市

長、どうですか。 

○林市長 

 おっしゃるとおりで、一定の成果が予算を使わ

せていただいて成果物については随時、御報告を

させていただきたいなと思っております。 

 しかしながら、報告した成果物がまだまだ非常

に説明がしにくいものについては、なかなか出す

タイミングというのが見定めることも必要かなと

思いますけれども、いずれにしましても、基本的

には予算を使わせていただいて、つくったものに

ついては出していく、そうした方向は守っていき

たいなと思っております。 

○佐藤委員 

 もう１点聞きたいと思いますけど、この前、委

員会に西新地の開発についてのペーパーいただき

ました。ここを見ると、１階の店舗、２階部分に

ついては公共的な施設、公益施設というものがあ

りますけれども、そして、資金計画の中に保留床

の処分金というものが54億3,000万円余計上され

てますよね。現段階の計画では、これがどう膨ら

むかはちょっと定かではありませんけども、あり

ますよね。ここの店舗や公益的施設は、これは保

留床処分としてやられるんですか。どういう位置

づけなんでしょうか。 

 もちろん、この中身で図面が出てきたというこ

とは、当然この保留床処分金の54億3,000万円を

構成してる中身があってこれが金額が出てくるわ

けですので、その辺はどういう位置づけなのか、

そこだけ教えてください。 

○都市整備部長 

 まだ計画の段階でございますので、明確なもの

ではございません。確かに保留床の処分金がござ

いますけれども、地区内の建物を再開発するとい
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うことでございますので、そこで出てきた保留床

については処分をしていくということでございま

す。何をどういうふうに処分するかというものま

では、今まだ持っておりません。 

○佐藤委員 

 まだ持ってないということだけど、例えば、こ

れが保留床で処分という形でしますと、かなりの

スペース、公益的施設、これから図面もまた変わ

っていくかもしれません。現段階の話で、公益的

施設や店舗という形で、これは権利床として保有

していくものなのか、保留床として処分していく

か、この違いで大きく意味合いが変わってくるわ

けですよね。 

 そうすると、例えば公益的施設を保留床処分だ

といって買ってくれる人がいればいいけども、い

なければどうするのかと。結果は、市がそれを買

い取るのかという話になるわけですよね。全国の

都市再開発事業の中では、店舗を予定したりいろ

いろ予定したり、公益的施設を予定したりしたけ

れども、結局あいてしまって、最後は行政が買っ

て、それを公益的な施設に転用するというような

事例が全国各地にありました。 

 ですから、その辺のこれらの公益的施設や店舗

についても権利床でいくのか、保留床処分でいく

のか、その辺は大変なことです。 

 この面積から見て、大くくりの面積でこれは権

利床にしたとしても銀座のところで相当長い時間、

あいてましたよね、権利床で持ってたところがね。

そういうことが起こり得るので、やるにしても本

当に慎重な検討がなければ、後で大変な話になっ

ていくなというふうに私は思うんですよ。ですか

ら、その辺も含めてどうやっていくのかというこ

と、これについての検討が進められていくと思い

ますけど、その辺もわかり次第、明らかにしてほ

しいと。 

 それで、もう１点聞きますけど、駐車場は基本

的に今の市営駐車場をベースにした土地価格をも

ってして権利返還をしてこの駐車場をやるという

ことで、補助金はありますけど、それ以上でもそ

れ以下でもないということなのかね、市が保留床

買うなんてことはないというふうに思いますけど

も、その辺はどうですか。 

○都市整備部長 

 市営駐車場につきましては、地区内に入ってお

りますことから、知立市も一権利者というふうに

なっております。 

 一番気にしておりますのは、今、民間企業に委

託をし、何がしかに収入をいただいておりますの

で、その収入は確保したいというふうには考えて

います。 

 その確保するために、現在の規模が今と同等な

規模が必要かどうかということも検討する必要が

ございますので、収入を確保しながらその適正な

規模も考えていきたいというふうに考えています。 

○佐藤委員 

 この計画で見ると、公共駐車場380台。今の市

営駐車場は何台ですか。 

○都市整備部長 

 資料を持っておりませんので、直ちに調べまし

て報告いたします。 

○佐藤委員 

 いずれにしても、まだ基本構想計画、大くくり

なものが出たばかりですけれども、総額で当初、

私どもに最初示していただいた案では70億円とい

う案でありました。しかしながら、今回示された

案は、100億円で市の補助金が10億円を超えてい

くと、こういう中身です。 

 これ、今の駅前の再開発ビル、当初29億円と、

それが50億円に膨らんだわけです。もちろん、あ

のときは免震だとかそういうことがあったという

ことも言われてますけれども、これは全てそれら

を織り込んだものだというふうには思いますけれ

ども、まだまだ絵の段階で、これからこれが縮小

していくのか、膨らんでいくのか、大変注視が私

は必要だというふうに思ってます。 

 この権利床の問題、こういう保留床処分をどう

するのか、店舗やこういう大がかりなものが本当

にどうなんだと、呼び込み型でいいのかというこ

とも含めて、もっともっと議論が必要だなという

ふうに思いますけど、この点、副市長、どうでし
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ょうか。 

○清水副市長 

 今、佐藤委員から非常に具体的な御質問いただ

きましたが、まだまだ今回の中身については、本

当に基礎的なところの調査をしたその結果という

ことでございますので、いわゆる保留床をどうい

うふうな形にするかということですね、その中に

どういうようなものを備えていくかというような

話については、知立駅前の市街地の全体の需要、

そういったものも考えながら、今後、具体的な検

討をしていきたいというふうに思っておりますの

で、今いろいろ具体的に御質疑いただいた中身も

今後またさらにこういった場でも十分、御議論い

ただければというふうに思っております。 

○都市整備部長 

 先ほどの駐車場台数でございますが、現在240

台でございます。 

○佐藤委員 

 いずれにしても西新地、まちのにぎわいを取り

戻すそういうことの中で、大きいものがどんどん

計画をされていくんだけれども、本当に私はそれ

でいいのかという疑問をずっと持っているところ

であります。 

 これらを含めると駅周辺と合わせて1,000億円

を超える総事業費になっているんですよね、駅南

も含めれば。市の負担だって210億円を超えてい

くような中身になるんですよね。公共施設の問題、

その他いろいろ抱えてる中で、本当にそちらのほ

うにどんどんかじを切っていくということについ

ては、大変私は疑問です。 

 もう１点だけお聞きしますけれども、ここに知

立駅の駅南の業務委託、これについて御説明くだ

さい。 

○都市整備部長 

 議員の皆さんも御承知のとおり、駅南地区は２

段階施行で行っていく計画を持っております。１

段階施行としましては、南北線と環状線までの接

続区域、それ以外の区域を２期施行ということで

ございまして、そういった計画について関係機関

と協議する必要がございますので、そういった委

託料、また、地域住民の合意形成のための委託料

を計上しておるものでございます。 

○佐藤委員 

 全体面積が、たしか6.8ヘクタールということ

ですよね。１期、２期それぞれやっていくわけで

すけれども、私が南北線と環状線ドッキングをし

て平成35年度までに上げたいという流れの中でこ

うした予算計上がされて、平成28年度には、来年

ですよね、来年１期施行分についての事業認可を

取ると。事業認可取ったら直ちにこれは工事に入

っていくんですか。 

○都市整備部長 

 すぐに工事にはかかれないです。ただ、まずは

支障物件の移転を行わなければなりませんし、そ

の前に仮換地指定、どなたがどういったところに

行くのか、また、減価先買いで地区外に出ていた

だくのか、そういったこともございますので、工

事は少し後になるかと思います。 

○佐藤委員 

 この第１期地区においても大型工場の用地がか

かるわけですか。 

○都市整備部長 

 今のところは、かけない計画で進んでると理解

しております。 

○佐藤委員 

 私は、ぜひかけないでほしいなというふうに思

ってます。 

 それで、区画整理という手法であります。私ど

もは従前から単独買収でやれと。あの地域は、か

つて知立市で最も早く区画整理がやられた地域な

んですよ。アンケートでも期待する声と同時に、

静かな住宅を残してほしいという方たちもみえて

おられるんですよ。 

 ですから、そうした意味合いにおいては、やる

にしても、私は１期施行にとどめるべきだと。そ

して、残りの南北線をどうしてもつくりたいとい

うことであれば、それは県事業なりにしてもらっ

て、将来これは県道になるんでしょう。ですから

県事業にしてもらうということの中で、２期事業

はやめると。あそこを大型工場の用地について、
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南の拠点地域だということをおっしゃいますけれ

ども、あそこは第２種の住居地域で、工場が将来

建てかえはできません。その工場がそこの土地を

どうするかは工場自身に任せておけばいいんじゃ

ないですか。私はそう思いますけども、呼び込み

型で何も莫大なお金をかけて第２期をやる必要は

ないと私は思いますけども、どうですか。 

○都市整備部長 

 一般質問と同じ御質問でございますので、同じ

回答でございますが、南北線は必ず開通させなけ

ればなりません。また、その整備手法にはいろい

ろなものがございますので、それは検討してまい

ります。 

○佐藤委員 

 例えば、第２期でやろうと思えば、その費用が

まだ明らかにされてません。以前は80億円でした、

この都市計画決定した段階の以前の計画は、出発

点は。しかし、その後、物価高等あって100億円

を超えるんじゃないかということも言われてきま

した。面積案分やそういうことをすれば、おのず

と概算で出てくるわけだけども、単純に50億円と

したとしても、その半額はいろんな交付金やそう

いうことを使ったにしても市費ですよ、今の駅周

辺の区画整理見れば半額は市費ですよ。大体から

想像つく話です。 

 第２期については3.5ヘクタールのうち、大型

工場は1.8ヘクタール、ほぼ半分を占めるんです

よね。そうすると、この第２期の区画整理とは何

のための区画整理かとなると、文字どおり工場の

ための区画整理という格好になるんですよ。私は、

民間活力ということであるならば、あそこを今の

ままで建てかえをせずに、中の設備やそういうの

は更新しながら工場を続けていくのか、将来どう

していくのかというのは、それはそこに任せてや

ればいい話ですよ。あえてこれは区画整理の第２

期をやって、莫大な市民の税金を投入すべきでは

ないというふうに思います。この辺は第１期はそ

ういう形でありますけども、第２期については本

当に慎重な検討が必要じゃないですか。この点、

まだ何も大型拠点施設については決まってないし、

何かを呼び込もうという話ですよね。 

 先ほどの西新地も呼び込みですよ。１階の商業、

２階の公益的施設、呼び込みですよ。全国のそう

したところで呼び込みでうまくやった例は再開発

事業ではありませんし、こうした点でも大変慎重

な検討が必要であります。ぜひそうした即答はで

きないにしても、慎重な検討が必要ではないです

か。副市長、この点どうでしょうかね。 

○清水副市長 

 先ほど南の第２期の件については、都市整備部

長も申し上げましたとおり、手法も含めて今後、

検討させていただくということでありますし、企

業の広大な敷地が駅の南側にあるわけですけども、

その点についても御質問者おっしゃいましたけど

も、基本は地権者の御意向ということがまず第一

だというふうには理解をしておりますけども、あ

あいった立地でございますので、知立市としても

南の今後のまちづくりについて関心を持っていか

なくてはいけないということでもございます。 

○佐藤委員 

 よく民間活力ということが言われますので、市

のほうから呼び込まなければ、それは民間で考え

ていくことなんですよ。 

 ですから私は、何に将来なるかわからんという

ままの中で、ぐいぐいと計画を進めていくと、税

金投入して計画を進めていくと、これは大問題だ

なと、このことだけ指摘をして質問を終わりたい

というふうに思います。 

 以上です。 

○永田委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 
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 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第１号について、挙手により採決します。 

 認定第１号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○永田委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第１号 平成

26年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について

の件は、原案のとおり認定すべきものと決定しま

した。 

 認定第２号 平成26年度知立市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定についての件を議題とし

ます。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第２号について、挙手により採決します。 

 認定第２号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○永田委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第２号 平成

26年度知立市国民健康保険特別会計歳出決算認定

についての件は、原案のとおり認定すべきものと

決定しました。 

 認定第３号 平成26年度知立市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算認定についての件を議題と

します。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第３号について、挙手により採決します。 

 認定第３号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○永田委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第３号 平成

26年度知立市公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 認定第４号 平成26年度知立市土地取得特別会

計歳入歳出決算認定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 
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 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第４号について、挙手により採決します。 

 認定第４号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○永田委員長 

 挙手全員です。したがって、認定第４号 平成

26年度知立市土地取得特別会計歳入歳出決算認定

についての件は、原案のとおり認定すべきものと

決定しました。 

 認定第５号 平成26年度知立市介護保険特別会

計歳入歳出決算認定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第５号について、挙手により採決します。 

 認定第５号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○永田委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第５号 平成

26年度知立市介護保険特別会計歳入歳出決算認定

についての件は、原案のとおり認定すべきものと

決定しました。 

 認定第６号 平成26年度知立市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定についての件を議題と

します。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第６号について、挙手により採決します。 

 認定第６号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○永田委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第６号 平成

26年度知立市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定についての件は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 認定第７号 平成26年度知立市水道事業会計決

算認定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 
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 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第７号について、挙手により採決します。 

 認定第７号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○永田委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第７号 平成

26年度知立市水道事業会計決算認定についての件

は、原案のとおり認定すべきものと決定しました。 

 認定第８号 平成26年度逢妻衛生処理組合一般

会計歳入歳出決算認定についての件を議題としま

す。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○永田委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第８号について、挙手により採決します。 

 認定第８号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○永田委員長 

 挙手全員です。したがって、認定第８号 平成

26年度逢妻衛生処理組合一般会計歳入歳出決算認

定についての件は、原案のとおり認定すべきもの

と決定しました。 

 以上で、本委員会に付託された案件の審査は終

了しました。 

 以上で、予算・決算委員会を閉会します。 

午前11時49分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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